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○ 大学の概要

（１） 現況
① 大学名

国立大学法人東北大学
② 所在地

宮城県仙台市
③ 役員の状況

学長 吉本 高志（平成１４年１１月６日～）
理事 ７名
監事 ２名

④ 学部等の構成
・文学部
・教育学部
・法学部
・経済学部
・理学部
・医学部
・歯学部
・薬学部
・工学部
・農学部
・文学研究科
・教育学研究科
・法学研究科
・経済学研究科
・理学研究科
・医学系研究科
・歯学研究科
・薬学研究科
・工学研究科
・農学研究科
・国際文化研究科
・情報科学研究科
・生命科学研究科
・環境科学研究科
・教育情報学教育部
・教育情報学研究部
・金属材料研究所
・加齢医学研究所
・流体科学研究所
・電気通信研究所
・多元物質科学研究所
・医療技術短期大学部

⑤ 学生数及び教職員数
学部・研究科等の学生数 ：１７，９２２人
教員数 ： ２，５６７人
職員数 ： ２，３３６人

（２） 大学の基本的な目標等
東北大学は、開学以来の「研究第一主義」の伝統 「門戸開放」の理念並び、

に「実学尊重」の精神を基に、数々の教育研究の成果を挙げてきた実績を踏ま
え、これらの伝統、理念等を積極的に踏襲し、独創的な研究を基盤として高等
教育を推進する総合大学として、以下の目標を掲げる。
１．教育目標・教育理念－「指導的人材の養成 ：」

・学部教育では、豊かな教養と人間性を持ち、人間・社会や自然の事象に
「 」 、対して 科学する心 を持って知的探求を行うような行動力のある人材

国際的視野に立ち多様な分野で専門性を発揮して指導的・中核的役割を
果たす人材を養成する。

・大学院教育では、世界水準の研究を理解し、これに創造的知見を加えて
新たな展開を遂行できる創造力豊かな研究者並びに高度な専門的知識を
持つ高度専門職業人を養成する。

２．使命 －「研究中心大学 ：」
・東北大学の伝統である「研究第一主義」に基づき、真理の探求等を目指
す基礎科学の推進とともに、研究中心大学として人類と社会の発展に貢
献するため、研究科と研究所等が一体となって、人間・社会、自然に関
する広範な分野の研究を行う。同時に 「実学尊重」の精神を活かした、
新たな知識・技術・価値の創造に努め、常に世界最高水準の研究成果を
創出し、広く国内外に発信する。

・知の創造・継承と普及の拠点として、人間への深い理解と社会への広い
視野・倫理観を持ち、高度な専門性を兼ね備えた行動力ある指導的人材
を養成する。

３．基本方針－「世界と地域に開かれた大学 ：」
・世界と地域に開かれた大学として、自由と人権を尊重し、社会と文化の
繁栄に貢献するため 「門戸開放」の理念に基づいて、国内外から、国、
籍、人種、性別、宗教等を問わず、豊かな資質を持つ学生と教育研究上
の優れた能力や実績を持つ教員を迎え入れる。それとともに、産業界は
もとより、広く社会や地域との連携研究、研究成果の社会への還元や有
益な提言等の社会貢献を積極的に行う。

・市民への開放講座、インターネットによる教育を積極的に推進するとと
もに、市民が学術文化に触れつつ憩える環境に配慮したキャンパス創り
を行う。
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全 体 的 な 状 況

② 国立大学法人としての経営の確立と活性化平成 年度の年度計画は、概ね順調に進んでいる。また、総長のリーダーシップの下16
で総長裁量経費等を効果的に配分することにより、特記事項に挙げた幾つかの成果を達成

○経営体制の確立及び業務運営の効率化するなど、国立大学法人東北大学の業務は全体的に計画どおり着実に進められており、平
成 年度の運営は概ね適切であったと判断できる。以下に、総長のリーダーシップ、業 ① 本学の運営に関する責任体制は、平成 年度の運営状況とさらなる検討結果を踏16 16
務運営の効率化等に関する事項を中心に、全体状況について記す。 まえ、総長を中心とする的確で迅速な運営・執行体制の整備を図った。

② 事務の効率化、管理経費の抑制を目的に、全学的委員会について抜本的に見直し、
法人化後新たに必要になった委員会等を加えても法人化前に比べ約 を削減した。① 学長のリーダーシップの確立と柔軟な資源配分の実施 1/3
さらに、電子メール等を利用した重要会議の議事要録の事前確認等によって諸手続き
の簡素化・効率化を図った。○全学的な経営戦略の確立

平成 年度からの移行として当面措置した「執行部体制」を見直し、平成 年４ ③ 事務業務の効率化、事務組織の再編・合理化を達成するため、民間の専門家によっ15 16
月より新しい「総長補佐体制」を整備した。その活動状況を踏まえて再検討し、さら てなされた組織・業務改革分析結果等を指針に、現在の事務業務の抜本的な見直しを
に的確で迅速な運営体制を目指して、強固な執行体制の整備を図った（平成 年４ 行うとともに、電子決裁を可能にする「全学電子認証システム」等の整備を積極的に17
月に副学長、総長特任補佐を配置し 「理事・副学長会議」を設置した 。 推進した。、 ）

○全学的視点に立つ戦略的な学内資源配分 ○財務内容の改善・充実
① 施設改善に偏重傾向があった「総長裁量経費」の配分方針を見直し、部局における ① 外部資金等、自己収入の獲得に向けて、共同研究・受託研究の受け入れ制度、諸手
教育・研究等に関する改革プログラム支援を重視する方針を新たに導入した。総長裁 続きに対する支援体制等の整備を図るとともに、総長裁量経費により重点基礎研究・
量経費として約 億円、総長がリーダーシップを発揮するための原資として約 億 若手研究者の萌芽研究を支援した。また 「研究推進・知財本部」の活動を従来以上19 13 、
円（教員人件費の５％相当額）を確保し、例えば、 世紀 、先進医工学研究等 に強化し、同時に 「研究基盤推進本部」を新たに設置して戦略的プロジェクトの獲21 COE 、
の理系プロジェクトや、東北大学の「学問風土」の研究－知識移転のシステム－、東 得に取り組むこととした。
日本における方言研究・教育センターの構築などの文系プロジェクトに積極的に支援 ② 大型・特殊装置等の研究設備の共有化・効率的維持管理について検討を行い、高等
した。 研究教育基盤技術センター（仮称）設置構想を策定し、積極的な展開が可能な推進体

② 法人として教員、部局の教育・研究等の活動状況を的確に把握し、成果の社会への 制を整備した。
発信や学内外における評価に供することを目的に、総長のリーダーシップの下で「大 ③ 新たに設置した環境・安全委員会を中心に、全学的なエネルギー利用の合理化、資
学情報データベース」構築を決定した。この決定に基づいて、評価分析室を中心とす 源ゴミの分別収集の徹底を図り、廃棄物処理費用の ％削減を達成した。また、オ15
る構築班が全部局の協力を得て、平成 年１月末迄に「大学情報データベース」を ンサイト型発電システムによる電力料金削減の検討を実施した。これらの結果を踏ま17
構築した。評価分析室は、この構築プロセスに際し ヶ月以上の時間をかけて各部 え、今後の継続的な改善に資する方針等を整備した。10
局と緊密に連携し、必須のデータ項目や入力が容易なデータベースの在り方等の精選 ④ 財務内容の改善・充実に向けて、事務業務の効率化、事務組織の再編・合理化に関
に努めた。その結果、多くの他大学から頻繁に公開要請がなされる等、国立大学法人 する施策の着実な推進に努めた。
のデータベースの代表例となり得るような特長あるものが整備された。

○中期目標期間における財政計画
平成 年から平成 年度までの５年間について、財務内容のシミュレーションを○戦略的・効果的な人的資源の活用 17 21

① 総長がリーダーシップを発揮するための原資、約 億円（教員人件費の５％相当 行った。その結果を参考に、適切な法人運営を担保するため、学術領域の特性に配慮13
額）の活用方針について、人事戦略企画室を中心に検討し、ノーベル賞級の研究者を し適切な人員を配置しつつ、人件費管理に関する戦略的基本方針等を検討した。
特別な給与で招聘するユニバーシティプロフェッサー制度、戦略スタッフ制度などを

○施設マネジメントの確立等整備した。この制度により、例えばユニバーシティプロフェッサーの第１号としてノ
ーベル化学賞受賞者の ． 教授を招聘し、学生や教員に新たな効験を ① 全学的な視点で重点的・戦略的なスペースの充実を図る目的で、共同利用スペースAhmed H Zewail
もたらした。 整備規程（原則的に整備面積の ％以上）を制定し全学的な衆知徹底を図るととも20

② テニュア制、年俸制導入に必要な諸事項について検討するとともに、先進医工学研 に、新営・改修施設の約 平方メートルを共同利用スペースとして確保し、こ15,000
究機構では、年俸制による教員採用を実施した。 のスペースのレンタル制の運用を開始した。今後も、この規程による運用の拡大を積

③ 法人における知的財産の創出、取得、管理、活用を目的に設置された知的財産本部 極的に図る。
や産学連携担当に民間で経験豊かな人材を５名採用し、 件の特許申請支援や ② 方式により三条学生宿舎の事業者を選定し ％のバリュー・フォー・マネー483 400 PFI 37
件の特許の運用などを開始し、知的財産に対する運用システムを整備した。また、人 を得た。今後も、この 方式による事業を積極的に活用する。PFI
事担当の戦略スタッフを採用し、新たな給与体系の検討に着手した。 ③ リスクマネジメントを担当する「危機管理委員会」を設置するとともに、災害発生

④ 職員の研修制度について民間や私立大学を実情調査し、目的別、専門別の研修に向 時の連絡体制・災害対応マニュアルの整備、防災訓練等を実施し、学内のリスク管理
けて準備を行うとともに、技術職員について、総合技術研究会等を開催し、その技術 体制の整備に着手した。また、教育研究体制を維持するための財産保険、医師賠償責
向上と相互交流を図った。今後も、人的資源の活用施策を積極的に推進する。 任保険等に加入した。
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③ 法学研究科では、法曹実務及び公共政策実務のエキスパート養成を目的として平成③ 社会に開かれた客観的な経営の確立
年４月に開設した専門職大学院において実務家教員が参画する教育を開始し、経16

済学研究科では、新たに会計専門職大学院の平成 年４月の開設を実現した。○学外有識者の積極的な活用 17
16 Richard① 平成 年度は、外部からの非常勤理事２名（１名はスタンフォード大学の

○教育力の強化と学内教育資源の活用B. Dasher 13教授 、経営協議会における外部の有識者 名を委嘱し、これらの方々の）
会議への参加を容易にするため経営協議会及び役員会の開催を原則的に東京分室で行 ① 大学教育研究センターを改組し、教育・研究業務を有機的に連携させるために関係
った。これによって、多数の外部有識者の経営協議会等への参加が実際上も可能とな 部局を統合して「高等教育開発推進センター」を設置した。また、教育課程に関連す
り、法人運営に対する実質的かつ有効な参画が実現した。 る学内の各種委員会を統合して新しい「学務審議会」を設置し、教育を総合的に審議

② 法人としての予算案決定、概算要求事項の決定に先だって経営協議会を開催するこ できる体制とした。
とにより、これらの重要決定に社会的見地からの意見を十分に反映させた。 ② 学生相談の支援策として、学部毎の学生相談所設置の奨励や学生相談所担当者によ

る出張カウンセリングを実施した。また、学生相談所と各部局との連携を密にするた
め 「学生支援全学連携・連絡会」を立ち上げ、全学的な学生支援の向上と学生支援○大学の経営情報の社会に対する積極的広報 、

① 教職員及び学外の有識者によって構成される広報企画室会議を設置して、ホームペ 体制の充実を図った。
ージ及び各種の広報誌を通じて、大学の経営情報を社会に的確かつ迅速に伝達する体 ③ セクシュアルハラスメント相談体制、メンタルヘルス相談体制の強化策の一環とし
制を整備した。 て、学外の専門カウンセラーが夜間・休日等にも対応する、電話・メールによる学外

② 本学の経営情報を社会に広報し、また、報道関係者から本学の経営の在り方につい 相談窓口を試行開設し、全学支援・相談体制を充実させた。
ての意見を聞くため、総長及び広報担当理事が、随時、東京及び仙台で記者懇談会を

○研究実施体制の整備・充実実施した。
① 評価分析室を設置し、新たな発展が期待できる萌芽領域に対して戦略的・組織的な
取り組みを積極的に実現するため、研究戦略室等と連携・協力して全研究者の研究成○監査機能の充実等

① 人事・会計運営を適切化するために、監査室を設置し、監査法人と「内部監査体制 果を一元化した「大学情報データベース」の構築を推進した。
の整備にかかる支援事業」契約を締結し、監査計画書の作成及び監査手法などに対す ② 先進医工学研究機構において、他部局の教員を学内共同研究者として兼務させ研究
る支援を受ける等、監査体制を整備した。 の推進を図る等、学内外の人事交流・共同研究等を進め、医工学という異分野融合領

② 公認会計士等の法定監査人による全部局を対象として、財務内容や管理運営に関す 域研究の推進を支援した。
る法定監査を３回実施し、会計処理の指導・助言を受けた （平成 年度早期に監査 ③ 従来型の部局あるいは部局間の協議に基づく教育研究組織の設置に向けた取り組み。 17
報告書を公表する ）さらに執行部のみでなく、部局長連絡会議を利用して、監事よ のみでなく、異分野の融合等を積極的にめざす新たな教育研究組織の立ち上げに全学。
り業務改善案への提言を各部局長等が聞く機会を設けた。 的に取り組むこととし、例えば、高等研究教育院（仮称 、医工学研究科の設置構想）

③ 本学の役員会、教育研究評議会、経営協議会等の議事要録は、大学運営の透明性を を策定し、新たな展開を図る体制を整備した。
確保するために、ホームページ上で公開している。

○社会との連携の推進④ 教員人事の透明性確保を図るため、教員の選考過程の積極的な開示に必要な準備を
進め、すでに理学研究科等８部局で開示を行った。今後、開示について全部局への拡 ① 本学の研究成果、知的情報の社会への還元・公開を促進するため、公開講座・公開
大を図る。 セミナーを開催するとともに、ビジネスショー、産学交流展 、イノベーション2004

⑤ 大学情報データベースの整備に併せて進めている評価結果は、インターネットを通 ・ジャパン 、技術交流会など（全国７カ所）において、本学の研究成果のみな2004
じて公表する方針を決定し、それに必要な作業を鋭意進めている。 らず外国出願を含む承継特許（ 件）一覧を公開し、大きな反響を得た。217

「 」 、 、② 有料開放セミナー等実施基本方針 を策定し 企業研究者等社会人を対象とした
例えば、先端研究セミナーや エクステーションスクールなど専門分野の有料④ 教育研究等の質の向上に関連する事項について MOST
短期研修セミナーを実施し、多くの参加者を得た。

平成 年度は、約 人の学生・大学院生や教職員が活気溢れる環境で教育・研 ③ 全学の知的財産の集約・運用の視点に基づいて㈱東北テクノアーチ（ ）と業務16 17,000 TLO
究が実施できるように十分な配慮をしつつ、本学の教育研究の質の向上を目指す法人化 委託契約を締結し、特許の資産化を図り、今後の新たな展開を可能とする体制を積極
の初年度の計画に積極的に取り組んだ。 的に整備した。

④ 産業化を目指す開発研究に関する具体的な取り組みとして、例えば、本学の微小電
MEMS MEMS○教養教育及び専門教育の整備・充実 気機械システム 関連技術の研究成果に基づく 仙台地域を中心とする（ ） 、 「

① 教養教育では、学生に知的探求の楽しさ等を伝え、豊かな教養と人間性を備えた人 パークコンソーシアム」の設立に積極的に協力し、地域産業との連携を推進した。
材養成を図るため、全部局の教員が参画する「少人数教育・基礎ゼミ」を テーマ ⑤ 大学病院の果たす社会貢献という視点から、地域医療機関との連携を積極的に進め152
開講した。また、学生による基礎ゼミ発表会を開催し、内容の充実を図った。 ることを目指す「地域医療連携センター」を設置して、退院支援、大学病院と病院あ

② 専門教育では、多様な課題の把握と課題解決に必要な手法を開拓し実践できる能力 るいは診療所間の連携を積極的に推進した。
を備えた人材養成を図るため、例えば、文学研究科の人文社会科学研究や理学研究科
の先端理学国際コース等の開設等、各研究科において大学院の教育カリキュラムを一
層充実させた。
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項 目 別 の 状 況

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（１）教育の成果に関する目標

○教育の基本方針
・教養・専門教育を問わず、教育研究連携型の教育システムを構築し、少人数教育等の個別指導に中
よる「学生を育て伸ばす教育」を目標とする。

期
○指導的人材の養成
・資質豊かな学生を受け入れ、人間・社会や自然の事象に対して「科学する心」を持って知的探求目
を行い得る人材を養成する。
・知の継承と普及の拠点において、第一線の研究に携わる教員が学生の教育に当たり、国際的視野標
と高度の専門性を兼ね備え、また国際社会及び日本の将来を見据え、自ら主体的に考え行動できる
指導的・中核的人材を養成する。

○高度専門職業人及び研究者の養成
・学士課程における学部専門教育では、社会貢献に必要な専門性・国際性の基盤となる専門分野に
対する理解力と応用力の修得、また、大学院進学後、高度専門教育にスムーズに移行するための基
礎的専門知識の確実な修得と実践力の養成に力点を置く。

、 。 、 、・大学院教育では 高度専門職業人と研究者の養成を行う すなわち 最先端の専門的知識を備え
世界水準の研究を理解するとともに、新たな発想、論理的思考に基づき着実に研究推進ができる人
材、先端的な専門的知識を活用し、未知・未踏の研究課題に取り組む柔軟な行動力と応用力のある
人材を養成する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○教養教育の成果に関する具体的
目標の設定

１．豊かな教養と人間性を備え、 全学教育審議会において現行カリ 平成１７年１月開催の学務審議会において 「新カリキュラム点検・改善に関、
「科学する心」を持って知的探求 キュラムの点検と見直しを行い、 する報告」が承認された。この報告に基づき、平成１８年度（一部平成１７年
を行うことができる人材を養成す 新カリキュラム 案 を策定する 度）からの実施に向けた検討を開始した。（ ） 。
るために、主として学士課程１年
次から２年次に、教養教育に当た
る全学教育（共通基盤教育）の充
実を図る。

２．実践的な外国語教育や情報教 全学教育審議会において、現行カ マルチメディア教育研究棟に設置した実践英語教育用の機械システム（CALL(C
育の充実、グローバル化社会への リキュラムと授業内容の見直しを omputer Assisted Language Learning)）３２４台について、CALLの教材充実
適応力を修得できるカリキュラム 行い 新しい教育実施体制の検討 により、稼働率向上を図った。さらに、実践英語の授業におけるCALLシステム、 、
の拡充・改善を図る。 及びCALLシステムにおける教材の の積極的な利用を図ることができるよう時間割編成の工夫等について検討し、

充実を図りつつ、情報教育用シス 一部実施に向けて平成１７年度のカリキュラムを編成した。また、平成17年3
テムの全面更新 案 を策定する 月に更新予定の情報教育用システムについて必要な準備を進めた。（ ） 。

３．学問全般に対する興味あるい 全学教育審議会等と各部局が連携 平成１６年度、基礎ゼミは、１５２テーマを開講し、２，４６８名（１テーマ
は専門教育への意欲の喚起、大学 ・協力して、開講するゼミ等の内 平均１６名強）が履修登録した。全学的な支援体制により実施している基礎ゼ
院レベルの高度な研究成果を全学 容、対象等を審議し、準備状況に ミの内容の充実を図るため、受講して得た成果等について平成１６年９月３０
教育に反映するため、研究科・研 応じて速やかに実施する。 日に基礎ゼミ発表会を、平成１６年１１月１２日に担当教員を対象に基礎ゼミ
究所等のすべての部局が参加する に関するＦＤを行った。
「少人数教育・基礎ゼミ」を充実
させる。

○専門教育に関する具体的目標の
設定

【学士課程教育】
４．課題の迅速な把握、自らの見 各学部において、専門教育のカリ 平成１６年度は、文学部など９つの学部においてカリキュラムの点検を行い、
解を論理的思考に基づいて正確に キュラムを検討する。 ４つの学部では準備が整った事項について試行を開始した。
表現できる能力を養うために、基
礎的な専門知識や外国語の修得、

東北大学
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情報を効果的に活用する能力の向
上に重点を置いた教育カリキュラ
ムを充実させる。

５．大学院課程進学に必要な学力 各学部において、基礎的専門知識 文学部、法学部、歯学部及び工学部においてカリキュラムの改善を行った。そ
を修得できるようカリキュラムの の確実な修得と実践力の養成とい の他の学部においては、準備のための調査等を実施した。
充実と改善を図る。 う観点から、必要に応じて改善案

を策定する。

【大学院課程教育】
６．国内外から集まる優秀な学生 各研究科において、問題発見と問 問題発見と問題解決の実践能力の涵養を主眼の一つとする新科目ないし新コー
・社会人を対象として、学際領域 題解決の実践能力の涵養という観 スが、文、理、工の各研究科において開設された。他の研究科では既設科目・
を含む多様な課題の把握と課題解 点から、必要に応じて改善案を策 コースの教育内容や教育方法の改善・充実により対応済、もしくは新科目等の
決に必要な手法の開拓を実践でき 定する。 企画立案を進めた。また、法学、経済学の各研究科では専門職大学院の教育内
る能力を持つ人材を養成するため 容において一層の充実を図る態勢を整えた。
に、高度な専門的知識を修得させ
る教育カリキュラムの充実を図
る。

７．自らの問題意識に基づいて新 各研究科において、大学院生の修 各研究科の教務委員会ないし新規設置の学務室等において、学位論文作成にあ
たな課題を設定し、その解決を目 士論文、博士論文作成の指導過程 たっての指導方法や審査会の在り方に関する検討を開始した。与えられたテー
指す研究計画の立案・実施・総括 等を通じた、新たな課題設定やそ マではなく、自ら設定した課題の解決を学位論文としてとりまとめる形の研究
のできる人材及び知の継承と発展 の解決を目指す取り組みに関する 指導を促進するための強化策の検討、21世紀COEとの連携による問題発見機会
を担い得る世界的リーダーを養成 学生指導方法等を検討し、必要な の提供、テーマ選定会議の充実等の取り組みを実践した。
できる柔軟かつ高度な大学院教育 準備等を行う。
システムの充実を図る。

８．法科大学院・公共政策大学院 法科大学院及び公共政策大学院を 実務法曹（裁判官・検察官・弁護士）の養成を目的とする法科大学院と政策実
等・会計大学院の専門職大学院に 設置し、活動を開始する。 務のエキスパートの養成を目的とする公共政策大学院という２つの専門職大学
おいて、社会の多様な変化に対応 院を平成１６年４月に開設し、その活動を開始した。
できる高度専門職業人の養成を行 法学研究科に１２９名の学生を受け入れ、修了後は 「法務博士（専門職 、、 ）」
う。 「公共法政策修士（専門職 」の学位を授与することとした。）

○卒業後の進路等に関する具体的
方策

９．就職情報・大学院情報のデー 学務審議会等と各部局が連携・協 平成１６年１０月に学生支援審議会を設置した。学生支援審議会と学生支援課
タベース化等により、広くきめ細 力して、進路情報のデータベース において学生の就職状況、卒業後の就職状況などを一元管理するための施策及
かい就職・進路に関する情報提供 化に関する検討を行い、必要な準 びデータベース化に関する検討を開始した。また、学生支援課（就職担当者）
を推進する。 備等を行う。 によるガイダンスや就職支援セミナー等を開催、個別対応による就職相談を開

催した。

○教育の成果・効果の検証に関す
る具体的方策

１０．在学生、学部卒業生、大学 学務審議会等と各部局が連携・協 学部卒業・大学院修了者に対し、本学の教育目標がどの程度達成できているか
院博士課程前期２年の課程（修士 力して、各学部及び各研究科にお という調査を実施（追跡調査項目や実施方法等）することについて、学務審議
課程）及び後期３年の課程（博士 ける、卒業・修了者の追跡調査項 会評価改善委員会で検討を開始した。
課程）修了生に対する教育目標達 目や実施方法等を検討し、必要な
成度の調査を実施する仕組みの充 準備等を行う。
実を図る。その分析に基づく評価
結果を教育システムやカリキュラ
ム改善に反映させるように努め
る。

１１．大学に対する社会の要請を 全学的な委員会・作業部会等を設 平成１６年１０月に学生支援審議会を設置した。学生支援課は、就職先企業等
把握するために、卒業生の15％程 置して、卒業・修了者の追跡調査 に対して、すでに調査を実施している大学等を調査し、実施方法や実施項目に
度について、就職先企業等に対し 項目や実施方法等に関する基本方 ついて情報収集した。
て適宜調査を行う。 針を策定する。

東北大学
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（２）教育内容等に関する目標

○入学者選抜に関する基本方針
・ 門戸開放」の理念に基づき、これまで以上に国の内外から、東北大学で学ぶにふさわしい資質中 「
・意欲を持ち、入学者受け入れ方針（いわゆるアドミッション・ポリシー）に適合する人材を受け
入れる。期
・大学院には、多様な学術領域の知識・経験等を有する学部卒業生・社会人とともに、グローバル
な視点を重視して世界の優秀な人材の受け入れを推進する。目

○教育課程に関する基本方針標
・入口（高校と大学、学部と大学院の接続）と出口（大学と社会、学部と大学院の接続）を結ぶ適
切なカリキュラムを編成する。
・学士課程全学教育では、全人的な教養及び各分野に必須な基礎知識を身に付けるとともに、学生
自身が主体的に専門性の向上に取り組めるように指導する。
・学士課程専門教育では、それぞれの専門的知識を十分に修得させるとともに、社会貢献に必要な
専門性とグローバルな視点に立つ倫理観を修得させる。
・大学院教育では、学部教育と先端学術を結ぶ大学院専門教育に重点を置き、高度な専門性のある
人材を養成する。

○教育方法に関する基本方針
・多様な授業形態を利用し 「科学する心」を持つ人材を育成する。、
・インターネットを活用する教育方法として、ISTU（Internet School of Tohoku University）の
充実を図る。

○成績評価等に関する基本方針
・学習到達度について厳正かつ公平な成績評価を行い、その後の学生自身の学習意欲向上にフィー
ドバックする仕組みを整備する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○アドミッション・ポリシーに応
じた入学者選抜を実現するための
具体的方策

１２．アドミッション・ポリシー 入学試験研究委員会において、こ 入学試験委員会研究委員会において、平成17年度入試向けのアドミッション・
、 、 。の整備と明確化、評価・分析に基 れまでの評価・分析に基づくアド ポリシーについて点検 調整し ７月発表の入学者選抜要項において公表した

づく改善を行うとともに、多様な ミッション・ポリシーの点検整備
媒体を通して本学のアドミッショ 体制を検討し、必要に応じてアド
ン・ポリシーを周知するための広 ミッション・ポリシーの改善案を
報活動体制を整える。 策定する。それに基づいて必要な

、 。準備等を行い 広報活動を進める

【学士課程教育】
１３．近年の高校教育の変化、入 入学試験研究委員会において、高 本学では、平成18年度入試の科目設定にあたっての基礎データを得るため、平
学者の多様化に対応できるよう 等学校学習指導要領の改訂に伴う 成15年度に「新学習指導要領の下での高等学校のカリキュラムに関する実地調
に 全学部の入学基準 卒業基準 平成15年度以降の高等教育の内容 査」を実施済みである。、 、 、
教育カリキュラムの見直しを図 及び実態を把握し、その結果を踏 入学試験委員会研究委員会における「高等学校学習指導要領の改訂に伴う平成
る。 まえ、全学教育審議会及び各学部 15年度以降の高等教育の内容及び実態の把握」を踏まえ、学務審議会及び各学

は、平成18年度以降の学士課程教 部は、平成１８年度以降の学士課程における全学教育科目の教育カリキュラム
育カリキュラムを検討する。 の検討を開始した。また、高等教育開発推進センターは、第１回高等教育フォ

ーラムを開催し、理科（物理）の開講内容について検討を開始した。

１４．アドミッション・ポリシー 入学試験研究委員会において、こ 平成17年度入試向けのアドミッション・ポリシーについて、本学の理念・目
、 、 。 、の一層の明確化・具体化を図るた れまでの評価・分析に基づくアド 標に沿って点検 調整し ７月発表の入学者選抜要項において公表した なお

め、全学共通及び各学部等のアド ミッション・ポリシーの点検整備 平成18年度入試に向けた検討作業を継続して進めることとした。
ミッション・ポリシーが本学の理 体制を検討し、必要に応じてアド
念を的確に反映したものとなって ミッション・ポリシーの改善案を
いるか、入学者選抜の方式として 策定する。それに基づいて必要な

、 。適切に具体化されているかについ 準備等を行い 広報活動を進める
て、点検・整備に努める。
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１５．アドミッションセンターを アドミッションセンターにおい アドミッションセンターにおいて、データベースシステム（ハード／ソフト）
中心に、高校以下の教育の状況、 て、追跡調査の項目を検討して実 の概要構成を決定し、導入を図っており、追跡調査の対象となる具体的なデー
教育課程の変化等に対応できるよ 施体制、データベースシステムの タベース項目について検討した。
うに入学者選抜にかかわるデータ 仕様等の検討を行い、必要な準備
ベースの整備を進め、選抜方法区 等を行う。
分による入学者の状況を平成17年
度の開始を目標に毎年入学者の５
％程度について適宜追跡調査し、
分析する。

１６．高校生・予備校生・社会人 入学試験研究委員会において、広 入学試験委員会研究委員会並びにアドミッションセンター運営専門委員会にお
等に、本学のアドミッション・ポ 報体制を検討し、必要な準備等を いて了承された方針に基づき、本学主催の入試説明会（全国１５会場 、業者）
リシー、教育研究活動及び社会貢 行い、広報活動を行う。 主催の大学説明会（全国１５会場 、個別高等学校訪問（３９校）を企画・実）
献に関する情報を効果的に伝える 施した。HPについても既に開設済みであり、ＡＯ入試・推薦入学等についての
ため、広報誌、ホームページ等に 情報提供、大学紹介ビデオのストリーミング配信等を行った。
よる広報活動の充実に努める。

１７．奨学金制度や外国留学に対 入学試験研究委員会において、広 入学試験委員会研究委員会並びにアドミッションセンター運営専門委員会にお
する学費援助、諸外国の教育機会 報体制を検討し、必要な準備等を いて作成した『大学案内』に関連事項を掲載し、広報に努めた。
の情報紹介、本学の教育研究の画 行い、広報活動を行う。
期的な成果等、本学の特徴を高校
生や予備校生等に周知する。

【大学院課程教育】
１８．国内外から、多様な資質、 各研究科においてアドミッション アドミッション・ポリシーを未策定の研究科では、これを策定した。また各研
多様な学習歴を持つ学生を選抜す ・ポリシーを策定するとともに、 究科において、多様な資質を持つ学生を選抜する方法と、合否の客観性・公平
るために、博士課程前期２年の課 選抜方法と入学基準の見直しを行 性を両立させるための方策を検討した。専攻単位で独自性の強い入試を実施し
程（修士課程 、後期３年の課程 い、募集要項等に反映させるため ている例えば工学研究科では、研究科全体としての整合性を点検した。理学研）
（博士課程）の選抜方法を検討す に必要な準備等を行う。 究科においては、従来の外国人留学生向けの入試を発展させ、独自の選抜方法
るとともに、合否判定の一層の客 と入学基準を設定したコースを開設した。

、 、観性 公平性の確保できるように
入学基準を明確にする。

１９．志願者、入学者に国内外の 各研究科において、大学院学生が 大学院学生が学部専門教育を履修できる制度、もしくは学部・大学院共通講義
他大学出身者が増加していること 各学部の専門教育科目を履修でき などを含む学部・大学院連携カリキュラムを文学研究科など８つの研究科にお
から、学部専門教育と大学院教育 るよう検討するとともに、既修得 いて実施した。他の研究科においては、専門性や実情を勘案しつつ、既修得で
を円滑に接続する教育カリキュラ を前提とする（又は既修得である あることが望ましい学部専門教育科目の内容や、大学院教育の中での学部専門
ムを検討し、整備する。 ことが望ましい）学部専門教育科 教育の補完などについて検討した。

目一覧の作成等の必要な準備を行
う。

２０．優秀な外国人学生等の大学 各研究科において、外国語版の募 法学研究科など７つの研究科で英文募集要項の作成あるいは英文ホームページ
院への入学を促進するために、本 集要項及び研究科案内等について の作成・公開を実施した。また、国際交流企画室に学術交流ワーキンググルー
学が外国の大学との間で相互に設 検討し、必要な準備を行う。 プを設置し、外国の大学との交流促進とリエゾンオフィスを活用した優秀な学
置しているリエゾンオフィス等を 生の獲得及びアドミッションについて検討するとともに、英文ホームページの
通して、人材確保のための積極的 作成、英文概要等の発行及び国際広報について全学的な視点から検討し、広報
な広報活動に努める。 企画室との連携を図ることとした。

○教育理念等に応じた教育課程を
編成するための具体的方策

【学士課程教育】
、 「 」 。２１．実践的外国語教育、情報技 全学教育審議会を中心に、現行カ 実践的外国語教育として CALLシステムの併用による 実践英語 を導入した

術を効果的に活用する能力向上に リキュラムと授業内容の見直しを また、情報教育基礎を全学教育科目の必修科目とし、初習者向きと既習者向き
対応できるカリキュラムを編成す 行い、必要に応じて改善案を策定 の２種類開設した。また、授業内容等の見直しを行い、その結果を活用して、
る。 する。 一部実施に向けて平成１７年度カリキュラムを編成した。なお、学部の目的に

応じた情報科目については、専門教育科目として多数開講されている。

２２．学問的・社会的な必要性や 全学教育審議会を中心に、現行カ 新カリキュラム点検・改善に関する報告（平成１７年１月）にある、学問的・
時代のニーズを踏まえ、高校教育 リキュラムと授業内容の見直しを 社会的な必要性や時代のニーズを踏まえ、高校教育・学部専門教育及び大学院
・学部専門教育及び大学院教育と 行い、必要に応じて改善案を策定 教育との連携を考慮し、理工系・生命科学系・人文社会科学系の学生に共通で
の連携を考慮し、理工系・生命科 する。 必須な基盤科目を充実するため、年度計画に沿って具体的な検討が必要という
学系・人文社会科学系の学生に共 内容に基づき、各学部及び科目委員会等の意見を加味し、学務審議会で必要に
通で必須な基盤科目を充実する。 応じて検討することとした。

２３．多様な学術領域を網羅する 全学教育審議会において、現行カ 新カリキュラム点検・改善に関する報告（平成１７年１月）に基づき 「全学、
豊富な視野を修得させるため、全 リキュラムと授業内容の見直しを 教育改革検討委員会報告」に示された事項を微調整（分属を受けない部局の提
学教育審議会が責任を持ってカリ 行い、多様な学術領域を包含する 供単位数の見直し）及び全学の全ての教員に、現在の全学教育科目のうち担当
キュラム編成を行う。 新しい教育実施体制に関する基本 できる授業科目を一つ以上提示してもらうような調査並びに、多様な学術領域
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方針を策定する。 を包含する新しい教育実施体制について検討を開始した。

【グローバル化への対応】
２４．実践的外国語教育は、CALL 全学教育審議会において、CALLシ 実践的外国語教育について、新カリキュラム点検・改善に関する報告（平成１
(Computer Assisted Language Le ステムを活用した実践外国語の現 ７年１月）に基づき、直ちに実行可能な事項については平成１７年度のカリキ
arning)システムの活用を図り、T 行カリキュラムについて検討し、 ュラムに反映させた。
OEFL、TOEIC等の国際的に通用す 必要に応じて改善案を策定する。
る評価基準を重視するとともに、
必要に応じて実践英語教育をアウ
トソーシングすることを検討す
る。

２５．短期留学生と日本人学部学 各学部において、当該合同授業に 工学部では、短期留学生受入プログラム授業10科目のうち、数科目について短
生の英語による合同授業の実施 適した短期留学生向け科目を選定 期留学生と日本人学部学生の英語による合同授業が実施されている。また、日
や、長期留学生と日本人学生の共 するとともに、本学日本人学生に 本人学部学生の単位認定方法については、いくつかの科目は卒業要件単位とし
通授業の充実を図る。 対する適切な単位認定方法等の教 て認定している。これらの実例に基づいて、国際交流企画室に国際研究者交流

務的事項、共通授業の実施体制等 ・学生交流等ワーキンググループを設置し、短期留学プログラム充実と合同授
を検討する。 業の拡充及び海外留学で習得した単位認定の拡充・緩和等の検討を行った。

２６．留学生に対する日本語論文 各学部・各研究科において、留学 文学研究科など５つの研究科では留学生に対する日本語教育の充実ならびに英
の指導、多様なニーズに対応でき 生に対する日本語教育及び英語に 語による教育の拡充を図った。また、国際交流企画室に、国際研究者交流・学
る新しい日本語教育プログラムの よる教育と研究指導の実施体制に 生交流等ワーキンググループを設置し、支援、語学教育及び交流推進等につい
開発等、留学生の日本語教育の充 ついて検討する。 て検討するとともに、担当理事は、英語による講義のみで大学院修了に必要な
実を図るとともに、英語による試 単位を取得できる特別コースの設置状況の調査及び設置検討を各研究科へ依頼
験・授業・研究指導の拡大を図 した。
る。

２７．必要に応じて、専門分野の 各研究科において、専門分野の英 担当理事は、英語による講義のみで大学院修了に必要な単位を取得できる特別
英語指導を行うとともに、英語に 語指導の強化を図るための教育体 コースの設置検討を各研究科へ依頼した。なお、理学研究科及び工学研究科で
よる講義のみで大学院修了に必要 制について検討し、基本方針を策 は特別コースが開設済みで、新たな大学院教育活動を開始した。
な単位を確保できる制度を整備す 定する。
る。

２８．グローバルな視点に立つ倫 各学部・各研究科において、科学 各学部・各研究科において検討を行い、準備状況に応じて当該専門領域の科学
理観を修得させるため、専門課程 者倫理や専門分野の職業倫理を涵 者・職業人としての倫理を涵養する科目、例えば医学部では「医の倫理学・社
教育におけるカリキュラムを充実 養するための授業内容の充実につ 会学 、情報科学研究科では「情報倫理学」などを各部局で開講した。その中」
する。 いて検討する。 には科学史の文脈で科学者を客観視する講義や、知的財産権法等の法令との関

。 、 、係をめぐる講義なども含めた また 当年度に開講しなかった部局においても
次年度以降の新カリキュラムにおける対応を決定するなど、準備を進めた。

【教育・学習支援の充実】
２９．全学教育のティーチング・ 全学教育審議会において、TAの配 平成１６年度におけるＴＡの配置は、全学教育の初修語、ＣＡＬＬシステムを
アシスタント（TA）制度、TAの研 置を要する科目と必要人員をとり 利用した自学自習の時間帯及び自然科学総合実験の配置を大学教育研究センタ
修制度及びその評価システムを平 まとめ、配置される科目の特性を ーが各研究科に要請し、予算措置する形式で、それ以外の全学教育科目へのＴ
成18年度を目標に整備を図る。 勘案した各研究科の分担概数等の Ａの配置は、各研究科が行った。なお、自然科学総合実験のＴＡの事前研修を

算定を行い、全学教育におけるTA 実施した。
制度の実施に関する基本方針を策 １７年度の全学教育科目のＴＡの配置について、適正な配置を学務審議会で検
定する。 討した。

３０ 「門戸開放」の理念推進に 各学部・各研究科において、修学 各学部・各研究科でクラスアドバイザーなどの配置、オフィスアワー制度の導．
伴う多様な学生の入学に対応する 相談教員とオフィスアワーの充実 入などを検討し、準備が整った事項から活動を開始した。１・２年次学生に対
ため、学生が十分な修学ができな 及び学生相談所との連携・分担体 する履修手続時の対応については、平成１６年４月に、各学部から担当者の派
い場合には、カウンセリング指導 制について検討し、必要な準備等 遣を求め 「履修相談コーナー」を設置するとともに、全学的な学生支援の向、
教員による個別指導を行う。 を行う。 上と、学生相談所と各部局との連携を図るため、全学的な連絡組織を立ち上げ

た。

【教育課程の相互交流】
３１．学科・学部の枠を超えた聴 学務審議会において、学部学生が 本学では、学科・学部の枠を超えた授業科目の履修については、学生から願い
講と単位互換等の教育課程の柔軟 他学科・他学部の科目を受講して 出があれば学部規程により認めることができるなど、弾力的に扱うことが可能
性を高めるとともに、意欲のある 単位を修得する際の全学的ルー な仕組となっている。ただし、学科・学部の枠を超えた授業科目の履修につい
学生には弾力的に大学院修士課程 ル、及び学部学生が大学院修士課 ては、その希望人数が多くなる場合などの対応及び学部学生が大学院修士課程
の授業を聴講させ、単位認定でき 程の科目を受講して単位を修得す の授業科目を受講して単位を修得する場合の全学的ルールの策定については、
るようなシステムを整備する。 る際の全学的ルールを検討し、基 部局の意見を尊重して学務審議会で検討する方針とした。

本方針を策定する。

【大学院課程及び専門職大学院教
育】
３２．第一線の研究を推進する教 学務審議会において、大学院学生 研究科間のカリキュラムの相互調整については、研究科間の協議等により可能
員による最高水準の先端的教育を が他の専攻・他の研究科の科目を であるが、学務審議会を通じて各研究科に大学院教育の活性化・多様化に向け
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行い、教員と学生の双方向の議論 受講して単位を修得する際の全学 た更なる検討を要請した。また、大学院学生が他の専攻・他の研究科の科目を
を活性化するために、研究科間の 的ルールを検討し、策定する。ま 受講して単位の修得を可能にする全学的ルールを策定し、その実施については
連携を密にして、カリキュラムの た、複数の研究科間でカリキュラ 各研究科の意見を尊重することを基本に、学務審議会で検討する方針とした。
相互調整、単位互換等を進める。 ムの相互調整を行う場合の全学的

ルールを検討し、基本方針を策定
する。

３３．法科大学院・公共政策大学 法科大学院及び公共政策大学院に 平成１６年４月に開設した法科大学院においては、７名の実務家教員(裁判官
院・会計大学院の専門職大学院に 相当数の実務家教員を任用し、実 ２名、検察官１名、弁護士２名、公正取引委員会１名、特許庁１名）を専任の
おいては 「研究者」教員による 務家教員による教育を実施すると 教授として、一方、公共政策大学院においては４名の実務家教員（国土交通省、
高度の理論教育を行うとともに、 ともに、他の研究科においても、 １名、財務省１名、経済産業省１名、環境省１名）を専任の教授又は助教授と
相当数の「実務家」教員を任用し 理論と実務の高度なバランスを求 してそれぞれ任用し、各実務家教員の担当による教育を開始した。
て、実践を重視した授業を展開す められる教育科目に関しては、実
る。 務家教員の任用について積極的に

検討し、必要な準備等を行う。

○教育方法（授業形態、学習指導
法等）に関する具体的方策

３４．学生が関心を持ち理解でき 各部局は必要に応じ、多様な授業 本学における授業の形態は、すでにすべての学部・研究科で大学設置基準等に
る授業を実現するため、講義・演 形態、学習指導法等をいっそう充 準拠した学則に基づき、それぞれの部局の特徴に合わせ、演習・実験・フィー
習・実験・フィールドワーク等の 実させるため、現行教務制度上、 ルドワークなどの多様性が図られている。さらなる充実に向けた検討を行うと
多様な授業形態を設定する。 安全上の問題点等を整理した上 ともに、フィールドワーク等を含め、正規の授業については学災保険が適用さ

で、必要な準備等を行う。 れる措置を取った。また、部局ごとに安全教育の手引き等の整備を開始した。

３５．各種視聴覚機器の利用やコ 各部局は、教育の情報化に必要な 各学部・各研究科において検討を行い、複数の部局において、予算の範囲内で
ンピュータ等のメディアを利用し 教室内情報インフラの整備計画及 教育の情報化に必要な情報インフラを整備し稼働させるとともに、教育内容と
た教育環境を充実させるととも び全学教育の情報教育について、 連携した管理運用体制の整備を進めた。情報インフラには、PC、LAN、プロジ
に、情報リテラシー教育、情報倫 平成18年度以降の教育内容と授業 ェクター、衛星放送共同受信系などが含まれる。また一部の部局において、全
理教育等を全学的に実施する。 実施体制を含め検討し、基本方針 学教育情報教育に接続する専門教育としての情報リテラシー教育や情報倫理教

を策定するとともに、必要に応じ 育の科目を開講した。
て、全学教育の情報教育に接続す
る学部専門教育科目について検討
する。

３６．教員研修（ファカルティー 全学教育審議会及び学務審議会 全学教育審議会・大学教育研究センター共催による全学教育教員研修（９月に
デベロップメント）の中心的な課 は、教育技術の向上を目指す研修 平成１６年度第１回ワークショップ型、１１月に基礎ゼミの二種類）を実施し
題として授業方法等の改善に取り プログラムを企画立案し、必要な た。

、 、組む。 準備等を行う。 さらに 学務審議会教員研修実施委員会と高等教育開発推進センターの共催で
平成１７年３月に第２回ワークショップ型によるＦＤと、平成１７年２月に非
常勤講師ＦＤを実施した。また、学務審議会教員研修実施委員会において、教
育技術の向上を目指す研修プログラムの策定を検討した。

３７．ISTUの大学院講義を活用し 各研究科において、ISTUに蓄積さ 主に理系研究科及び独立研究科においてISTUに蓄積されるべき講義科目の選定
たカリキュラムの整備に努める。 れるべき講義科目を選定する。 作業と次年度に向けたコンテンツの作成を進めた。また、理学研究科等におい

て、実際に教育コンテンツを大学院教育に活用した。

３８．大学院では、国内外の企業 各研究科は必要に応じ、インター 各研究科において、インターンシップ制度の充実を図るための検討を行った。
や研究機関に短期間赴き、研修等 ンシップ制度による研修の教務上 文学研究科等７つの研究科ではインターンシップ制度を実施済であるが、制度
を行うインターンシップ制度の充 の取扱いに関する基本方針を策 に参画する専攻の拡大の可能性や、教育効果に関する評価方法の導入などの点
実を図る。 定、受入先（候補）へ依頼等の必 について検討を進めた。また、法科大学院においては実務基礎科目としてエク

要な準備等を行う。 スターンシップを開設し、公共政策大学院においてはインターンシップ制度を
試行し、次年度以降の本格運用を決定した。

３９ 指導法の改善を図るために 全学教育審議会及び学務審議会 本学では、すべての部局で授業改善を目的とする教員研修を実施している。さ． 、
各部局単位や全学レベルで学生の は 「教育技術の向上を目指す研 らなる改善充実のため、学務審議会に、教育技術の向上を目指す研修プログラ、
授業評価を参考に、授業改善のシ 修プログラム」を企画立案する。 ムを検討し実施するための「評価改善委員会」を設置した。
ステムの確立を図る。 また、各部局も積極的に各部局の

実情に沿った研修プログラムを検
討し、必要な準備等を行う。

○ 適切な成績評価等の実施に関
する具体的方策

４０．学生の理解度、応用力等の 評価分析室において 評価項目 大 成績評価に関して適正な成績評価を実現するために、評価分析室の教育評価作、 （
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項目別にきめ細かな成績評価を行 項目）と成績評価に当たっての基 業班と学務審議会と共同で、①学習目標の到達度を成績として評価する「学習
うため、厳正かつ公平な成績評価 本方針を策定する。 －評価」を指標とする成績評価の導入し、②全学教育科目に関する成績評価結
基準を整備し、公表する。 果の分布状況の公表と成績評価改善への取組を実施した。また、全学教育科目

については、②に基づき、③全教員の成績評価の厳正性・公平性についての自
己点検を促した。

４１．学生の多様なニーズに適応 当該部局において、早期卒業制度 「履修登録単位の上限設定」は大学設置基準上、努力義務となっており、成績
し得る柔軟なカリキュラムを編成 に関する規程や手続きを整備する 優秀者の「早期卒業制度」と密接に係わる事項である。本学では、平成１７年
し、成績優秀な学生の期間短縮卒 とともに、部局からの提案に基づ 度までに全学部がその上限を設定する方針としており、平成１６年度は、文学
業や他学部の基礎専門教育科目を き、全学教育審議会において、学 部、経済学部及び工学部が上限設定を行った。また、他学部の基礎専門教育科
全学教育科目として聴講できるよ 生が他学部の専門教育科目を全学 目を全学教育科目として聴講できるようにする場合の全学的な取扱いについて
うにする。 教育科目として履修する際の手続 は、各部局の意見を尊重して学務審議会で検討する方針とした。

きに関する基本方針を策定し、必
要な準備等を行う。

４２．平成18年度を目標に、TOEF 全学教育審議会を中心に、外国語 １２月開催の学務審議会において、成績評価区分の変更等により 「外国語技、
L、TOEIC等の国際的に通用する検 検定試験等による単位認定制度 能検定試験による単位認定制度に関する申し合わせ」の一部を見直し、認定制
定試験において一定以上の得点を （現行）の拡充について検討し、 度を拡充した。
得た学生に対しては、相応の単位 基本方針を策定する。
を認定する制度の整備に全学的に
努める。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（３）教育の実施体制等に関する目標

○教員組織の充実に関する基本方針
・第一線の研究を担う研究者が学生を直接指導することにより、研究中心大学にふさわしい質の高中
い高等教育を行う。
・学部・研究科は、総合的な知の拠点として研究所等の連携協力を得て、人間・社会、自然につい期
て、人類の発展に必要な広範な学問分野の教育を行う。

、 。目 ・世界に開かれた大学として 外国人の教員任用を含め教員採用の多様性と開放性の確保に努める
・男女共同参画社会形成のため、大学が担うべき使命を果たす教育体制、男女共同参画支援体制の
充実を図る。標

○高度情報型教育システムの実現に関する基本方針
・大学院生の増加や学生の多様性に対応するきめ細かい教育を実施するために、教育支援体制を強
化する。
・新規メディアの活用により、教授方法・学習方法の改善を図る。
・学務事務のIT (Information Technology)化を進め、効率的で学生が利用しやすい仕組みの充実
を図る。

○授業評価、学習評価に関する基本方針
・学生等による授業評価の有効性と限界を十分に踏まえた上で、その適切な利用により教育の改善
を図る。
・教員の教育・評価技術の全体的な向上を図る。
・自己点検・評価、外部評価、大学評価・学位授与機構等の各種の評価結果を有効に利用し、教育
改善を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○教育力の強化と学内教育資源の
活用に関する具体的方策

４３ 学士課程教育の改善のため 全学教育審議会及び教育基盤施設 大学教育研究センターを改組し、教育・研究業務を有機的に連携させるため、． 、
「大学教育研究センター」の整備 群運営委員会を中心として、大学 関係部局と統合して「高等教育開発推進センター」を設置した。また、教育課
充実を図る。 教育研究センターの組織構成と配 程に関連する学内の各種委員会を統合して新しい「学務審議会」を設置し、全

置職員数等の整備充実計画を策定 学教育、学部専門教育及び大学院教育を総合的に審議できる体制とした。
する。必要に応じて、実施可能な 「資料編１参照」
範囲について着手する。

４４．学部・研究科と研究所等と 関係する学部、研究科及び研究所 各研究所等の教員は、その専門分野に関係する研究科の協力講座の教員として
の連携により、教育力の強化を図 等において、連携のための全学的 大学院教育の充実に寄与するとともに、学部専門教育も担当することで教育力
る。 ルール等を検討する。 の向上に努めた。また、研究科の連携講座として学外機関の教員・研究者も大

学院教育に貢献した。全学教育に関しては、研究所等を含む全部局に少人数教
育科目の担当を割り当てる全学ルールに基づいて実施した。

文学研究科と東北歴史博物館、教育学研究科とアドミッションセンター・学生
相談所、法科大学院・公共政策大学院と経済学研究科、医学系研究科と薬学研
究科・生命科学研究科・加齢医学研究所、医学系研究科および歯学研究科と大
学病院・加齢医学研究所、薬学研究科と農学研究科・生命科学研究科、工学研
究科と情報科学研究科・環境科学研究科・金属材料研究所・流体科学研究所・
電気通信研究所・多元物質科学研究所、環境科学研究科と東北アジア研究セン
ターとの連携が行われている。

４５．多様な人材による先端的か 各部局において、学術領域の特徴 各研究科において、先端的・広範囲な高等教育を実践するための新科目の開設
つ広範囲な高等教育を実践するた に配慮しつつ新たに開講する講義 と人材確保策を検討した。具体的な国内外からの優れた人材確保策として、公
め、優れた人材を国内外から教員 科目の内容、対象等を審議すると 募原則の確立、外国人教員の任用、実務家教員の任用、21世紀COEと連携した
として受け入れる。 ともに、それに必要な人材確保に 国内外の研究者による集中講義などを実践した。なお、一部の研究科では講座

関する基本方針を策定する。 や分野の見直しも含めて検討した。

４６．優秀な大学院生をTAとして 全学教育審議会等と各部局が連携 本学では、各研究科がＴＡを選考し採用しているが、全学的な有効活用を図る
採用し、教育研修を受講させる。 ・協力して作業部会等を設置し、 ため、平成１６年１０月に設置した高等教育開発推進センターが、TAに対する

TAの配置を要する科目と配置人員 研修の役割も担うこととし、必要な準備を開始した。また、平成１７年１月開
数等を算定するとともに、他部局 催の学務審議会において、全学教育科目のTAの適正な配置と効果的な活用を図
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からのTAの配置に関する全学的ル るため、全学的ルールを策定した。
ールを策定する。

４７．教育に対する責任体制を明 役員会等と各部局が連携・協力し 各部局において、副研究科長あるいは副所長等の部局長補佐体制を整備し、管
確にするため、教育研究を主とす て、管理運営に携わる教員の職務 理運営に携わる教員の適切な役割分担を行うとともに、従来型の教授会の開催
る教員と管理運営に携わる教員等 内容、任用基準等を明確にし適切 数の減少を実現した。
の適切な役割分担の工夫に努め な役割分担・配置数等の基本方針
る。 を策定する。

４８．効果的・効率的な教育研究 役員会等と各部局が連携・協力し 役員会と連携して分業体制の基本方針策定を開始し、研究あるいは教育重点勤
体制の実現のため、一定期間、教 て、適切な分業体制の基本方針を 務制度等の整備、欧米では定着しているサバティカル制度の導入等について検
育あるいは研究のいずれかに重点 策定する。 討した。特に、法学研究科では、二つの専門職大学院のために、法科大学院運
を置くなど、教員間の分業体制の 営委員会及び公共政策大学院運営委員会を設置し、分業体制の実質的な実行を
工夫に努める。 開始した。

４９．ジェンダー教育体制の充実 全学教育審議会及び学務審議会 全学教育科目の基幹科目として「ジェンダーと社会」を整備した。さらに、男
のため、東北大学男女共同参画奨 は 「ジェンダー学」に関する講 女共同参画委員会では 「現代日本社会とジェンダー」と題したシンポジウム、 、
励賞（沢柳賞）を活用するととも 義内容のいっそうの充実を図るた を開催（平成１６年１１月）し、第２回沢柳賞授賞式および受賞者による記念
に、全学教育などにおける「ジェ め、講義内容等を審議・決定し、 講演を併せて実施した。
ンダー学」の積極的導入、国内外 担当教員の確保等の必要な準備を
の研究機関・地方公共団体等との 行う。
連携を図る。

５０．講義等の教育活動で高い評 総長教育賞及び全学教育貢献賞に 東北大学総長教育賞要項（平成１５年６月制定）により、平成１５年度学位記
（ ） 、 、価を受けた教職員の顕彰制度（総 ついて、内容の充実を図るととも 授与式 平成１６年３月 において 優れた教育の成果を挙げた５名を表彰し

長教育賞）等を整備する。 に、受賞者がインセンティブを感 本学ホームページ及び学報に掲載した。さらに、平成１６年度学位記授与式で
じるような具体的な措置について は、３名を表彰した。また、受賞者がインセンティブを感じるような具体的な
検討する また 各部局において 措置として、特別昇給の対象あるいはＦＤ・ＳＤにおける講師として活用でき。 、 、
教育活動に対する部局独自の顕彰 るよう検討を開始した。また、教育活動に対する独自の顕彰を行っている部局
制度等を検討する。 もあるので、その状況を把握し、導入促進に努めることとした。

○高度情報型教育システムの実現
に関する具体的方策

５１．学際的な科学技術の進展、 各部局は、教育情報学研究部のIS 各部局は、教育情報研究部のISTU支援室との連携協力体制を確立し、説明会を
学生の多様化による補習的な教育 TU支援室と連携・協力して、具体 実施する等により、各部局での本格利用準備を行った。さらに、講義の一部を
の必要性、遠隔地からの即時的な 的な教育方法等を検討する。 ISTUのホームページに掲載する等の具体的教育方法の改善に着手し、学生と教
学習要求等に柔軟に対応するた 員の情報交換への高度なIT技術導入を開始した。
め、ＩＴ技術、新しいメディアを
活用した教育方法（高度情報型の
教育システム）の工夫に努める。

５２．ISTUの実践を始めとする、 各部局は、教育情報学研究部のIS 各部局は、教育情報学研究部のISTU支援室と連携協力し、電子情報による講義
講義科目の電子情報化・授業方法 TU支援室と連携・協力して、電子 に関する説明会を実施した。ISTUのホームページからの電子情報提供に適する
の改善等を積極的に行い、社会人 化する講義の内容を含む具体的な 教材の選定を行い、一部を試行的にアップロードした。また、コンテンツの増
もアクセス可能なインターネット 教育方法等を検討する。 加及び電子化した情報による教育・実施の促進に努めた。
による講義を充実させる。

５３．図書館機能の拡充を図るた 附属図書館商議会及び各部局にお 附属図書館商議会の下に設置した学生用図書整備検討委員会において、学生用
めに、開館時間の延長、学生用図 いて、学生用図書の充実を中心と 図書の選書方法、学生用図書の選書体制等について検討した。また、教科書・
書の整備、学習支援情報のデジタ した図書館機能の充実を図るとと 参考書情報と、附属図書館の蔵書検索システムをウェブ上でリンクしたシステ
ル化 情報リテラシー教育の支援 もに、学習支援情報のデジタル化 ムを構築し 「学術支援情報のデジタル化」による学習支援を行うとともに、、 、 、
情報検索システムの整備を図る。 や学術情報の取り扱いに必要な情 全学教育科目「大学生のための情報探索術」の授業において、オンライン・２

報リテラシー教育に関する基本計 次情報データベース・各種参考資料の使い方・レポート作成法等の実習の支援
画を策定する。 及び「東北大学生のための情報探索の基礎知識基本編 「東北大学生のため」、

の情報探索の基礎知識 自然科学編」を発行し、情報リテラシー教育の充実を
行った。

５４．遠隔講義・少人数講義に対 各部局において、開講する遠隔講 各部局では、少人数の講義やセミナーを行うスペースを確保し、ISTUとの連携
応する施設の整備を図る。 義・少人数講義等の内容、対象等 により遠隔教育の内容や対象の検討を行った。また、文学部・文学研究科や薬

を審議するとともに、施設整備計 学部・薬学研究科では演習室等を増設し、法学研究科では、新たに設置した二
画を含む必要な準備等を行う。 つの専門職大学院のカリキュラム等委員会において施設整備計画を準備した。

５５．学生に対する修学上のサー 教務情報システム運営委員会に作 教務情報システムを改善し、発生源入力（履修登録、成績入力 、学生の修得）
ビス向上のために、学内の学務事 業部会等を設置し、具体的方策を 単位確認、学生証による各種証明書の自動発行体制を整備した （成績証明書。
務システムを統合し、事務情報処 審議するとともに必要な準備を行 は封入が原則のため、教務事務室の端末で出力するが、即時交付可）また、１
理環境の一元化を図る。 う。 ・２年次学生のｗｅｂ履修登録を実施し、約５，０００名の対応を実現した。

○授業評価、学習評価の技術的向
上と結果の活用に関する具体的方
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策

５６．学生の学習到達度を適正に 評価分析室において、教員研修等 評価分析室内に「教育評価」に関する作業班を設置し、教員研修等の実施体制
測定するため、教員研修等を通じ の実施体制と適切な評価方法に関 と適切な評価方法に関する基本方針の策定を開始した。なお、全学教育および
て、教員の適切な評価方法の改善 する基本方針を策定するととも 学部教育に関する教員研修については、学務審議会及び各学部教務委員会が主
に努める。 に、一部試行する。試行結果に基 体となって先行的に実施するとともに、その結果は研修内容の改善に反映させ

づき、必要に応じて研修内容に反 た。
映させる。

５７．必要に応じて学生等による 各部局は、学生による授業評価の 各部局では、学生による授業評価を従来から実施していたが、基本方針の策定
授業評価を導入し、学部長・研究 実施方法に関する基本方針を策定 等の整備を行った。また、データベース化や教員へのフィードバックに関して
科長等は、その結果を授業担当教 するとともに、一部試行する。ま は、その方策を検討するとともに、一部試行的に実施した。なお、学生等によ
員にフィードバックする。 た、評価の取りまとめとそのデー る授業評価の一部（授業評価改善）は、学務審議会においても検討した。

タベース化、さらには教員に対す
るフィードバックの方策を検討す
る。

５８．不適切な教育指導、学生の 各部局は、学生指導の内容等を審 各部局の教務委員会、厚生委員会、評価委員会等で学生指導の内容等を慎重に
学習不足等が生じないように、各 議するとともに、教育体制を整備 審議し、教育体制の整備を行った。また、学生の相談窓口を設ける等の措置に
部局は教員の教育活動、学生の学 して、学内外者による評価を行う より、相談情報の把握に努めた。さらに、学外者による評価を受けるため、ま
習到達度について、自己点検、学 ための方策を検討する。 ず、部局内での自己点検を実施する等の準備を行うとともに、運営会議の下に
生の授業評価、学内外者による評 外部評価委員会の設置準備を行った。
価等を積極的に行う。

５９．外部評価、自己評価の結果 各部局において、これまでの外部 各部局で、これまでの自己評価・外部評価結果に基づく教育の実施体制改善の
を踏まえ、各部局は教育の実施体 評価・自己評価の結果に基づいて 具体策について検討し、必要な準備に着手した。また、従来なされた自己点検
制の改善を図る。 教育の実施体制を改善するための 及び外部評価の結果を教育の実施体制改善に反映すべく、評価分析室や評価広

具体的な施策について審議すると 報委員会等において、その具体的な実施方策を審議した。さらに、それらのフ
ともに、必要な準備等を行う。 ィードバック体制を確立するとともに、今後の自己点検及び外部評価の実施に

向け、新たな準備を開始した。

○教材、学習指導法等に関する研
究開発及び教員研修に関する具体
的方策

６０．教育能力向上のために、I 全学教育審議会及び学務審議会 学務審議会の教員研修実施委員会及びＩＳＴＵ運営委員会は、教育能力向上の
Ｔの多様な利用法を含む教員研修 は、多様なIT活用について審議す ためのITの多様な利用法の検討を開始した。

、 。を企画・実施する。 るとともに 必要な準備等を行う

６１ 教員研修の内容充実のため 各部局は、模範授業や相互授業参 各部局では、模範授業及び相互授業参観を一部の授業を対象として試行的に実． 、
模範授業についての研究会への教 観等の内容、対象等を審議すると 施し、模範授業の録画を行い、随時、他教員が参照できる制度を検討した。ま
員の参加を促すとともに、定期的 ともに、必要な準備等を行う。 た、各種FDや海外教育セミナーに積極的に参加できるように教員派遣体制の整
に相互に授業参観する等の工夫に 備を図るとともに、授業評価委員会を設置し、適切な対象の検討と、実施に当
努める。 たっての準備を開始した。

○全国共同教育、学内共同教育等
に関する具体的方策

６２．仙台地区・東北地区の大学 全学教育審議会等と各部局が連携 平成１６年度から、学都仙台サテライトキャンパスが設置され、一部の大学が
間における単位互換制度の充実を ・協力して、単位互換を実施する 授業を開始した。また、学務審議会は、平成１７年度学都仙台単位互換ネット

（ 。） 。図る。 科目を審議するとともに、必要な ワーク 学都仙台サテライトキャンパスを含む 提供科目等の準備を行った
準備等を行う。

○学部・研究科等の教育実施体制
等に関する特記事項

６３．学部教育と大学院教育の連 各部局は、必要に応じ開講する連 本学では、従来から、複数の部局で学部と大学院の連携カリキュラムを作成・
続性や学際的な素養、グローバル 携カリキュラムの内容、対象等を 実施していたが、各部局は、対象の選択、問題点の洗い出し、及び必要な改善
な視点に立つ倫理観の養成に必要 審議するとともに、必要な準備等 のための審議を行った。また、全学教育課程の充実により、グローバルな視点
なカリキュラムを編成するため、 を行う。 の養成に努めているが、そのより一層の拡大を図るための検討を行った。
学部と研究科の連携教育体制を整
備する。



- 14 -

東北大学

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（４）学生への支援に関する目標

・学生の履修相談・進路相談、心身全体の健康維持等への支援体制を整備・拡充する。
・きめ細かい修学指導や生活指導を組織的に行うことによって、学生の人間形成を支援し、意欲の中
喚起や学習支援の充実を図る。
・恩恵的援助ではなく、教育サービスの観点に立つ経済的支援を進める。期

目

標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○学習相談・助言・支援の組織的
対応に関する具体的方策

６４．教員と学生との対話機会を 各学部は、教員と学生との対話を 各学部・研究科等は教員と学生の対話を充実させるため、クラス担任制度やク
増やし、きめ細かい履修指導や進 充実させるための方策を検討する ラスアドバイザー制度、あるいは演習指導教員制度を設置するなど、対話の時
路指導を行うための 指導教員制 とともに、必要な準備等を行う。 間を増やす方策を行った。さらに、学部や研究科毎に生活指導と悩み解決のた「 」
を整える。 めの個別指導相談室を設けるなどの準備を行った。

６５．学習面に関するアドバイザ 各学部は、アドバイザー等の活動 各学部・研究科等は、クラスアドバイザー、留学生チューター、ＴＡ等の活動
ー制・チューター制・TA制度を充 内容 対象等を審議するとともに 内容、実施体制あるいはそれらの評価制度等に関する検討結果を踏まえて、学、 、
実させる。 必要な準備等を行う。 生支援室、キャンパスライフ支援室の設置など、学生支援体制の充実を目指す

施策に必要な準備等を行った。

６６．学生に対する支援相談のた 各学部は学生相談所と連携して、 学部毎に学生相談室等の設置あるいは設置準備を行った。なお、学生相談所と
めの適切な人材確保に努める。 支援相談等の内容、学生相談所と の連携のケースとして、文系４学部及び農学部への出張カウンセリングを実施

の役割分担等を審議するととも している。また、全学的な学生支援の向上と、学生相談所と各部局との連携を
に、必要な準備等を行う。 図るため 「学生支援全学連携・連絡会 （全学的な連絡組織）を立ち上げた。、 」

その実務担当組織として、全学「部局学生支援相談担当責任者」協議会を開催
した。

６７．学生がインターネットで相 学生相談所等と各部局が連携・協 学生相談所は、新入生に対してもメールアドレスを公開し、相談の申し込みを
談できるシステムの構築を進め 力して作業部会等を設置し、イン 可能にするとともに、事情によって遠隔地にとどまっている学生への支援体制
る。 ターネットで相談できる内容、学 を整備した。また、インターネット経由の相談のために、ホームページ開設の

生相談所と各部局との役割分担等 準備、セキュリティ対策について検討するとともに可能な相談事項や方式に関
を審議するとともに、必要な準備 するメール相談ガイドラインの作成、全国大学のメール相談状況と問題点の調

。 、 「 」 、等を行う。 査を開始した さらに 全学 部局学生支援相談担当責任者 協議会を開催し
各部局でもインターネットで相談できるシステムの構築について準備を開始し
た。

○生活相談・就職支援等に関する
具体的方策

６８ 学生の心身の健康に関して 保健管理センター及び学生相談所 保健管理センターと病院看護部との人事交流を行うとともに、定期健康診断時． 、
大学病院と連携しつつ保健管理セ 等が連携・協力し、支援体制の充 における大学病院からの医師及び看護師派遣により学生支援を充実させるとと

、 。 、ンター、学生相談所等が行う各種 実について検討するとともに、必 もに 診療が必要な学生の大学病院への紹介を実施した 保健管理センターは
の事業やプログラムへの支援体制 要な準備等を行う。 大学病院との連携を保つ一環として、保健管理センター学医等連絡会議を開催
の充実を図る。 した。また、保健管理センターと学生相談所は、学生相談・学生サービス研究

協議会を共催した。

６９ 学生の修学相談 進路相談 学生相談所を中心に各部局が連携 保健審議会において、支援の中心になる学生相談員増をはかるため、学生相談． 、 、
自己形成過程における、いわゆる ・協力し、全学的理解を得て、い 所の非常勤相談員増、研究費配分などの支援策を策定するとともに、適応問題
落ち込み に対する支援を行う わゆる「落ち込み」を含む適応上 に対する支援策を立案するため、大学適応と学生の「居場所」について調査を「 」 。

の問題を抱えた学生に対する支援 実施した。なお、理学部、工学部では独自に学生の「落ち込み」に対応するた
体制の充実を図る。 めの学生相談体制を整備した。また、アドミッションセンターは、ＡＯ入試Ⅰ

期（工学部）の社会人入学者に対して、さまざまな適応相談に個別に対応する
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体制とした。

７０ 各種生活相談等に関しては 学生相談所を中心に各部局が連携 全学学生相談・学生サービス研究協議会の開催（年３回 、予防教育プログラ． 、 ）
学生相談所が中心となって支援プ ・協力し、全学的理解を得て、各 ムの一つとして全学教育に「学生生活概論」を開設した。また、学生相談所を
ログラムを展開し、関係各部局は 種学生相談に関する支援プログラ 中心に、小人数集団によるアサーティブネス・トレーニングなどのプログラム
これに協力する。これらの支援活 ムの充実を図る。 を実施（学生相談所主催）した。予防教育（学生生活概論ほか）の効果アセス
動は、予防という観点からも一層 メント検証、大学院生に特化した予防教育プログラム及び学生相談の全学プロ
の充実を図る。 グラムと各学部／研究科の個別プログラムの連携方式を検討した。

７１ セクシュアルハラスメント セクシュアルハラスメント防止委 高等教育開発推進センター設置に伴うセクシュアル・ハラスメント相談体制． 、
アカデミックハラスメントに関す 員会等と各部局が連携・協力し （全学相談窓口と学生相談所の役割分担等）及び各部局の相談窓口との連携な
る相談は、予防の観点からも全学 て、全学的協力体制構築のための どについて、検討を行った。また、学外の専門カウンセラーが対応する、電話
的協力体制を更に充実させる。 基本方針等を審議するとともに、 による学外相談窓口を試行開設した。また、学生相談所でのアカデミック・ハ

必要な準備等を行う。 ラスメントへの対応事例として、東北大学、北海道大学、東京大学、東京工業
大学、九州大学の５大学によるアカデミック・ハラスメント防止等対策のため
の合同研究協議会を開催した。

７２．学生の社会性を涵養するた 学生生活協議会等は、学友会等の 学生生活協議会において、学生の社会性を涵養する視点に基づいて学生団体、
めに、学友会文化部・体育部を中 部活動に関する諸ルールの見直し 集会、掲示、印刷物配布等の内規の見直しと学友会の改組を行った。また、課
心とした部活動の一層の発展を図 と体制の整備について検討する。 外施設利用ルールの整備に関する検討を開始した。
る。

○経済的支援に関する具体的方策

７３ 優秀な人材の確保のために 学生生活協議会等は、授業料支援 学生生活協議会において、他大学（国公私立）等の支援制度、支援状況等につ． 、
授業料支援等の特別優待生制度を 等の内容、対象を審議するととも いて、情報の収集を行うとともに、授業料支援の内容、対象、制度等の検討を
創設する。 に、必要な準備等を行う。 開始した。

○社会人・留学生等に対する配慮

７４．社会人を対象とするリカレ 各部局等は、開講するリカレント 平成１６年度以降は各大学の判断で公開講座等を実施することとなったので、
ント教育、生涯学習等の持続的学 教育、生涯学習等の内容、対象を ①講習料は基準額を示すが内容に応じて設定（無料も可 、②収支決算は講座）
習の場を提供するプログラムの整 審議するとともに、必要な準備等 ごと、③受託による講座も実施可とし、各部局の判断で実施できることとする
備を進める。 を行う。 新たな公開講座規程を制定した。平成１６年度は、１２部局で４１の公開講座

取りまとめは、教育・学生支援部 等を実施した。
が行う。

７５．留学生へのサービスの充実 国際交流委員会等は、国際交流部 国際交流企画室を設置（平成１６年４月）し、国際交流の促進、留学生・研究
や国際交流を促進するために、全 の機能の整備について審議すると 者の国際交流事業等推進・支援について７つの作業部会を設置し検討を開始す
学の国際交流事業の推進・支援を ともに、必要な準備等を行う。 るとともに、国際交流センター設置ワーキンググループを設置し、留学生と研
行う中核組織として、国際交流セ 究者及び海外への留学希望者に対する支援等の機能をもつセンター構想を検討
ンター機能を整備する。 した。

、 「 」 、７６．留学生を含む、多様な学生 各部局は、国際交流企画室と連携 各部局では 例えば文学研究科の留学生に対する 日本語論文作成法 の開設
の学力・関心の変動、進路に対応 して留学生への教育プログラム等 理学研究科の英語による大学院課程「先端理学国際コース」の開設など、留学
した教育プログラムの充実を図 の内容、対象等を検討するととも 生教育プログラムの新たな展開に努めた。また、国際交流企画室は東北大・清
る。 に、必要な準備等を行う。 華大ダブルディグリープログラムワーキンググループを設置し、工学研究科・

流体科学研究所などと連携し、大学院修士のダブルディグリーを授与するプロ
グラムを検討した。

７７．留学希望者の本学への応募 各部局は、国際交流企画室と連携 国際交流企画室において、本学への留学希望者からの入試に関する問い合わせ
について、来日・入学等の諸手続 して留学生の諸手続きが円滑に行 に対応する体制を整備した。また、国際研究者交流・学生交流等ワーキンググ
きが円滑に進むような全学的な支 われるための方策を検討するとと ループを設置し、支援体制の整備及び交流推進等について検討及びリエゾンオ
援体制を整える。 もに、必要な準備等を行う。 フィスを活用したアドミッション等により、来日手続き等円滑な方策の検討を

開始した。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標

○研究水準・研究成果等に関する基本方針
・研究中心大学として、人類の発展に必要な、人間・社会、自然に関する学術研究活動を行い、新中
たな知識・技術・価値の創造に努め、人類の福祉と社会の発展に貢献する。この目的に向け、国立
大学法人として総合的な研究推進の施策を定め、広範な基礎的研究を基盤とした世界水準の先進的期
な専門領域における研究、新たな学術領域における研究を推進し、優れた成果の創出に努める。

目
○研究成果の社会への還元に関する基本方針
・大学の研究が広く社会の知的財産形成に資するものであることに鑑み、研究水準の向上を積極的標
に進めつつ、研究課題の社会との関係の把握と研究成果の社会還元に努める。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○目指すべき研究の方向性

７８．総合大学として学術研究活 各部局は、学術領域の特性に配慮 各部局は、それぞれに評価広報に関する委員会や研究推進のための推進室を設
動を展開するにあたり、大学院研 しつつ専門分野における具体的な 置するなどして、学術領域の特性に配慮しつつ専門分野における具体的な研究
究科・研究部は、大学院教育に関 研究推進計画、成果報告の明示を 推進計画、成果報告の明示を含め審査すべき研究水準、対象等に関する基本方
連する専門分野の学術研究を推進 含め審査すべき研究水準、対象等 針の策定を行った。さらに各研究所は研究所連携やプロジェクト研究の推進な
し、成果の創出とこれを取り入れ に関する基本方針を策定する。 ど特色ある研究推進計画を策定した。
た高度専門教育による人材育成を
目指す。附置研究所等は、学術研
究の重要性を基に定められた設置
の主旨に沿って高度研究を推進し
て成果を創出するとともに、互い
に連携してプロジェクト等を積極
的に展開し、新たな学術領域の開
拓と進展を図る。学内共同教育研
究施設は、教育研究、成果の社会

、 、還元 大学の安全・リスク管理等
大学の使命達成に必要な全学に共
通の重要なミッションを持ち、全
国、学内、地域等多様な運用形態
で教育研究活動を推進する。

７９．各教育研究組織はその設置 各部局は 高度基礎研究等の内容 各部局は、高度基礎研究等の内容、対象等を明確にするため、広報や評価に関、 、
主旨の下に、教員の自由な発想と 対象等を明確にする。また、評価 する委員会や専門教員で対応する部署を設置した。また、評価分析室等の調査
独創性に基づく研究を活発かつ継 分析室等の調査結果に基づいて、 結果に基づいて、役員会は、各部局の意見を聴取し、学術領域の特性に配慮し
続的に推進する。学長をはじめ役 役員会は各部局の意見を聴取し、 つつ研究支援の観点から組織・運営を見直すとともに、卓越した成果を得るた
員会等は、客観的な評価に基づく 学術領域の特性に配慮しつつ研究 めの施設・整備の計画等策定・作業に着手した。
運営方針に沿って、組織・運営の 支援の観点から組織・運営を見直
見直しや改組・新設等を図るとと すとともに、卓越した成果を得る
もに、大学として高い実績を有す ための施設・設備の整備計画等を
る高度基礎研究を支援し、組織の 策定する。
長と連携してさらに卓越した成果
を得ることができるよう、管理運
営や施設・設備の整備に努める。

８０．人類社会が直面する重要課 研究推進審議会等と各部局が連携 研究推進審議会と連携・協力し各部局において、領域横断的研究等の内容・対
題の解決に役立つ社会・人間科 ・協力して、領域横断的研究等の 象等について検討し、その結果、２１世紀ＣＯＥプログラムが共通して領域横
学、医療・生命、食、情報通信、 内容、対象等を審議する。研究戦 断的研究であると判断し、同プログラム終了後の学術領域の発展に向けて、国
物質・材料、エネルギー・環境等 略室はその結果をもとに具体案を 際高等研究教育機構（仮称）設置構想検討委員会を設置するなど検討を開始し
に関する領域横断的課題を研究す 企画し、役員会に提案する。 た。
るため、柔軟かつ機動的な研究体
制の充実に努め、新たな学術領域
の創出を図る。

８１．包括的研究協力のシステム 研究推進部を中心に、包括的研究 研究推進部において、包括的研究の定義及び公正なルールについて検討し、研
等を整備して、公正なルールの下 協力システム等による研究体制を 究推進審議会へ報告するとともに、モデルとして技術交流会と個別研究プロジ
に本学内外の組織との共同研究を 策定し、研究推進審議会の議を経 ェクトからなる包括的研究を２社と実施し、成果の評価を行った。この評価を
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推進し、学術研究の動向や社会ニ て全学的ルールを検討し、基本方 もとに、ルールを定めて行く方針である。
ーズに応じた柔軟かつ機動的な研 針を策定する。
究プロジェクトの推進を図る。

８２．本学の基礎・応用研究の中 研究推進審議会の議を経て、国際 研究推進審議会において、１６拠点からなる「重点国際研究拠点一覧」を作成
から学外の評価に基づいて拠点候 研究拠点等の対象等を定め、役員 し、セミナーの実施など支援が図られた。
補に認定されたプロジェクト研究 会はその充実支援を図るととも
を強化し、国際研究拠点機能の一 に、必要な準備等を行う。
層の充実に努める。

８３．研究成果の産業化を目指す 役員会は、研究成果の産業化を目 研究成果の産業化を目指す開発研究を重点的に行うため、６寄附講座・研究部
開発研究を重点的に行うセンタ 指す開発研究を重点的に行うセン 門を設置し、これらの研究を支援するため、役員会は本部で管理運営する寄附
ー 寄附講座・部門の設置を進め ター、寄附講座・部門等の設置を 建物（ 財）半導体研究振興会）の整備計画を策定した。また、ＭＥＭＳ（微、 、 （
リエゾン機能の支援の下に応用研 支援するとともに、新たな整備計 小電気機械システム）センターの設置、ＮＩＣＨｅプロジェクト対応の特許体
究を推進する。 画を策定する。 制としてプロジェクト支援部の設置、先端技術交流会を開催し先端技術情報の

発信などの支援を行った。

○大学として重点的に取り組む領
域

８４．21世紀COEプログラム等、 研究推進審議会、研究推進部等と 研究推進審議会において、研究推進部と各部局の連携を踏まえて、現在の２１
実績と組織編成構想に基づいて評 各部局が連携して、重点的研究領 世紀ＣＯＥプログラム、先進医工学研究機構などを重点的研究領域とし、高等

（ ） 、 、価認定された基礎的研究領域の研 域の組織構築に関する基本方針を 研究教育院 仮称 の設置構想 医工学研究科の設置構想を推進するとともに
究推進と組織構築を重点的に行 策定する。 ナノスピン・バイオサイエンスなどを次の発展領域として立ち上げる努力をし
う。 ている。一方部局等においては、他部局等と連携し、研究プロジェクトを積極

的に立ち上げる等の基本方針を策定した。また、全学委員会である東北大学医
工学将来構想検討委員会を設置。同委員会を計３回開催し、学内横断的な新た
な教育研究組織として、大学院医工学研究科等の設置を検討した。

、 、 、８５．未来情報産業創生等、本学 役員会は、各部局と連携・協力し 研究戦略室において 各部局からの提案に基づき ２１世紀ＣＯＥプログラム
の研究成果を踏まえ産業界が特に て、大型研究資金の投入が必要な 先進医工学研究機構、未来情報産業創生プロジェクト、文部科学省「ＲＲ２０
期待し大型研究資金が投入される プロジェクト等の選定を行い、推 ０２」などからなる「大型研究資金プロジェクト一覧」を作成した。本部は、
ような研究課題とその展開をより 進を図る。 これら大型研究資金プロジェクトに対し、平成１６年度は、約４億円の支援を
積極的に推進する。 行った。

８６．知的クラスター計画等、学 研究推進審議会、NICHe等と関係 研究推進審議会、未来科学技術共同研究センター（ＮＩＣＨｅ）等において、
外の評価により、本学の地域貢献 部局が連携・協力して、当該研究 地域に貢献しているＭＥＭＳプロジェクト、結晶技術研究プロジェクトなどの
への適格性が明らかとなった研究 課題実施組織への建物の重点配分 研究課題を取りまとめ、その結果を踏まえ、地域貢献型の研究課題実施組織に
課題とその展開を推進する。 等に関する基本方針を策定する。 おける当該研究課題の展開を促進し、地域貢献を一層活性化させるため、ＮＩ

ＣＨｅ第２研究棟（Ｒ６ 4,680㎡）の概算要求に着手した。

８７．学術領域の変化等に対応す 研究推進審議会と学務審議会は連 平成１６年１０月に設置した高等教育開発推進センターに高等教育開発部を置
る大学教育システムの開発に関す 携・協力して作業部会等を設置 き、大学教育システムの開発について検討を開始した。
る研究を展開する。 し、大学教育システムの開発に関

する研究組織の規模や開発期間等
の基本方針を策定する。

○成果の社会への還元に関する具
体的方策

、 、８８．国内及び国際学術会議への 各部局は、学術領域の特性に配慮 各部局は それぞれ独自に広報・業績関係の委員会や部署を設置するとともに
研究成果の発表、学会誌への論文 しつつ研究成果の発表、学会誌へ 研究成果の発表、学会等への論文投稿等を推進した。なお、各部局は独自デー
投稿を活発に行い、研究成果の社 の論文投稿等を推進し、学術デー タベースを作成するか、あるいは印刷物やホームページを通して成果公表の場
会還元を図る。 タベースを基に成果の公表状況を を確保しているが、このような研究成果の公表の手法を全学的に統一する方向

把握・公表のための統一的方法を で研究推進審議会等において検討を開始した。
検討する。

８９．研究情報の発信と包括的研 担当理事のもとに研究者データベ 評価分析室において、個人データベース、部局データベース、全学データベー
究協力等に基づく研究のさらなる ースの構築・整備のための組織を ス、教員検索システムとの連携、既存システムとの連携を内訳とする大学情報
展開のために、本学研究者の個人 設置し、研究発信、研究協力への データベースに関するシステムを構築し、入力を開始した。また、データベー
研究・組織研究の成果に関するデ データベースの利用方法を検討 スの利用について、指針を作成する作業部会を設置した。
ータベースの整備に努める。 し、必要な準備等を行う。

９０．公開講座、公開シンポジウ 各部局は、研究推進審議会等と連 各部局は独自に研究企画室や研究推進室を設置し、研究推進審議会等と連携・
ム等を開催し、研究成果の公表に 携・協力して公開講座、公開シン 協力して公開講座、国内あるいは国際的な公開シンポジウム等を実施した。ま
努めるとともに、各種学術団体の ポジウム等の実施を進めるととも た、各部局は連携あるいは協力して学内の研究者を組織化し、各種学術団体の
主催する研究成果の実用化プログ に、学内の研究者を組織化して各 主催する研究成果の実用化プログラムに対して積極的に参画した。
ラムへの参画に努める。 種学術団体の主催する研究成果の

実用化プログラムへの参画に努め
る。
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９１．未来科学技術共同研究セン 研究推進・知的財産本部を中心に ４００件の発明等について出願・権利化し、㈱東北テクノアーチ（TLO）と連
ター、先進医工学研究機構等の研 研究成果の社会還元を進めるとと 携し活用を図った。また、産学連携ポリシーの下で本学の研究成果を戦略的に
究組織 及び技術移転機関 TLO もに、年度ごとに社会貢献の実態 社会還元を図る施策について検討した。、 （ ）
等と連携して、東北大学産学連携 について評価する。
ポリシーの下に研究成果の社会還
元を図り、迅速な社会貢献を目指
す。

○研究水準・成果の検証に関する
具体的方策

９２．研究水準・成果の向上のた 評価分析室を中心に各部局が連携 評価分析室が中心になり各部局の協力を得て、大学情報データベースシステム
めに、一元化した研究情報データ ・協力して本学の研究情報に関す を構築し、全教員に関するデータベースの入力を開始した。また、各部局に評
ベース等を用いて、定期的に自己 る「データバンク」構築を完了さ 価責任者、データベース運用責任者を配置し、評価分析室との連携を基に、自
評価を実施・公表する。 せるとともに、自己評価を実施、 己評価実施・公表の基本方針を策定した 「資料編２参照」。

公表の基本方針等を策定する。

９３．各教育研究組織は、専門領 各部局において、委員会・作業部 各部局は、それぞれ独自に評価や広報、研究企画に関連する委員会あるいは委
域ごとに研究活動とその成果に関 会等を設置し、一定期間ごとの自 員会・作業部会等を設置し、一定期間ごとの自己評価・外部評価に関する計画
する定期的な自己評価・外部評価 己評価・外部評価に関する計画等 等を定めた。また、それぞれの専門領域ごとに国内及び国際的水準での研究成
を通じて、国内及び国際的水準で を定め、専門領域ごとに国内及び 果を把握するための方法等について、当該委員会あるいは作業部会等において
の成果の把握に努め、結果を公表 国際的水準での研究成果を把握す 検討した。
するとともに、外部からの客観的 るための方法等について検討す
意見等の把握に努める。 る。

９４．多様な尺度から見た本学各 研究推進審議会等と各部局が、評 評価分析室において 「大学・部局評価」に関する作業班を設置し、研究推進、
組織の活動・成果の実態把握のた 価分析室に協力して各組織の活動 審議会等と各部局との連携に基づき、大学・部局の活動・成果実態を把握し、

。 、 、めに、多様な外部評価機関の評価 ・成果の実態把握のため、外部評 評価するシステムを構築するための検討を行った なお このシステムの中に
活動への協力に努める。 価機関による評価活動の系統的把 外部評価機関による評価活動の動向等を反映させる機能を持たせることとし

握に関する基本方針を策定する。 た。

９５．研究成果、特許の成立・活 研究推進・知的財産本部は、本学 知的財産部は、本学の研究成果や承継特許一覧（承継特許２１７件（外国出願
用状況等は、インターネット等を の研究成果、特許活用状況等定め 含む ）を各地区にて開催した、ビジネスショー、産学交流展２００４、イノ）

、 （ ） 。 、通じて情報公開するとともに、定 公開する。また、定期的に市民講 ベーション・ジャパン２００４ 技術交流会等 ７カ所 にて公開した また
期的に市民講座、公開シンポジウ 座、公開シンポジウム等を開催し 研究推進部は東北大学先端研究セミナー・技術交流会を主催し、ＮＩＣＨｅ主
ム等を開催して社会への周知・活 て社会への周知・活用を図る。 催のセミナーとも連携を図り、研究成果の社会への公開を行った 「資料編３。
用を図る。 参照」
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（２）研究実施体制等の整備に関する目標

○研究者等の配置の基本方針
、 、中 ・広範な学術領域を網羅する知の拠点である総合大学として 学問と社会の動向に一体的に対応し

設備の共同利用、人事交流等を機動的に行うことができるような運営体制を整備する。
・国際的に卓越した教育研究目標を達成するために、国内外から豊かな資質・優れた能力を持つ多期
様な研究者等を、組織の機能と規模に応じて適切に配置する。
・研究者等の職制は教授、助教授、講師、助手及び技術職員を基本とし、さらに、必要度と研究能目
力に応じて、客員教授、その他必要な職制を設ける。

標
○研究環境の整備に関する基本方針
・研究環境の整備、とりわけ研究に必要な設備の整備と開かれた活用環境及びその維持体制を整え
る。
・研究成果がその特質・特性に応じて速やかに社会貢献につながるシステムを整え、研究者や学生
にとって励みのある研究環境を創出する。
・知的財産の創出、取得、管理及び活用に関する全学的仕組みを充実する。

○研究の質の向上システム等に関する基本方針
、 、 、・総合的な知の創造拠点として 研究科 研究所等は各々の目的に向けて活発な研究活動を展開し

成果を公表するとともに、新たな学術研究を創出する。
・学内外の多様な評価結果を効果的に活用し、常に研究の質の向上を図る。
・全研究者の成果を一元化した研究業績情報に関するデータベースを整備し、新たな領域横断的研
究課題の計画策定等に活用するなど、研究活力を継続的に向上させる。
・学内共同教育研究施設等が、学部・研究科・附置研究所等と密接な連携を取りつつ、教育研究活
動の強化・発展に資する体制を作るとともに、学内外の情勢や実績評価によって機動的に研究施設
等を新設・改廃する等、柔軟な運用制度を確立する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○適切な研究者等の配置に関する
具体的方策

９６．学術領域の特性に配慮しつ 役員会は、評価分析室、研究戦略 役員会は、評価分析室、研究戦略室等と連携・協力してバイオサイエンス、ナ
つ、新たな発展領域等に対し人的 室等と連携・協力して新たな発展 ノスピンなど新たな発展領域の芽の発掘に努めた。大学情報データベースの構
資源等の戦略的配置に努めるな 領域の芽の発掘に努めるととも 築を進め、次期科学技術基本計画への対応などを視野に入れ先進医工学研究機
ど、学内外の人事交流・共同研究 に、全学的な委員会・作業部会等 構において他部局の教員を学内共同研究者として兼務させ研究の推進を図るな
及び緊密な研究連携を推進する。 を設置して、研究人的資源等の戦 ど学内外の人事交流・共同研究等を進める際に必要な各種要因の抽出等を行っ

略的配置、学内外の人事交流・共 た。気鋭の優秀な研究者を招へいできる施策の整備、若手人材の育成、２１世
同研究及び緊密な研究連携の推進 紀ＣＯＥプログラムの発展及びポスト２１世紀ＣＯＥの展開、国際的アピール
の具体的実施体制等を検討し、基 等の方策を検討した。
本方針を策定する。

９７．各種資格の保有等の専門性 全学的な委員会・作業部会等を設 特殊な知識、技術その他の能力を必要とする人材を採用する場合等は、選考採
を重視する選考基準に基づいて、 置して、各種資格の本学における 用を可能とする方針を策定した。また、平成１６年４月に人事戦略企画室を設
特殊技術や情報処理支援等、大学 必要性を戦略的に検討し、技術職 置し、各部局等における各種資格の必要性等を調査し、採用指針（案）の検討
運営に欠かせない技術職員の採用 員の採用指針（案）を策定する。 を開始した。
に努める。

９８．各学術領域の特性に応じ、 各部局は、学術領域の特性に配慮 各部局は、それぞれ独自に人事委員会や雇用に関する委員会や部署を設置する
任期制の適切な運用を含めて、教 しつつ、任期制の要否、雇用形態 とともに、自己評価支援のためのシステム作りを行い、各学術領域の特性に配
育研究の発展を可能にする雇用形 の多様化・最適化等を検討し、基 慮しつつ、任期制の要否、雇用形態の多様化・最適化等を検討し、基本方針等
態の多様化・最適化に努める。 本方針を策定する。 を策定した。

○研究資金の配分システムに関す
る具体的方策

９９．研究資金の基本は競争的資 役員会は、部局長の意見を聴取す 部局長の意見を聴取する場として財務・人事戦略企画会議を設置し、教育研究
金とする。運営費交付金から配分 るとともに学術領域の特性に配慮 基盤経費の配分について傾斜配分の在り方等、基本方針を策定した。
する研究基盤経費については、研 しつつ、研究基盤経費配分につい
究科等の教育研究の特性に応じ、 て、透明性のある配分の基本方針
透明性のあるルールを定め、それ を策定する。
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に基づく傾斜配分を行う。

１００．全学の戦略的研究プログ 研究推進部を中心に、各種委員会 研究推進部において、NICHeが各企業企画部と行った個別モデル案に関する検
ラムや、各部局における競争的研 等と連携し、企業等との先端研究 討・評価・解析結果を基に、本学独自の新たな共同研究の仕組みの検討を行っ
究プロジェクト等を推進するた の相互理解増進の仕組み、共同研 た。また、外部研究資金を積極的に導入するため、教員ＦＤ等を活用し、啓発
め、外部研究資金の導入を積極的 究等のシステム整備を進め、外部 活動を行った。
に進める。 研究資金の導入、学内でのプロジ

ェクト等への支援の基本方針を策
定する。

１０１．外部資金のオーバーヘッ オーバーヘッドの大学本部と部局 オーバーヘッドの大学本部と部局の配分比を各５０％とした。本部分は総長裁
ドは、大学本部と所属組織に戦略 の配分比を各５０％とし、研究施 量経費の財源とし、各種データベースの整備及び知的財産本部の運営経費等に
的に配分し、研究基盤整備、研究 設の整備等を含め研究インセンテ 戦略的に配分した。
支援事務、知的財産の保護・活用 ィブの向上を図る。
等、組織の研究インセンティブ付
与のための経費に充てる。

１０２．競争的資金の一部を用い 研究推進部を中心に、各種委員会 競争的研究費（科学研究費、受託研究費等）の間接経費３０％については、そ
て若手研究者の育成を行うほか、 等と連携して競争的研究費等に人 の５０％を学内に配分することとし、同時に、人件費、謝金等にも有効活用す
優秀な大学院生をＴＡ、リサーチ 件費、謝金等を適正に計画するた るための制度を整えた。
・アシスタント（ＲＡ）に雇用す めの基本方針を策定する。
るなど、大学院生に対する経済的
支援や教育研究機会の充実に努め
る。

１０３．大学評価・学位授与機構 役員会は、部局長の意見を聴取す 評価結果を予算配分に反映させるよう、財務・人事戦略企画会議で検討し、評
による各部局の教育研究に対する るとともに学術領域の特性に配慮 価分析室と連携して基本方針を策定した。
評価結果を、中期計画における大 しつつ、大学評価・学位授与機構
学の研究戦略策定や予算の配分に の評価結果を中期計画における大
反映させる仕組みの構築を図る。 学の研究戦略策定や予算の配分に

反映させるための基本方針を策定
する。

○研究に必要な設備等の活用・整
備に関する具体的方策

１０４．外部資金による研究プロ 各部局の活力を基盤に、研究推進 学内外からの連絡・相談窓口を設置し、共同研究・受託研究の受入れ等に係る
ジェクトの獲得及び共同研究・受 部からの研究公募等の情報発信、 各種要項・規程等の制定を行い、支援体制の整備を図った。共同研究・受託研
託研究の実現に努め、設備の充実 共同研究・受託研究システムの整 究の実績は向上し、新たに半導体プロセス装置など設備の充実を実現した。ま
を図る。研究期間終了後は、部局 備を図り、研究プロジェクトの獲 た、脳機能健康プロジェクトなど文理融合プロジェクト研究の推進等に努める
内有償利用等によって活用する。 得、共同研究・受託研究の実現及 とともに、各部局と連携し、有料で使用している設備調査を行い、設備の研究

びこれらの研究実施を通じた設備 期間終了後の「部局内有償利用等の運用方針（案 」を検討した。）
の充実等を推進するとともに、研
究期間終了後の部局内有償利用等
の運用指針を策定する。

１０５．大型コンピュータ、情報 研究推進審議会を中心に、償却以 研究推進審議会、財務戦略企画室及び中期計画推進室が連携し、大型コンピュ
ネットワークシステム等の償却以 前に旧式化する設備等を調査・確 ータ、情報ネットワークシステム等で償却以前に旧式化する設備等について、
前に旧式化する物件については、 定し、適切な利用者負担制度の導 利用者負担制度、適切な時期における速やかな機種更新を可能とする学内の運
リース方式、全学的な調整の下で 入、適切な時期の速やかな機種更 用体制に関する検討を開始した。
の利用者負担制度等を導入し、使 新を可能とするための運用に関す
用料による計画的な維持管理を図 る基本方針を策定する。
るとともに、適切な時期に教育研
究機能強化を達成する機種更新が
可能となるような計画的な運用に
努める。

１０６．図書館が中心となって研 附属図書館商議会等を中心に、複 附属図書館商議会の下に設置した学術情報整備検討委員会において、学術資料
究活動に必要な学術刊行物・電子 数の部局で重複して集積している 等のデータの調査を行うとともに、今後の学術情報整備のあり方等について検
ジャーナル及び二次情報データベ 学術資料等のデータについて調査 討を開始した。

、 。ース等の学術情報とその利用環境 するとともに 必要な検討を行う
を、全学的調整の下で体系的・計
画的に整備する。

○知的財産の創出、取得、管理及
び活用に関する具体的方策

１０７．研究推進・知的財産本部 知的財産本部において、平成１６ 平成１６年４月より、特許管理システムを導入し４００件の特許の運用を開始
に特許及びプログラム、データベ 年度より特許の機関帰属と活用作 した。このシステムの活用に当たっては、全学の知的財産の集約・運用の視点
ース著作権等創作物の著作権の扱 業を開始し、実績と運用上の問題 に基づいて㈱東北テクノアーチ（ＴＬＯ）と業務委託契約を締結し、実現化を
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いを集約し 知財管理運用規則 仮 点を明らかにするとともに、全学 図っている。、 （
称）に基づく運用を図る。知的財 の知的財産の集約・運用システム
産の活用に当たっては「活用の早 に関する基本方針を策定する。

」 、 、期実現 を柱とし 技術移転機関
科学技術振興事業団、民間企業等
複数の利用開示手段の充実に努め
る。

○研究活動の評価及び評価結果を
質の向上につなげるための具体的
方策

１０８．研究活動の質を向上させ 全学的な委員会・作業部会等を設 評価分析室において 「大学・部局評価」に関する作業班を設置し、大学執行、
るため、部局等の単位で、それぞ 置して、自己評価、外部評価を定 部による部局の組織、教育・研究実態の把握と、部局改善に資する評価システ
れの特性と役割を考慮して研究活 期的に行うための評価指標の設定 ムの基本方針を策定した。この評価システムの中に、自己評価、外部評価項目
動の評価指標等を設定し、自己評 に関する基本方針を策定する。 を取り入れ、部局における定期的な実施を義務化することとした。
価、外部評価等により研究活動の
評価を行う。

１０９．外部評価機関等による客 全学的な委員会・作業部会等を設 研究戦略室及び評価分析室は連携して、外部評価機関の評価結果を調査し、そ
観的評価結果との整合性等にも留 置して、外部評価機関の評価結果 の結果を学内に周知するシステムを構築することとした。
意し、研究の質の向上につなげる を研究の質に反映させる制度に関
改善策を織り込んだ計画を各部局 する基本方針を策定する。
が作成し、即応的改善を図る。

○全国共同研究、学内共同研究等
に関する具体的方策

１１０．本学に設置されている全 全学的な委員会・作業部会等を設 研究戦略室及び平成１６年２月に設置した「国際高等研究教育機構設置構想検
国共同利用施設、学内共同教育研 置して、全国共同利用施設、学内 討委員会」を中心に、全国共同研究施設、学内共同教育研究施設等の現状を分
究施設等については、現在教育研 共同教育研究施設等のサービス機 析し 施設等の目的及び名称等について検討するととに 高等研究教育院 仮、 、「 （
究上で果たしている役割に基づい 能を含む教育研究の質の向上を目 称 」の設置構想の検討を開始した。）
て、サービス機能を含む教育研究 指す改善・再編・拡充計画に関す
の質の向上を目指す改善や再編・ る基本方針を策定する。
拡充を図る。

１１１．本学全体としての教育研 役員会は、評価分析室、研究戦略 学術・教育基盤施設群担当理事（副学長）の基に作業部会を設置して、学内共
究機能強化のために、特化された 室等と連携・協力しつつ全学的な 同教育研究施設等の在り方を検討する際に必要な各種要因の抽出等を大学情報
目的を持って設置された、学内共 作業部会等を設置して、学外の専 データベースを活用して行った。
同教育研究施設等について、中期 門家を加え、評価等を実施するた
計画期間中の適切な時期に学外の めに必要な準備等を行う。
専門家を加えた評価等の結果を参
考に、再編・拡充を図る。

１１２．研究者個人による国際的 研究推進審議会、国際交流企画室 国際交流企画室に、既設のリエゾンオフィス環境・研究情報交換システムの整
活動と合わせて、組織的に国内外 等を中心に、既設のリエゾンオフ 備、共同研究の促進などを含む国際戦略について、総合的・効率的な推進を構
との共同研究の促進を図るため、 ィス環境・研究情報交換システム 想・企画するための作業部会を設置した。
本学の海外拠点としてリエゾンオ の整備、及び共同研究の促進に関
フィスを整備し、学術協定締結機 する基本方針を策定する。
関との研究情報交換、共同研究の
相互提案等の交流活動を積極的に
推進する。

１１３．国内外の共同研究を促進 研究推進審議会等を中心に、研究 研究推進審議会において、学内への研究公募情報の周知に当たっては、ホーム
するために、公的機関や財団等に 公募情報の共有、学外との共同研 ページのリンク機能を十分に活用し広範な領域をカバーするとの基本方針を決
よる研究公募情報の学内への周知 究の推進に役立てるために、全国 定した。
と、研究者個人による学術団体等 の研究所・施設・センター等から
における学術交流活動の推進と合 の情報を、学内に周知するシステ
わせて、全国の研究所・施設・セ ムに関する基本方針を策定する。
ンター等の活用を図る。

○研究者データベース活用による
研究活力の向上に関する具体的方
策

１１４．教育研究組織別、専門分 研究推進審議会等と各部局が連携 評価分析室は、既存の研究者情報データベースの機能と収録情報を引き継いで
野別に検索できるように、全研究 ・協力して教育研究組織別、専門 「大学情報データベースシステム」を構築した。このデータベースの公開機能
者の研究成果を一元化した研究者 分野別に検索できるように、全研 により、教育研究組織別、専門分野別の検索を可能とした。収録情報は、継承
データベースを整備・拡充する。 究者の研究成果を一元化した研究 したもののほかに、中期目標・中期計画の達成度評価のために新たに追加した

者データベース整備に必要な準備 項目を含み、平成１６年１２月から各研究者による入力を開始し、約９割の教
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等を行う。平成16年度中に研究成 員がデータの入力を行った 「資料編２参照」。
果情報の入力率９０％以上を目指
す。

１１５．領域横断的分野を含め質 研究推進審議会等と各部局が連携 研究者情報データベースを包含する大学情報データベースの構築を進めるとと
の高い研究の推進のため、研究者 ・協力して、学内の共同教育研究 もに、学内の共同教育研究施設の有効活用を図る施策の一環として学際科学国
データベースシステムと、学際科 施設の有効活用を図るための基本 際高等研究センター、未来科学技術共同研究センターなどの活動を学内外に周
学国際高等研究センター、未来科 方針を策定する。 知するため、パンフレット、ホームページの充実を期すとともに、活用のため
学技術共同研究センター、その他 の相談窓口を設置することとした。
の学内共同教育研究施設の活用に
努める。

１１６．研究推進・知的財産本部 研究推進審議会等と各部局が連携 評価分析室において構築した大学情報データベースは、既存の研究者情報デー
等が共同プロジェクトを企画する ・協力して教育研究組織別、専門 タベースの機能と収録情報を引き継いでおり、教育研究組織別、専門分野別の
等により全学の戦略的研究体制の 分野別に検索できるように、全研 検索が可能なシステムで、平成１６年１２月から各研究者によるデータ入力を

。 、 、 、充実を図るため、研究者データベ 究者の研究成果を一元化した研究 開始した なお 研究推進・知的財産本部では 産学官連携の取組みにあたり
ースを活用する。 者データベース整備に必要な準備 関係するデータを閲覧・活用できることとした。

等を行うとともに、本学の研究推
進・知的財産本部等の共同プロジ
ェクト企画に試用する。

１１７．研究者の自己研鑚を図る 研究推進審議会等を中心に、研究 研究推進審議会において、研究者情報データベースシステムの利用者マニュア
ため、研究者データベースの中で 者データベースの中で公開に支障 ルを作成・配布した。今後も、マニュアルの内容について継続して改定してい
公開に支障のない部分を、研究者 がない事項について検討し、公開 くこととした。
の研究情報として社会に公開し、 の基本方針を策定する。
積極的に評価・支援を受ける。

○学内共同教育研究施設等の研究
実施体制等に関する特記事項

１１８．全国共同利用施設を含む 「教育基盤施設群」及び「学術基 学内の共同教育研究施設等の運営について、平成１６年４月より、すべての学
学内共同教育研究施設等は、本学 盤施設群 の担当責任者を中心に 内共同教育研究施設を原則として「教育基盤施設群」及び「学術基盤施設群」」 、
の教育研究活動の強化・発展に資 それぞれの一体的な運営に関する の２つに大別した。各施設群の運営委員会の責任者である担当理事を中心に、
するため 「教育基盤施設群」及 基本方針を策定する。 それぞれの施設群の組織、人事、予算等の重要事項を審議するとともに、それ、
び「学術基盤施設群」に大別し、 ぞれ一体的運営体制を図ることとした。
それぞれについて一体的な運営体
制の充実を図る。

、 、１１９．２１世紀ＣＯＥプログラ 国際高等研究教育機構設置構想検 国際高等研究教育機構設置構想検討委員会及び同専門委員会を 計４回開催し
ム終了後の研究組織として、国際 討委員会を中心に、国際拠点とし 「高等研究教育院（仮称 」の平成１９年度設置に向けて構想の検討を開始し）
高等研究教育拠点（仮称）を設置 ての新たな高等研究教育体制構築 た。
して国際拠点の継続的発展を支援 に関する基本方針を策定する。
する。

１２０．柔軟で効率的な教育研究 全学的な委員会・作業部会等を設 学内の教育研究環境を整備しつつ最大限の研究成果が得られるよう大型・特殊
体制の充実のため、学内外の教育 置して、本学の教育研究体制の新 装置の共有、効率的な維持管理を行う高等研究教育基盤技術センターを設置構
研究環境の変化、社会の要請、評 設・再編・拡充等を柔軟に検討す 想するため、同センター設置構想委員会を設置、同委員会を計４回開催し、設
価等に基づいて、施設の新設・再 るための全学的体制及び運営の基 置構想を検討した。一方、全学委員会である東北大学医工学将来構想検討委員

、 、 、編や拡充に努める。 本方針を策定する。 会を設置 同委員会を計３回開催し 学内横断的な新たな教育研究組織として
大学院医工学研究科等の設置について検討した。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（１）社会との連携、国際交流等に関する目標

、 。・第一線の研究を基盤とする高等教育によって 中核的人材や指導的人材を養成し社会に貢献する
・先端的な研究成果を世界に発信するとともに、独創的な応用研究の成果を、社会と連携して産業中
化につなげる。
・市民への開放講座、インターネットによる教育を始め、教育活動による社会貢献を積極的に進め期
る。

、 。目 ・大学の知的財産を有効に活用するため 新技術開発や技術移転を支援する体制を整備･強化する
・国外の優秀な研究者を専任又は客員の教員等に積極的に任用することによって、高度な教育研究
の国際拠点づくりを進める。標
・東北大学と大学間交流協定等を締結している国外の高等教育研究機関等を通して、優秀な外国人
留学生を積極的に受け入れて教育する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○地域社会等との連携・協力、社
会サービス等に係る具体的方策

１２１．公開講座、公開シンポジ 各部局等は、公開講座、シンポジ 本学では、各部局が、それぞれ独自に公開講座、オープンキャンパスを実施し
ウム、オープンキャンパス等を通 ウム、オープンキャンパス等の開 ている。例えば、宮城県生涯学習課の要請による「みやぎ県民大学 （平成１」
して、地域住民との相互理解に基 催について検討するとともに、必 ６年度：６講座）は、部局判断で公開講座として受託し、宮城県教育委員会の
づく文化的な交流を図るととも 要な準備等を行う。 要請による「高大連携授業 （平成１６年度：川内北キャンパスで５講座、他」
に、本学の教育研究活動の公開を に佐沼、気仙沼で試行実施）は、宮城県教育委員会と実施に関する協定を締結
積極的に推進する。 して実施した。また、仙台市及び在仙大学との連携による「学都仙台サテライ

トキャンパス市民公開講座 （平成１６年度：３講座）をスタートさせた。さ」
らに、各キャンパスでは準備状況に応じてオープンキャンパス（例：片平まつ
り）を開催した。

１２２．図書館・総合学術博物館 図書館、博物館の社会への公開促 本学図書館の将来構想や各部局の資料公開に関する取り決め等に基づき、図書
等やインターネット・情報メディ 進のため、関係部局に委員会・作 館、博物館等学内資料の社会への公開促進のため、資料を所有する各部局はそ
アを活用して、本学が保有する学 業部会等を設置して、学内資料の れぞれ独自にあるいは連携・協力して、広報や公開に関する委員会あるいは作
術資料や研究成果等を広く社会に 一般公開の実施に関する基本方針 業部会等を設置して、それら資料の一般公開の実施に関する基本方針あるいは
公開するとともに、小・中・高校 を策定する。 基本ルールを策定した。その他、理学部、工学部が、小・中・高校生を対象と
生を対象とする総合学習、体験学 する体験学習、出前授業などを積極的に推進した。
習、出前授業及び社会人を対象と
した生涯学習等の支援に努める。

１２３．企業研究者等を対象とす 全学的な委員会・作業部会等を設 研究推進部及び各部局において 「有料開放セミナー等実施基本方針」を策定、
る専門分野の有料短期セミナー等 置して、大学における知見を企業 し、企業研究者等社会人を対象とした6件の専門分野の有料短期研修セミナー
を開催して、社会人の能力向上を 研究者に有料で開放するセミナー を実施した。
支援する。 等の実施に関する基本方針を策定

する。

○産学官連携の推進に関する具体
的方策

１２４．研究成果の社会への還元 研究推進・知的財産本部を中心 技術移転機関への出資の可能性については、本学の知的財産管理・活用の戦略
を図るため、技術移転機関への出 に、技術移転機関への出資の可能 を踏まえつつ、平成１７年度内の結論に向けて、財務部とともに、検討を行っ
資を検討し、その活用に必要な措 性について、学内外の関連機関に ている。
置をとる。 おける状況等を調査・分析し、基

本方針を策定する。

１２５．社会貢献の効果的な推進 研究推進・知的財産本部を中心 地方自治体や政府機関で開催している「東北産学官連携協議会」等９つの協議
を図るため、民間企業・地方公共 に、地方公共団体・地方自治体・ 会等に参画し、連携に取り組んだ。 また、宮城県、仙台市、東北経済連合会
団体・政府等組織との連携のため 政府等との連携を図る協議会等を のそれぞれの首長で構成する「産学官連携ラウンドテーブル」を開催し、本学
の仕組みを整備する。 活用し、連携に関する基本方針を 教職員を自治体に派遣し、地域の経済・社会の発展に資する連携活動を積極的

策定する。 に推進した。

１２６．研究推進・知的財産本部 研究推進・知的財産本部と未来科 研究推進部及び部局が新技術開発、知的財産本部が技術移転活動を行う基本方
を中心として、産学連携促進計画 学技術共同研究センターを中心 針を定めた。全学の知的財産を管理・活用するための、特許明細書作成セミナ
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の立案や研究情報等の公開を推進 に、各部局が連携・協力して、全 ー、特許検索セミナー等年１０回を開催し、技術移転等の支援を行った。
するとともに、未来科学技術共同 学的な技術開発・技術移転支援の
研究センターと連携して、新技術 ための基本方針を策定する。
開発・技術移転等の支援を図る。

１２７．教員の研究成果の事業化 研究推進・知的財産本部を中心 研究推進部・知的財産部に技術移転及び知的財産の管理・活用のため、知財管
を推進するため、教員・技術職員 に、技術研究成果の事業化促進を 理マネージャ等として９人配置し、また、NICHeリエゾンのコーディネーター
のキャリアアップを含め専門的な 図る支援策の充実に関する基本方 等１１人と連携し、技術移転及び技術研究成果の事業化促進を図った。

。 、 、 、コーディネーターを配置する等の 針を策定する また 施策 教員
支援策の充実を図る。 技術職員の利用に供する仕組みに

ついて検討し、必要な準備等を行
う。

１２８．地域を含む学内外との連 未来科学技術共同研究センターを 未来科学技術共同研究センターにおいて、地域産業の育成及び産学連携の実効
携により、産業化支援体制、実用 中心に、技術研究成果の事業化促 を挙げるための新しい研究協力体制の構築を重点項目とし、それぞれのモデル
化研究・企業化支援体制の充実を 進を図る政策との連携をとりつ 構築及び試行を実施した。戦略的研究プロジェクト企画立案専門家の人選、コ
図る。 つ、地域を含む学内外との連携に ーディネータの役割見直しと強化、知財本部との連携体制を構築した。

よる実用化研究支援の充実に関す
る基本方針を策定する。

○地域の公私立大学等との連携・
支援に関する具体的方策

１２９．地域の公私立大学等との 学務審議会等を中心に、各学部が 文学部、理学部などを中心に、学都仙台単位互換ネットワークに協力すすると
単位互換制度を活用し、ISTUの利 連携・協力し学都仙台単位互換ネ ともに、ISTUでは、主に大学院授業科目コンテンツの収録等を継続的に実施し
用促進、特殊な講義の共有化や分 ットワークを利用した単位互換を た。ISTUの利用促進については、学務審議会のインターネットスクール運営委
担の推進を図る。 促進するとともに、ISTUの利用促 員会で、学都仙台単位互換ネットワークとの連携については、同ネットワーク

進、講義の共有化に関する基本方 運営委員会と協議することで対応するため準備等を開始した。
針を策定する。

○留学生交流その他諸外国の大学
等との教育研究上の交流に関する
具体的方策

１３０．本学が大学間交流協定等 国際交流企画室の指針を軸に、各 国際交流企画室を設置し、運営の指針を策定するとともに、国際交流推進のた
を締結している国外の高等教育研 部局の国際交流担当者は、優秀な めの７つの作業部会を設置した。また、英文ホームページの作成・公開及びケ
究機関等との研究者・学生の交 研究者・学生の本学への受入れの ンブリッジフォーラム(平成16年6月10日～11日)等を開催した。
換 本学の海外フォーラムの開催 ための広報活動等を推進する。、 、
英語版ホームページを充実させて
本学の研究教育活動を紹介するこ
とにより、優秀な研究者・学生の
本学への受け入れを促進するとと
もに、国際研究協力を一層推進す
る。

１３１．本学に在籍する研究者・ 国際交流企画室を中心に、国際交 国際交流企画室に作業部会を設置し、国際交流データベースの調査・分析を行
学生の国際交流を積極的に進める 流データベースの構築の準備、リ うとともに、リエゾンオフィスの活用に関する検討を行った。
ため、国際交流に関するデータベ エゾンオフィス利用情報の調査・
ースの構築・活用、相互リエゾン 分析を行う。
オフィスの活用、支援体制の充実
等を図る。

１３２．英語による授業・学位取 国際交流企画室を中心に、既に進 各部局、例えば理学研究科の英語による大学院課程「先端理学国際コース」の
得課程の増設、国外の大学との単 めている短期留学プログラム、大 開設など、留学生教育プログラムの積極的な充実を図るとともに、国際交流企
位互換の制度化、ISTU等の情報メ 学院特別コースなどの英語での授 画室において、東北大学・清華大学ダブルディグリープログラムワーキンググ
ディア・インターネットを活用し 業をさらに推進し、より広い範囲 ループを設置し、工学研究科・流体科学研究所などと連携し、単位互換あるい
た国外の高等教育研究機関との共 での単位互換を可能にするために は大学院修士のダブルディグリーを授与するプログラムを検討した。
通講義の開設や共同研究指導の推 必要な準備等を進める。
進を図る。

○国際交流を推進するための組織
の整備に関する具体的方策

１３３．国際交流に関する全学的 国際交流企画室を中心に、本学全 国際交流企画室と各部局との連絡調整等連携を図るために国際交流連絡会議を
な企画審議会を設けて、本学の国 体の国際交流の理念と指針を策定 設置するとともに国際交流企画室に国際交流の目標と基本指針等ワーキンググ
際交流の目標の明確化・見直し、 する。各部局の国際交流担当者と ループを設置し、国際交流の理念と指針の策定等を検討した。
目標を実現するための戦略の立案 の意志疎通を円滑にし、理念と指
を恒常的に行う。 針の具体化を図るための戦略を明

確にする。
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１３４．従来留学生支援を主任務 国際交流企画室を中心に、本学の 国際交流部を平成16年4月に設置するとともに、国際交流企画室に外国人研究
としてきた留学生センターを発展 国際交流の理念に添って、国際交 者･留学生の支援及び学術交流の推進を主任務とする国際交流センターの設置
させて、本学の国際交流全般を推 流全般を推進・支援する国際交流 を検討する作業部会を設置した。

、 。進・支援するセンターに再編・整 部の設置を構想し 実現を目指す
備する。

１３５．国際研究協力支援と留学 国際研究協力と留学生への支援を 平成16年4月に国際交流部を設置するとともに、国際交流企画室に国際戦略に
生支援の事務組織を一元化し、国 効果的に実施するため、本部事務 ついて総合的・効率的な推進を構想・企画するための作業部会を設置した。
際交流をより総合的・効率的に推 機構内に国際交流部を新規に立ち
進するとともに、国際交流を支援 上げ、国際交流をより総合的・効
する高度の識見・能力を有する要 率的に推進する。
員の国内外からの任用に努める。



- 26 -

東北大学

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（２）附属病院に関する目標

・東北大学病院は、全学的に推進される医学・歯学及び生命科学研究の成果を実践する学際的拠点
として発展させる。中
・生命力に溢れた２１世紀の健康社会実現のため、質の高い医療を提供し、将来の医療を担う専門
性を有する医療従事者及び指導者を養成する。期
・管理運営体制を見直し、病院経営の効率化、経営改善に努める。

目

標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○医療サービスの向上や経営の効
率化に関する具体的方策

１３６．医療サービスの向上を維 各種医療サービスの質の向上に関 サービス・質向上委員会を設置、１６年度はアンケート内容を検討し、患者満
持しつつ、経営の効率化と自己収 する委員会を設置し、患者満足度 足度調査を行った。ボランティア活動の充実のため、新西病棟にボランティア
入の確保に努める。 調査、ボランティア活動の充実、 室を整備した。ホスピタル・モールの工事を９月に着手するとともに、クリニ

ホスピタル・モール（院内店舗・ カル・パス委員会を設置し、クリニカル・パスの作成・運用を開始した。経営
レストラン等）の整備・充実につ 戦略企画室会議において、経費節減策として、後発薬品の採用、医療材料採用
いて、あるいは、クリニカル・パ 品目の削減及び手術材料のキット化を図るとともに、増収策として、包括医療
ス(CP)推進委員会を設置し、クリ 対応、病床配置の見直し及び病床稼働率向上のためヒアリングの実施、結石破
ニカル・パスの作成について検討 砕装置の導入及びＣＴ、ＭＲＩの時間外稼働を実施した。
・試行する。また、経営戦略会議
等において、経費削減及び収入増
の方策について調査・検討し、必
要な準備が整ったものから、順次
実施する。

１３７．地域医療機関との連携推 委員会を設置し、地域医療機関と 地域医療連携センターを設置し、退院支援、大学病院と病院及び診療所間の連
進等により、地域に開かれた病院 の連携推進、医療管理情報の効率 携を推進するとともに、地域医療連携センター運営委員会を設置し、センター
作りを目指すため、メディカルIT 化について、調査・検討するとと 運営の効率化等について検討した。
センターを活用して医療管理情報 もに、地域医療連携センター（仮
の効率化に努める。 称）の設置構想を推進する。

○良質な医療人養成の具体的方策

１３８．各種臨床実習・講義等の 具体的な臨床実習・講義等の充実 具体的な臨床実習を行う施設として臨床能力開発訓練室（スキルズラボ）を３
充実や教育研究施設の充実を図 内容、教育研究施設の充実内容を 室設置し、医師としての診療技術開発のために同室の運用を開始した。
り、指導的臨床研究者養成に努め 調査・検討し、必要な準備等を行
る。 う。

１３９．指導的医療人養成のため 既存の委員会等を活用し、臨床研 卒後研修センターを設置して室員を配置し、同センター室員会議で、研修プロ
に、臨床研修必修化に対応した教 修必修化に対応した教育体制につ グラム・カリキュラム等について検討を行った。また、同センター室員会議に
育体制の整備に努める。 いて検討し、準備等が整った事項 研修体制、指導医教育、研修医環境整備、卒後研修プログラム、研修医に対す

から、順次実施する。 る安全管理体制に関する５つの検討部会を設置し、それぞれ検討を開始した。
なお、平成１７年度研修医のカリキュラム及び平成１８年度研修プログラムを
整備した。

○研究成果の診療への反映や先端
的医療の導入のための具体的方策

１４０．特定の部局に附属しない 高度先進医療センター（仮称）の 高度先進医療センター（仮称）の設置に向けて病床配置計画を策定した。研究
大学病院は、医薬・生命、材料、 平成18年度設置を目標に、研究推 推進委員会を設置し、学際的研究開発に関する連携プログラム調査を行った。
情報分野の最新の研究成果の臨床 進委員会（仮称）を設置し、学際
研究への円滑な移行促進のため、 的研究開発に関する連携プログラ
関連研究科、研究所、先進医工学 ムを調査する。
研究機構と連携・協力して、高度
先進医療センター（仮称）を設置
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する。

○適切な医療従事者等の配置に関
する具体的方策

１４１．大学病院の機能に配慮し 診療及び管理業務における業務分 診療技術部を設置し、医療技術職員の一括配属を行うとともに、医事業務、事
つつ、一部の医療業務等の外部委 担の再検討による業務の効率化を 務当直のアウトソーシングを行った。

、 、 、 、託、医療従事者等の適切な配置等 進め、各職種の配置人員数や業務 薬剤部 検査部 放射線部の勤務形態を変更し 業務の効率化を図るとともに
により、経費削減及び収入増加に 内容の見直しを実施する。学内制 医師の当直や交替制勤務に伴う勤務体制の見直しを行った。
つながる方策を推進する。 度上可能な範囲において、具体的 医師確保のため大学院生の雇用や外部麻酔医の雇い入れの実施、外来、病棟に

に人員の再配置を進める。経営改 クラークの導入を進め、業務分担を図り、診療体制の充実を図るとともに、NI
善のため、具体的な病院収入の増 CUの増床による増収策を図った。
収と節約計画を策定し、法人化に
よる労働基準法適応などの法的規
制上必要となる種々の経費につい
ても、その詳細を明確にする。ま
た、中央診療施設等の各部門に所
属する医療技術職員を一括して診
療技術部に配属させる。

１４２．病院機能の向上を図るた 既存の委員会を活用し、教員の適 各種委員会及び委員の見直しを行うとともに、人事戦略室を設置し、教員の適
め、管理運営・教育・研究・診療 切な職務分担及び業績評価体制に 切な業務分担及び業務評価体制について検討を開始した。
を担う教員の職務分担の検討及び ついて検討を開始する。
職員の業績評価体制の整備を推進

、 。しつつ 職員の能力向上に努める

○医の倫理の確立・安全管理に関
する具体的方策

１４３．教育・研究・診療の各分 教育・研究担当副病院長の下に、 教育・研究担当副病院長の下に設置した人事戦略室を中心に、医の倫理に関す
野における医療倫理の確立のた 医の倫理の確立に関する委員会 る講演会を企画することとした。また、病院倫理委員会は教育・研究・診療に
め、倫理委員会の適切な活用に努 （仮称）を設置し、講演会等を開 ついて慎重に検討し、その結果に基づいて独自の委員会を設置せず、医学（歯
める。 催し、より効果的な活動の方法に 学）研究科倫理委員会と連携することとした。

ついて検討し、必要な準備等を行
う。

１４４．医療の安全と質の向上に 医療安全推進室の機能を強化し 医療安全管理委員会の下で、医療安全推進室において事故防止対策マニュアル
資するため、医療安全推進室及び て、対象等を審議するとともに、 を更新するとともに、医療安全推進室長及び同副室長を医療事故防止対策委員
リスクマネージャー等を中心に医 専任リスクマネージャーが医療安 会の構成員とした。一方、専任リスクマネージャーが医療安全のチェックを目
療事故防止体制を一層強化し、安 全のチェックを目的に院内を巡回 的に院内巡回を行うとともに、インシデント対応フローを見直し、インシデン
全管理を実践する。 する。また、医療安全管理委員会 トへの院内対応体制を整備した。また、医療安全に関する委員会を機能別に整

（仮称）を設置し、開講するゼミ 理・整備するとともに、医療安全に関する講演会、研修会を企画し、実施する
等の内容、対象等を検討する。 こととした。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する特記事項

① 基礎ゼミ ⑦ 学生支援体制の整備
基礎ゼミは、１５２テーマを開講し、２，４６８名（１テーマ平均１６名強）が履修 学生支援の強化・整備を図るため「学生支援審議会」を設置し、学生の保健管理、学

登録した。全学的な支援体制により実施している基礎ゼミの内容の充実を図るため、受 生相談及び学生支援プログラムの実施等について、総合的に審議できる体制とした。学
講して得た成果等について平成１６年９月３０日に基礎ゼミ発表会を、平成１６年１１ 部毎に学生相談室等の設置あるいは設置準備を行った。なお、学生相談所との連携のケ
月１２日に担当教員を対象に基礎ゼミに関するＦＤ（Ｆａｃｕｌｔｙ Ｄｅｖｅｌｏｐ ースとして、文系４学部及び農学部への出張カウンセリングを実施している。また、全
ｍｅｎｔ）を行った （関連項目３） 学的な学生支援の向上と、学生相談所と各部局との連携を図るため 「学生支援全学連。 、

携・連絡会」を立ち上げた。一方、理学部、工学部では、独自の学生の「落ち込み」に
対処するための学生相談体制を整備した。また、アドミッションセンターは、ＡＯ入試② 理学研究科外国人向け独自の選抜方法・入学基準

アドミッション・ポリシーを未策定の研究科では、これを策定した。また各研究科に Ⅰ期（工学部）の社会人入学者に対して、さまざまな適応相談に個別に対応する体制と
おいて、多様な資質を持つ学生を選抜する方法と、合否の客観性・公平性を両立させる した （関連項目６６、６９）。
ための方策を検討した。専攻単位で独自性の強い入試を実施している例えば工学研究科

⑧ メンタルヘルス相談等のアウトソーシング開始では、研究科全体としての整合性を点検した。理学研究科においては、従来の外国人留
学生向けの入試を発展させ、独自の選抜方法と入学基準を設定したコースを開設した。 高等教育開発推進センター設置に伴うセクシュアルハラスメント相談体制（全学相談
（関連項目１８） 窓口と学生相談所の役割分担等）及び各部局の相談窓口との連携等の検討を行った。ま

た 学外の専門カウンセラーが対応する 電話による学外相談窓口を試行開設した 関、 、 。（
連項目７１）③ 科学者倫理教育

各学部・各研究科において検討を行い、準備状況に応じて当該専門領域の科学者・職
⑨ 公開講座、セミナー、公開シンポジウム等の開催業人としての倫理を涵養する科目、例えば医学部では 「医の倫理学、社会学 、情報科、 」

学研究科では 「情報倫理学」などを各部局で開講した。その中には科学史の文脈で科 平成１６年度以降は各大学の判断で公開講座等を実施することとなったので、①講習、
学者を客観視する講義や、知的財産権法等の法令との関係をめぐる講義なども含めた。 料は基準額を示すが内容に応じて設定（無料も可 、②収支決算は講座ごと、③受託に）
（関連項目２８） よる講座も実施可とし、各部局の判断で実施できることとする新たな公開講座規程を制

定した。平成１６年度は、１２部局で４１の公開講座等を実施した （関連項目７４、。
９５、１１２、１２３、２０３、２３０）④ 高等教育開発推進センターの設置

大学教育研究センターを改組し、教育・研究業務を有機的に連携させるため、関係部
⑩ 研究成果の公開推進局と統合して「高等教育開発推進センター」を設置した。また、教育課程に関連する学

内の各種委員会を統合して新しい「学務審議会」を設置し、全学教育、学部専門教育及 研究成果の積極的な情報公開のため、京都国際会館で開催された産学官連携推進会議
び大学院教育を総合的に審議できる体制とした。 や東京国際フォーラムで開催されたイノべーション・ジャパン２００４での展示公開、
役員会と連携して分業体制の基本方針策定を開始し、研究あるいは教育重点勤務制度 また、仙台市との共催で東京において東北大学先端技術交流会を開催し、４５プロジェ

等の整備、欧米では定着しているサバティカル制度の導入等について検討した。特に、 クトの展示と研究内容のプレゼンテーションを行った （関連項目９５）。
法学研究科では、二つの専門職大学院のために、法科大学院運営委員会及び公共政策大

⑪ 産学官連携ラウンドテーブルの開催学院運営委員会を設置し 分業体制の実質的な実行を開始した 関連項目４３ ４８、 。（ 、 ）
地域社会との連携推進を強化するため、宮城県、仙台市、東北経済連合会、東北大学

の首長で構成する「産学官連携ラウンドテーブル」を開始し、ベンチャー企業育成のた⑤ 沢柳賞、総長教育賞
男女共同参画委員会では 「現代日本社会とジェンダー」と題したシンポジウムを開 めのファンド創設に協力した。また、本学研究者を宮城県、仙台市へ派遣し、地域の経、

催（平成１６年１１月）し、第２回沢柳賞授賞式および受賞者による記念講演を併せて 済や社会の発展に資するため、連携活動を積極的に推進した （関連項目１２５）。
、 「 」 。）実施するとともに 全学教育科目の基幹科目として ジェンダーと社会 を整備した

⑫ ＭＥＭＳパークコンソーシアムの設立等東北大学総長教育賞要項（平成１５年６月制定）により、平成１５年度学位記授与式
（平成１６年３月）において、優れた教育の成果を挙げた５名を表彰し、本学ホームペ ＭＥＭＳ（微少電気機械システム）関連技術の研究成果を産業化に結びつけるため、
ージ及び学報に掲載した。さらに、平成１６年度学位記授与式では、３名を表彰した。 地域と連携して仙台地域を中心とした「ＭＥＭＳパークコンソーシアム」の設立に協力
また、受賞者がインセンティブを感じるような具体的な措置として、特別昇給の対象、 した。また、研究成果を産業化に結びつけるため、マッチングファンド型研究プロジェ
ＦＤ・ＳＤにおける講師として活用できるよう検討を開始した 関連項目４９ ５０ クトを獲得し、大学発ベンチャー企業創出のため積極的に推進した （関連項目８３、。（ 、 ） 。

１９９）
⑥ 履修登録約５，０００名達成（参考：七大学初）Web

⑬ 大学情報データベースの整備教務情報システムを改善し、発生源入力（履修登録、成績入力 、学生の修得単位確）
認、学生証による各種証明書の自動発行体制を整備した （成績証明書は封入が原則の 評価分析室が中心になり各部局の協力を得て、大学情報データベースシステムを構築。
ため、教務事務室の端末で出力するが、即時交付可） し、全教員に関するデータベースの入力を開始した。各部局には、評価責任者、データ
また １・２年次学生のｗｅｂ履修登録を実施し 約５ ０００名の対応を実現した ベース運用責任者を配置し、評価分析室との連携を基に、自己評価実施・公表の基本方、 、 ， 。

（関連項目５５） 針を策定した また 既存の研究者情報データベースの機能と収録情報を引き継いで 大。 、 「
学情報データベースシステム」を構築し、公開機能により教育研究組織別、専門分野別
の検索を可能とした （関連項目９２、１１４、１１６）。
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⑭ 産学官連携の推進・強化
産学官連携の一層の推進を図るため、研究推進・知的財産本部、研究協力部及び各部

局が連携・協力し、産学官連携支援体制を整備・強化した。その結果、受託研究契約及
、 、 、び共同研究契約の増加を図るとともに 約５００件の発明届けを受理し 権利化を進め

ＴＬＯと連携し知的財産の管理活用を図った。また、受託研究、共同研究に加え新たな
受託事業の制度として「学術指導」の制度を新設し、産学官連携体制の充実を図った。
（関連項目８３、８６、９５、１００、１０７）

⑮ 地域医療連携センターの設置
大学病院の果たす社会貢献という視点から、地域医療機関との連携を積極的に進める

ことを目指す「地域医療連携センター」を設置して、退院支援、大学病院と病院あるい
は診療所間の連携を図った （関連項目１３７）。

東北大学



- 30 -

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
１ 運営体制の改善に関する目標

・教員の管理運営業務への負担を可能な限り軽減し、教育研究における教員間の適切な役割分担を図る。ま
た、職員の専門性向上と教員とその他の職員間の適切な役割分担、さらに適切なアウトソーシングを行うこ中
とにより、国立大学法人全体として運営の機能強化を図る。
・総長のリーダーシップに基づいて、法人の戦略的な組織運営及び資源配分等を可能にする制度を設ける。期
・理工系の各研究科、生命系の各研究科、人文社会系の各研究科、文理融合型の各研究科、研究所等の関連
する各部局は緊密に連携して柔軟かつ機動的な運営を行う。目
・仙台地区、東北地区等の国立大学法人間の連携協力を推進し効率的な大学運営への活用を図る。

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

○全学的な経営戦略の確立に関す
る具体的方策

１４５．国立大学法人法の主旨に 総長選考会議を設置し、総長の任 Ⅲ 経営協議会及び教育研究評議会から選出されたそれぞれ6名、合計1
沿って、大学で実施する教育研究 期、選考方法等を検討・決定し、 2名からなる総長選考会議を設置し、議長、副議長及び幹事を置い

。「 」業務について、公正で透明、的確 必要な規程を制定する。 て審議を進めた 国立大学法人東北大学総長の任期に関する規程
かつ機動的なリーダーシップを総 においては、中期目標・中期計画の策定及び執行に責任を持って担
長が発揮できるようにするため、 当可能な期間として、総長の任期を６年と定めた。なお、現在の総

。 、中期目標・中期計画の策定及び執 長の任期との整合性についても特例を設けることで対応した また
行に責任を持って担当可能な任期 「国立大学法人東北大学における総長候補者の選考及び総長解任の
を、移行期間を設けつつ、適切に 申出に関する規程」を制定・施行した。
設定する。

１４６．異なる学術分野の特性に 平成16年度に、当面の措置として Ⅲ 法人化により大学運営に対する責任が増した総長が、戦略的トップ
考慮しつつ、全学的な視点に立つ 配置した5人の理事（特命事項担 マネジメントを推進できるよう、６人の理事（中期計画、教育・学
教育研究の企画立案・執行につい 当、教育・学生支援担当、研究・ 生支援、研究、社会貢献、人事、財務担当）及び大学評価、病院経
て総長を補佐するため、総務、教 安全管理担当、財務・人事担当、 営、キャンパス整備などの重要特定事項について担当する副学長あ
育、研究等を担当する理事を配置 広報・国際交流担当）及び２人の るいは総長特任補佐を、総長の判断によって設けることが可能な新
する。 非常勤理事の役割分担等につい たな補佐体制を検討し、総長補佐体制を強化・整備した。

て、日常業務を着実に進めつつ、
適切かつ効果的な総長補佐体制に
ついて検討する。

○運営組織の効果的・機動的な運
営に関する具体的方策

１４７．膨大で複雑多岐にわたる 理事の下に企画戦略を行わせる下 Ⅲ 各理事の下に企画戦略を担う下記の室を設置し、スタッフを配置し
大学運営に責任を負う総長を、各 記の室を設置し、必要に応じてス た。
理事が担当業務を迅速かつ着実に タッフを配置する。 （特命事項担当理事）
遂行して支えるため、担当理事の （特命事項担当理事）キャンパス 中期計画推進室・・・・平成１６年５月設置、室員９名
下に「企画立案」あるいは「情報 計画室、中期計画推進室 （教育・学生支援担当理事）
収集・分析」業務等を担う体制を （教育・学生支援担当理事）教育 教育・学生支援企画室・平成１６年６月設置、室員８名
整備する。 ・学生生活企画室 （研究・安全管理担当理事）

（研究・安全管理担当理事）研究 研究戦略室・・・・・・平成１６年６月設置、室員１８名、
推進室、施設・安全管理企画室 施設・安全管理企画室・平成１６年４月設置、室員１２名
（財務・人事担当理事）人事戦略 （財務・人事担当理事）
企画室、財務戦略企画室 人事戦略企画室・・・・平成１６年４月設置、室員１７名、
（広報・国際交流担当理事）広報 財務戦略企画室・・・・平成１６年４月設置、室員１９名
企画室、国際交流企画室 （広報・国際交流担当理事）

広報企画室・・・・・・平成１６年４月設置、室員１６名、
国際交流企画室・・・・平成１６年４月設置、室員１９名

１４８ 法人運営の円滑化のため 総長・理事・研究科長・研究所長 Ⅲ 教育研究及び運営の円滑な執行に関し必要な事項の協議を行うた． 、
部局長から成る協議・調整機関を 等で構成する「部局長連絡会議」 め、総長、理事、研究科長、研究所長などによって構成される部局
置く。 を設置する。 長連絡会議を設置・開催することにより、大学執行部と各部局との

緊密な連携を図った。
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１４９．全学的な課題について、 新たに必要となる委員会を設置す Ⅲ 役員会、教育研究評議会、経営協議会、部局長連絡会議等を設置し
機動的・専門的な対応を図るた るとともに、現行の委員会は抜本 た。また、学内共同教育研究施設ごとに設置されていた運営委員会
め 総長のリーダーシップの下に 的に見直し、整理・改編する。 を、教育基盤施設群運営委員会及び学術基盤施設群運営委員会に統、 、
必要に応じて各種の委員会を設け 一する等の見直しを行った。
る。

○学部長等を中心とした機動的・
戦略的な学部等運営に関する具体
的方策

１５０．各部局は、各教育研究分 各部局において機動的・戦略的な Ⅲ 文学研究科等２２部局で運営会議等を設置するなどして、教授会以
野の特性等に配慮した機動的・戦 運営体制を検討し、構築する。 外の運営体制を整備した。
略的な運営体制を構築する。

１５１．部局長がリーダーシップ 各部局の検討結果を参考に、適切 Ⅲ 文学研究科等２２部局で副研究科長あるいは副所長等の部局長補佐
を発揮できるように、部局長の補 な人数の副部局長等を配置する。 体制を整備した。一方、従来型の教授会の開催数を減少させた。
佐体制の充実を図る。

１５２．各部局では、教員の管理 各部局において、管理運営に携わ Ⅲ 文学研究科等２２部局で運営体制を整備し、各種委員会を整理統合
運営業務の負担軽減を最大限に達 る教員の職務内容、任用基準等を するとともに管理運営に携わる教員の職務内容を明確化するため、
成するため、教員間あるいは教員 明確にして教職員間における適切 教職員間の適切な役割分担に関する業務の調査・分析を開始した。
とその他の職員間の適切な役割分 な役割分担に関する業務の調査・
担をすることによって、効果的・ 分析等を行うとともに、可能な業
効率的運営体制の実現に努める。 務から速やかに実施する。

○教員・事務職員等による一体的
な運営に関する具体的方策

１５３．法人の組織運営を効果的 理事の下に企画戦略を行う「室」 Ⅲ 上記１４７に記載の室のほかに、評価分析室を設置した。平成１６
・機動的に行うため、理事（副総 を設置する。 年５月設置、室員２３名
長）等を担当責任者として 「評、
価分析室」等の「室」制度を設け
る。

１５４．各室には、所管事項に応 各室に、職務内容、任用基準等を Ⅲ 各室の要項により室員を配置した。
じて教員、職員（事務職員及び技 明確にして専任又は併任の教員・

（ 、 、 ）術職員等）を適宜配置し、それぞ 職員等を配置する。 中期計画推進室・・・・室員９名 理事１名 教員４名 職員４名
（ 、 、 ）れの専門性を活用して業務を遂行 教育・学生支援企画室・室員８名 理事１名 教員６名 職員１名
（ 、 、 ）する。 研究戦略室・・・・・・室員18名 理事１名 教員15名 職員２名
（ 、 、 、施設・安全管理企画室・室員12名 理事３名 教員５名 職員３名
学外者１名）
（ 、 、 、人事戦略企画室・・・・室員17名 理事３名 教員５名 職員８名
学外者１名）
（ 、 、 、財務戦略企画室・・・・室員19名 理事３名 教員６名 職員８名
学外者２名）
（ 、 、 ）広報企画室・・・・・・室員16名 理事１名 教員10名 職員５名
（ 、 、 ）国際交流企画室・・・・室員19名 理事１名 教員12名 職員６名

評価分析室・・・・・・室員23名（教員22名、職員１名）

○全学的視点からの戦略的な学内
資源配分に関する具体的方策

１５５．総長のリーダーシップに 全学的な委員会・作業部会等を設 Ⅲ 財務戦略企画室、人事戦略企画室及び財務・人事戦略企画会議を設
よる柔軟で機動的な法人運営を実 置して、運営費交付金の配分ルー 置し、配分ルール及び中央枠の確保について検討し、運営費交付金
現するため、運営費交付金の一定 ルに関する基本方針を策定する。 のうち約９億円を総長裁量経費として留保したほか、教員人件費の
割合を中央枠として留保する仕組 ５％（約１３億円）を中央枠として確保することなどの基本方針を
みを確立する。 策定した。

１５６．研究実施体制の機動性確 全学的な委員会・作業部会等を設 Ⅲ 財務戦略企画室、人事戦略企画室及び財務・人事戦略企画会議にお
保のため、教職員ポストの戦略的 置して、教職員ポストの戦略的配 いて、人件費中央枠を活用した戦略的配分方法等について検討し、

（ ） 、配置の方針を策定する。 置方針に関する基本方針を策定す 教員人件費の５％ 約１３億円 を中央枠として確保するとともに
る。 世界的に顕著な研究業績を有する分野・領域あるいは飛躍的発展が

見込まれる分野・領域のプロジェクト等に対して重点的に人的・物
的資源を配分するなどの基本方針を策定した。

○学外の有識者・専門家の登用に
関する具体的方策

１５７．法人運営に不可欠な安全 全学的な委員会・作業部会等を設 Ⅲ 人事戦略企画室において、戦略スタッフ採用に関する基本方針を定
管理、情報システム管理等の業務 置して、専門家を必要とする業務 めた。これまでに、人事担当の戦略スタッフ（人事担当）を採用、

東北大学
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を効率的・効果的に行うため、学 分野に関する調査・分析等を行う また、知的財産及び産学連携に関する有識者・専門家を民間から登
外の有識者・専門家を必要に応じ とともに、可能な業務から速やか 用した。
て積極的に常勤又は非常勤の職員 に実施する。
として登用する。

○内部監査機能の充実に関する具
体的方策

１５８．適切な人事・会計運用の 「監査室」を設置し、学外の有識 Ⅲ 「監査室」を設置したほか、監査法人と「内部監査体制等の整備に
実現を図るため、学内に 「監査 者・専門家と協力して監査手法を かかる支援業務」契約の締結をし、監査計画書等の作成支援及び監、
室」を設置する。学外の有識者・ 整備し、改善等の助言・勧告体制 査手法等の支援を受けた。さらに円滑・効率的に監査を実施するた
専門家と協力して全学の業務等の を構築する。 めの四者協議会（大学、監事、監査室、会計監査人）を３回開催し
円滑・効率的な遂行に関する実態 た。
を点検評価し、必要な改善等の助
言・勧告を行う体制の充実を図
る。

１５９ 適切な内部監査の実施と 職員の民間派遣又は専門家の招へ Ⅲ 会計検査院主催の「公会計監査フォーラム」など全国規模で開催さ． 、
その結果を受けて実効性ある改善 いにより、専門研修を実施する。 れた監査業務に関する講演会や監査体制、監査手法等に関する説明
に努めるため、監査業務に従事す 会に職員を積極的に参加させ、また、監査法人から監査業務に関す
る職員の専門性向上のための研修 る指導を受け、監査業務に従事する職員の専門性向上を図った。
を実施する。

○国立大学間の自主的な連携・協
力体制に関する具体的方策

１６０．仙台地区、さらには東北 全学的な委員会・作業部会等を設 Ⅲ 東北地区人事担当課長連絡会にて意見交換を行うとともに、東北地
地区の国立大学法人間で、各法人 置して、研修事項等について調査 区大学等学生指導職員研修等６回の研修・セミナーを実施、特に、
の特徴を最大限活用しつつ連携協 ・分析、他大学との協議・調整を 東北地区技術専門職員研修については東北地区の大学、高専からア
力して、共同の教員、事務職員の 行うとともに、可能な事項から実 ンケートを収集し具体的な検討作業を進めた。また、国大協東北支
研修等を実施するとともに、合同 施する。 部会議で設置が承認された人事企画調整会議及び人事委員会等で東
会議等を開催して情報交換等を行 北ブロックとして連携して実施することが効果的である研修事項等
うことにより大学運営への効果的 について調査、検討を行った。
な活用を図る。

１６１．東北地区の国立大学法人 国立大学法人等情報化推進協議会 Ⅲ 東北地区における国立大学法人等の連携・協力により情報化を推進
間において情報化推進のため連携 を設置し、東北地区連絡校として するため、東北地区国立大学法人等情報化推進協議会を設置し規約
協力を図る。 他大学との連携協力を図る。 を策定するとともに、情報化推進に関する専門的事項を調査検討す

るため、東北地区国立大学法人等情報化専門委員会を設置した。な
お、平成１６年度は東北地区国立大学法人等情報化推進協議会を２
回、東北地区国立大学法人等情報化専門委員会を１回開催した。

ウェイト小計
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
２ 教育研究組織の見直しに関する目標

・長期的視野に立って、具体的な成果が現れるのに長期間を要する教育研究の特性に沿った望ましい組織の
在り方を継続的に検討することにより、大学の社会に対する最も重要な「第一線の研究を基盤とする高等教中
育によって指導的人材を養成する」という役割を達成するために最善な教育研究体制を確保する。
・最先端の学術研究機関としての社会の動向への迅速な対応と、人材養成を行う教育機関としての柔軟な対期
応を、両立して行える組織を構築する。

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

○教育研究組織の編成・見直しの
システムに関する具体的方策

１６２．各学術領域の英知を継承 研究推進審議会等と各部局が連携 Ⅳ 特定プログラム及び施策へのサポート制度に基づく支援経費の原資
、 （ （ ） 。）するという役割を着実に果たしつ ・協力して、特定のプログラム・ は 総長裁量経費 間接経費額の５０％ ７億４千万円 を含む

つ、学術の動向や社会の要請等に 施策のサポート制度に関する基本 であり、平成１６年度は約４億円を 「戦略的大型プロジェクトの、
迅速に対応する仕組みの整備に努 方針を策定する。 支援」として、２１世紀ＣＯＥプログラム、先進医工学研究機構、
める。具体的には、学際科学国際 ナノスピン、ＩＴ２１などのプロジェクト、ならびに「文系の新し
高等研究センター、未来科学技術 いプロジェクトの支援」として、東北大学の「学問風土」の研究－
共同研究センター等を活用して、 知識移転のシステム構築－、東日本における方言研究・教育センタ
一定期間、特定のプログラムに学 ーの構築に割り当てた。一方、各部局には、間接経費の５０％（７
内外の人材を結集し学内の各部局 億４千万円）を中心に、部局内研究プロジェクトの推進をそれぞれ
が緊密に連携してサポートする制 独自の戦略に基づいて支援を制度化し、実施している。
度を核として、必要と判断される
プログラムや組織の立ち上げを柔
軟かつ機動的に実施する施策を推
進する。

○教育研究組織の見直しの方向性

１６３．総合大学として、幅広い 全学的な委員会・作業部会等を設 Ⅲ 中期計画推進室において、人文社会科学領域の継承・展開について
人文社会科学領域の継承・展開と 置して、評価に基づく大学院組織 検討し、それぞれの特性を尊重しつつ、学内で進められている「領
科学技術の飛躍的発展との調和を ・研究所組織等の再編・拡充に関 域融合」に関する新しい構想などへの積極的参画を基本方針とする
基本とするとともに 「教育」と する基本方針を策定する。 こととした。、
「研究」のそれぞれの特性を尊重
し、評価に基づいて大学院組織・
研究所組織等の再編や拡充を図
る。

１６４．学際分野を含む新しい学 全学的な委員会・作業部会等を設 Ⅲ 平成１６年２月に設置した国際高等研究教育機構設置構想検討委員
問分野あるいは産業分野に対応で 置して、新大学院組織の設置に関 会を中心に、国際高等研究教育組織の趣旨、設置形態等について検
きる研究者・技術者の教育と養成 する基本方針等を策定する。 討するとともに、平成１９年度設置に向けて「高等研究教育院（仮
を目指し、新たな大学院設置に向 称 」の構想の検討を開始した。）
けた組織を、研究所等の連携を基
盤に検討し、整備に努める。

１６５．教職員の定年・雇用制度 全学的な委員会・作業部会等を設 Ⅲ 就業規則に定年延長及び再雇用について規定するとともに、人事戦
の在り方等を総合的に検討し、教 置して、教職員の定年・雇用制度 略企画室において、高年齢者雇用法の対応や本学の教育研究の充実
育研究の充実、その支援体制の高 に関する基本方針等を策定する。 に資するよう、定年・再雇用制度の基本方針を策定した。
度化と経費削減を可能とする柔軟
で機動的な施策等の策定を進め
る。

１６６．平成１６年度から法学研 法学研究科に総合法制専攻（法科 Ⅲ 平成１６年４月１日付けで、法学研究科に総合法制専攻（法科大学
究科に総合法制専攻 法科大学院 大学院）及び公共法政策専攻（専 院）及び公共法政策専攻（専門職大学院）を、歯学研究科に歯科学（ ）
及び公共法政策専攻（専門職大学 門職大学院）を、歯学研究科に歯 専攻修士課程を設置し、法学研究科に１２９名、歯学研究科に６名
院）を、歯学研究科に歯科学専攻 科学専攻修士課程を設置する。授 の学生を受け入れた。
修士課程を設置し、それぞれ「法 与する学位は、それぞれ「法務博
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務博士（専門職 「公共法政策 士（専門職 「公共法政策修士）」、 ）」、
修士（専門職 」及び「修士（口 （専門職 」及び「修士（口腔科） ）
腔科学 」を授与する。 学 」とする。） ）
平成17年度から経済学研究科に会
計専門職専攻（専門職大学院）を
設置し 「会計修士（専門職 」、 ）
を授与する。

ウェイト小計
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
３ 人事の適正化に関する目標

・教育研究機関としての特性を発揮し大学全体の機能強化を図ることを人事システムの基本とし、教員系、
事務系、技術系という枠組みで扱われてきた人事制度を抜本的に見直して、教員とその他の職員との連携協中
働に積極的に取り組む。また、学外の有識者・専門家を必要に応じて登用し、その専門性の活用と適切な役
割分担によって、大学の管理運営業務、企画立案業務等の円滑な推進を目指す。期
・役員人事等を含め、教育研究機関としての国立大学法人に即した体制に円滑に移行することを目指す。
・大学が現在有する機能を強化発展させるために必要な移行措置を適宜とりつつ全学共通の人事制度を整備目
するとともに、学問分野の特性に配慮し、かつ各部局の責任で、能力・業績主義を適切に運用することによ
り、すべての職種において適正な人事を行う体制整備を積極的に図る。標
・教職員の厚生、各種の業務向上を目指す研修等の充実を図る。

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

○人事評価システムの整備・活用
に関する具体的方策

１６７．目に見える形で成果が現 全学的な委員会・作業部会等を設 Ⅲ 人事戦略企画室において、評価分析室における全学的な評価の動向
、 、 。れるのに一定の時間を要する「教 置して、人事評価の対象となる事 を考慮し 評価及びシステムの構築を検討し 必要な準備を行った

育研究」の特性を十分考慮した人 項等の抽出を行い、調査・検討す
、 。事評価システムの整備に努める。 るとともに 必要な準備等を行う

１６８．大学の機能強化に寄与す 全学的な委員会・作業部会等を設 Ⅲ 人事戦略企画室において、インセンティブ付与基準の対象となる事
ると判断できる客観的なインセン 置して、インセンティブ付与基準 項等の抽出及び各部局等で評価を反映させるシステムについて検討
ティブ付与基準（競争的資金の交 の対象となる事項等の抽出を行 し、必要な準備を行った。
付状況 受賞歴等の客観的評価等 い、調査・検討するとともに、必、 ）
に基づき、教育・研究成果の適切 要な準備等を行う。
な給与等への反映を推進する。

１６９．客観的で納得性のある事 全学的な委員会・作業部会等を設 Ⅲ 人事戦略企画室において、事務職員の評価の対象となる事項等の抽
務系職員の評価システムを整備 置して、事務系職員の人事評価の 出及び必要な準備を行った。
し 評価結果を人事配置の適正化 対象となる事項等の抽出を行い、、 、
適切な給与等への反映に供する。 調査・検討するとともに、必要な

準備等を行う。

○柔軟で多様な人事制度の構築に
関する具体的方策

１７０．学問分野の特性等を考慮 研究推進審議会等と各部局が連携 Ⅲ 研究推進審議会において、特定のプログラム及び施策へのサポート
しつつ、学際科学国際高等研究セ ・協力して、特定のプログラム・ 制度に関する次の基本方針を決定した。
ンター等の学内共同教育研究施設 施策のサポート制度に関する基本
を活用し、一定期間、特定のプロ 方針を策定する。 ○次のセンター等においては、教員又は専任教員に対し研究に専念
グラムに専念することを全学的に させる体制を取る。
サポートする制度を核として、教 ・未来科学技術共同研究センター
員が独創的な教育研究に従事でき ・学際科学国際高等研究センター
る仕組みの充実を図る。特に若手 ・先進医工学研究機構
教員が世界を先導する画期的な教 ・寄附講座・研究部門
育研究活動に専念できる体制整備
に努める。 ○全学的に委員会の回数を減らし、教員に対する部局等の管理・経

営・運営事務の軽減を図る。

○各部局の実情に合わせ、次のようなサポート体制の充実を図る。
・海外研修制度の導入
・自己研修制度の導入
・リサーチアソシエイト制度の設置
・研究専念期間制度（サバティカル制度）の設置

１７１．教員数等について、配置 全学的な委員会・作業部会等を設 Ⅲ 人事戦略企画室及び財務戦略企画室において、人的資源の戦略的配
定員等の一定の学内基準の下で運 置して、人的資源の戦略的な配置 分方法等について検討し、基本方針を策定するとともに、人的資源
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用するが固定化せず、学問分野の ・活用策に関する基本方針を策定 の戦略的配置等について、各部局との連携を開始した。
特性に配慮しつつ、各部局の責任 する。
で、すべての職種について、新た
な発展領域等への人的資源の戦略
的な配置・活用ができる仕組みの
充実を図る。

１７２．専門性の高い国際交流、 全学的委員会等において、選考採 Ⅲ 人事戦略企画室において、高度な専門性が求められる職についての
病院管理、法的な問題解決等の役 用を必要とする業務分野に関する 調査を行い、かつ戦略スタッフ採用に関する基本方針を定めた。そ
割が特化されたポストについて 調査・分析等を各部局の協力を得 の結果、これまでに、人事担当の戦略スタッフを採用、また、知的
は、当該ポストに必要な能力を有 て行うとともに、選考採用基準を 財産及び産学連携に関する有識者・専門家を民間から登用した。
する人材の選考採用を行う等の弾 策定して、可能な業務から速やか
力化を図る。 に実施する。

１７３．教育研究体制の効果的・ 全学的な委員会・作業部会等を設 Ⅲ 人事戦略企画室において、教員の職務内容を明確にするためのエフ
効率的な運営のため、管理運営・ 置して、管理運営に関する教員の ォート制導入に関する基本方針を策定するとともに教員の２研究科
教育・研究を行う教員の職務区分 職務内容を明確にし、管理運営、 所属の緩和について検討した。
を緩やかに分化させる工夫を図 教育・研究のいずれかの職務に重
る。 点的に関わるような教員の弾力的

配置に関する基本方針を策定す
る。

○任期制・公募制の導入など教員
の流動性向上に関する具体的方策

１７４．学問分野の特性を考慮し 各部局において、学術領域の特性 Ⅲ 人事戦略企画室において、本学におけるテニュア制度の基本方針に
つつ検討を進め、テニュア制の導 に配慮しつつテニュア制の導入等 ついて、検討し、各部局での導入等に関する基本方針をまとめた。
入、教員公募の制度化、任期制教 に関する基本方針を策定する。 文学研究科等10部局において導入検討を開始した。
員数の拡大等を考慮した新制度へ
の適切な移行を図る。

１７５．教員選考過程を積極的に 各部局において、学術領域の特性 Ⅲ 各研究科・研究所等は、学術領域の特性に配慮しつつ教員の選考過
開示することにより、教員人事の に配慮しつつ教員選考過程公表に 程の公表に関する検討を行い、その結果を踏まえて、教員の選考過
透明性の確保に努める。 関する基本方針等を策定する。 程における透明性確保のための基本方針、公募応募者からの情報開

示請求等に対する対応策に必要な準備等を行った。平成16年度は、
理学研究科等８部局で教員選考過程の開示を行った。

１７６．任期制教員には、生涯賃 全学的な委員会・作業部会等を設 Ⅲ 就業規則において任期制教員への年俸制の導入を規定するととも
金等において任期を付さない教員 置して、学術領域の特性に配慮し に、人事戦略企画室において、任期制の趣旨を踏まえた上で、研究
との間に著しい差が出ないように つつ任期制教員への年俸制の導 環境・給与面における優遇措置及び管理運営業務の負担軽減に関す
配慮するとともに、年俸制の積極 入、研究環境・給与面における優 る基本方針を検討した。
的導入や、管理運営業務への一層 遇措置あるいは管理運営業務の負
の負担軽減を図る。 担軽減に関する基本方針を策定す

る。

１７７．産学官連携等の推進のた 全学的な兼業規程を制定し、兼業 Ⅳ 兼業規程を定め、兼業審査会を設置し弾力的な運用基準（許可権者
め 兼業については弾力的に扱う を弾力的に扱うとともに、教員の を総長から部局長へ委任、時間数・報酬に関する弾力的一定基準を、 。
また、必要に応じて勤務時間等の 裁量労働制を実施する。 設定、一定基準を超える場合は兼業審査会にて個別に審査）を定め
運用緩和を図る。 兼業の弾力化を推進するとともに、兼業申請の標準様式を定めホー

ムページに公開し電子メールによる申請受付を開始するなど申請方
法の簡素化を図った。また、教員の裁量労働制を実施し勤務時間の
運用を緩和した 「資料編４参照」。

１７８．公募制等の原則に基づく 各部局において、学術領域の特性 Ⅲ 各研究科・研究所等は、学術領域の特性に配慮しつつ、教員採用に
教員採用活動を積極的に進め、性 に配慮しつつ公募情報のホームペ おける公募制の原則等について検討を行い、その結果を踏まえて、
別、国籍、出身校、宗教等を問わ ージ等への掲載に関する基本方針 教員採用に関する公募情報を、ホームぺージあるいは国の内外で発
ず開かれた採用制度の下で優れた を策定する。 行されている関連分野の主要雑誌等に掲載するために必要な準備等
教育研究者の選考採用を行う。 を行った。平成16年度は、文学研究科等２１部局で基本方針を策定

し、ホームページ等への掲載を行った。

１７９．教員の任期制等を適切に 各部局は、先端的・学際的領域や Ⅲ 各研究科・研究所等は、先端的・学際的領域や期限付きプロジェク
運用することによって、特に先端 期限付きプロジェクト等の任期制 ト等における教員採用に関する任期制導入等について検討を行い、
的・学際的領域や期限付きプロジ 導入に関する調査・分析等を行う その結果を踏まえて、教員の任期付き採用とその運用のために必要
ェクト等にふさわしい人材の機動 とともに、基本方針を策定し、可 な準備等を行った。平成16年度は、法学研究科等１９部局で基本方
的採用を図る。 能な事項から逐次実施する。 針を策定し、任期制の導入等機動的な教員採用の準備を行った。

○外国人・女性等の教職員採用の
促進に関する具体的方策
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１８０．教育研究に従事するにふ 各部局において、学術領域の特性 Ⅲ 各研究科・研究所等は、学術領域の特性に配慮しつつ外国人教員の
さわしい能力を有する外国人の採 に配慮しつつ外国人教員採用計 採用計画等に関する基本方針について検討を行い、その結果を踏ま
用を積極的に行うとともに、英語 画、英語学力のある職員の採用計 えて、国際公募の導入、受け入れ態勢整備など外国人教員の採用の
で業務処理ができる人材を配置す 画に関する基本方針を策定する。 促進のために必要な準備等を行った。平成16年度は、教育学研究科
る 併せて 単身・世帯用宿舎等 また、外国人教員用宿舎の確保及 等９部局で基本方針を策定するとともに、外国人教員の採用に努め。 、 、
生活基盤の整備を含めた教育研究 び日常生活の支援策を検討する。 た。また、国際交流部は、外国人研究者・留学生向けの優良民間宿
支援体制の整備に努める。 舎情報の蓄積及び大学のホームページでの情報提供を行った。

１８１．女性教員数の増員につい 各部局において、学術領域の特性 Ⅲ 男女共同参画委員会が中心となって、各部局の女性教員採用計画案
て積極的に取り組むとともに、社 に配慮しつつ女性教員採用計画に を検討した。この結果を踏まえて、男女共同参画委員会と部局が連
会的・文化的につくられた性差か 関する基本方針を策定する。 携して、採用計画の基本方針を策定した。
らの解放の問題解決等に努める。
ただし、女性教員人材数に限界が
ある学術領域においては、単純な
数確保につながらないよう慎重な
配慮に努める。

１８２．職員等の男女の比率を改 男女共同参画委員会と各部局が連 Ⅲ 男女共同参画委員会が中心となって、部局選出の委員と部局との連
善し、男女共同参画体制の早期実 携・協力して、学術領域の特性に 携を基に、各部局の女性教員採用計画、昇進・昇格案を検討した。
現のため、任用において、応募者 配慮しつつ女性職員採用計画、女 この結果を踏まえて、男女共同参画委員会と部局が連携して、教員
の研究・教育上の能力等を公正に 性の昇進・昇格に関する基本方針 を対象とする採用計画の基本方針を策定した。
評価するように努める。 を策定する。

○事務職員等の採用・養成・人事
交流に関する具体的方策

１８３．職員の採用については、 全学的委員会等において、TOEIC Ⅲ 国立大学法人等職員統一採用試験（国家公務員採用Ⅱ種試験と同程
国家公務員採用Ⅱ種試験と同程度 試験成績等を含めた職員の選考基 度 を実施し 合格者の中から事務系職員及び技術系職員を採用 予） 、 （
の試験を課し、当該試験の合格者 準に関する基本方針を策定する。 定を含む ）した。その際、TOEIC試験成績等も考慮して選考した。。
の中から本学職員として真に適格

。 、と認められる者を選考する また
国際化対応等のためTOEIC試験成
績等の語学力についても選考指標
の1つに加える。

１８４．研修制度と効果的な人事 全学的委員会等において、キャリ Ⅲ 人事戦略企画室において、民間企業や私学における研修制度の実情
配置の連携により、短期的には中 ア養成システムに関する調査・検 を調査し階層別、目的別、専門別研修など本学における研修制度の
期目標達成のため、長期的には法 討を進めるとともに、必要な準備 検討を行った。また、キャリア養成システムに関して、海外留学制
人の人的基盤を確固たるものとす 等を行う。 度及び会計大学院への職員の派遣・入学を含め調査・検討を進め必
るため、計画的なキャリア養成シ 要な準備等を行った。また、事務職員研修のあり方を見直し、内容
ステムを構築する。 の改善を図った 「資料編５参照」。

１８５．人事交流により得られる 全学的委員会等において、本学以 Ⅳ 国立大学協会東北地区支部に東北地区事務系職員等人事企画調整会
人材の育成、組織の活性化等の効 外の機関との職員の人事交流計画 議を設置し、同会議及び人事委員会で人事交流の在り方等について

、 。「 」果を一層高めるよう配慮しつつ、 を検討し、可能な事案から積極的 方針を定め この方針に基づき人事交流を行った 資料編６参照
他の国立大学法人、国立高等専門 に人事交流を進める。
学校機構、文部科学省及び地方公
共団体等との間で必要に応じて人
事交流を行う。

１８６．教育研究の技術的業務を 全学的委員会等において、技術職 Ⅲ 技術専門職員の専門的知識修得などを目的とした「教室系技術職員
直接的に担うことで教員を支援す 員の高度技術研修について調査・ 研修(専門研修) 、技術職員の技術向上と相互交流を図ることを目」
る技術職員の高度職業人としての 検討を進めるとともに、必要な準 的とした「総合技術研究会」を実施、また、理学研究科、工学研究
育成を図る。 備等を行う。 科、金属材料研究所、多元物質科学研究所では独自の研修等を実施

した。さらに、教室系技術職員代表者連絡会等にて17年度教室系技
術職員研修のブラッシュアップを検討した。

１８７．教職員の厚生支援体制の 全学的委員会等において、事務職 Ⅳ 教職員の厚生支援体制の整備の一環として、外部団体への委託によ
整備を図るとともに、業務の高度 員等の国内外機関等での研修制度 るセクハラ・健康・メンタルの電話相談の試行を平成16年11月から
化に対応するため、国内外機関等 に関する調査・検討を進めるとと 開始するとともに、学内保育所の平成１７年度開所に向け必要な準
での研修制度の充実に努める。 もに、必要な準備等を行う。 備を行った。また、人事戦略企画室において、民間企業（ＪＲ東日

本仙台支社）や私学等における研修制度の実情を調査し階層別、目
的別、専門別の体系的な研修に向けて必要な準備を行った 「資料。
編７参照」

○中長期的な観点に立った適切な
人員（人件費）管理に関する具体
的方策

１８８．教職員の業績及び能力の 全学的委員会等において、教職員 Ⅲ 人事戦略企画室において、教職員の評価を反映した給与制度につい
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評価を適切に反映できる給与制度 の評価を反映した給与制度や各部 て基本方針を策定するため、評価分析室との連携を図った。また、
を構築するとともに、各部局等に 局配置職員数・人件費総枠に関す 財務戦略企画室、人事戦略企画室及び財務・人事戦略企画会議にお
配置可能な教職員の上限数、総人 る基本方針を策定する。 いて、人件費の配賦・執行の在り方について検討した。
件費の運用枠を設定し、適切な人
件費の管理に努める。

１８９．人件費の有効かつ適切な 全学的委員会等において、大学院 Ⅲ 人事戦略企画室において、給与体系のあり方について検討に着手す
支出を行えるようにするため、教 手当を原資とする教員の教育負担 るとともに、大学院手当の見直しについては、平成１８年度実施に
員の教育負担・教育活動を適切に ・教育活動の評価に応じた給与体 向け全学教育を含めた教育及び学生指導に対するインセンティブ手
評価し、それに応じた給与体系の 系に関する基本方針を策定する。 当とすることなど、基本方針を策定した。
構築を図る。その一環として、大
学院教員に一律に支給されている
大学院手当の見直しを行う。

ウェイト小計
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
４ 事務等の効率化・合理化に関する目標

、 、 、・大学に求められる機能の維持・強化に必要な事務活動等を効率的に進める観点から 業務の範囲 担い手
活動の効率性、費用対効果等の関係を常に見直して、必要な措置を講じる。中
・本部、部局及び相互の事務分掌等について抜本的な見直しを図るとともに、適切な分担・共通化、部局内
の事務執行の合理化を推進し、効率的で機動性のある事務組織の編成と専門性の向上に努める。期
・事務等の情報化による窓口業務要員の削減や、銀行等への業務委託の推進により、効率化・合理化を目指
す。併せて、多様な事務情報を各種の要望に応じて迅速に検索・編集・提供できる柔軟で機動性ある体制の目
整備を目指す。
・大学運営に係る会議・委員会等の大幅な見直し・削減を行い、会議業務にかかわる事務等の効率化・合理標
化を図る。
・本部と各部局間で日常的に行われてきた連絡的業務の抜本的見直しにより、大学運営に係る多くの企画立
案業務や新たな課題への対応に事務職員が多くの時間を充当できるようにする。

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

○事務組織の機能・編成の見直し
に関する具体的方策

１９０．組織面と法的整備・情報 全学的委員会等において、全学 Ⅳ 中期計画推進室において、情報システムの全学的管理運用体制の構
セキュリティを含めた総合的な検 統合情報管理システムに関する 築について検討し、学内情報システムの整備の一環として、学生認
討に基づいて、個別に稼働してい 具体的な施策を審議するととも 証システムの開発を完了し、平成17年4月からの稼動を可能とした。
る事務用業務システムから全学統 に、必要な準備等を行う。 また、財務戦略企画室において、事務用業務システムの見直しを目
合情報管理システムへの移行を推 的に、事務処理の効率的・合理的執行について検討を行った 「資。
進する。 料編８参照」

１９１．窓口業務の効率化・予算 全学的委員会等において、全学 Ⅲ 中期計画推進室において、情報システムの全学的管理運用体制の構
執行の迅速化・学生サービスの向 統合情報管理システムに関する 築について検討し、全学統合情報管理システムに取り込むシステム
上を図るため、全学統合情報管理 具体的な施策を審議するととも の抽出及び同システムの管理運用体制について検討し必要な準備を
システムに人事・予算・会計・研 に、必要な準備等を行う。 行った。また、財務戦略企画室において、事務用業務システムの見
究情報・学務等の各システムを順 直しを目的に、事務処理の効率的・合理的執行について検討を行っ
次組み込むことを推進する。 た。

１９２．効率化・合理化を推進す 全学的委員会等において、事務 Ⅲ 財務戦略企画室において、事務業務の効率化・合理化の推進につい
るため、特定の事務業務について 業務の集約化・アウトソーシン て検討を開始し、平成１６年度は新たに病院当直、医事業務のアウ
は、必要に応じて全学的に集約化 グについて調査・検討を進める トソーシングを行った。また、教職員の厚生支援体制の整備の一環
あるいはアウトソーシングを行 とともに 必要な準備等を行う として、平成16年11月からセクハラ･健康･メンタル相談の試行を外、 。
う。 部団体に委託し、さらに広報コンセプト等企画案作成のためコンサ

ルタントを導入するなど、実施可能な業務についてアウトソーシン
グした。

、 、 、 、１９３．会議等に係る事務の効率 新たに必要となる委員会等を設 Ⅲ 役員会 教育研究評議会 経営協議会 部局長連絡会議等の開催は
化・合理化を図るために、総長あ 置するとともに、現行の委員会 必要最小限の回数となるように努めるとともに、電子メールを利用
るいは各部局長のリーダーシップ 等を見直し、整理・改編する。 した議事要録の事前確認などによる諸手続きの簡素化・効率化等を
を基本とする運営体制の確立に合 行った。また、学内共同教育研究施設ごとに設置していた運営委員
わせて、会議や委員会の整理・統 会を、教育基盤施設群運営委員会及び学術基盤施設群運営委員会に
廃合に努める。 統一する等の見直しを行うことで、関連事務業務などの効率化・合

理化を図った。

○複数大学による共同業務処理に
関する具体的方策

１９４．地域の複数大学等と協議 地域の複数大学等と連絡組織を Ⅲ 東北地区国立大学法人等会計部課長会議において、東北地区の各大
し、物品・サービス購入の一本化 設置して、物品・サービス購入 学等に対しアンケートを実施し、１２月に東北地区７大学と１高専
による効率化・合理化について推 の一本化について協議する。 の実務者による検討会を実施した。
進する。

１９５．職員等の資質向上のため 他大学と連絡組織を設置し、研 Ⅲ 東北地区人事担当課長連絡会にて意見交換を行った。また、国大協
の専門研修を他大学と共同して実 修計画・研修の講師養成等につ 東北支部会議で設置が承認された人事企画調整会議等で東北ブロッ
施する。 いて協議する。 クとして実施することが効果的である研修について検討を進めた。

○業務のアウトソーシング等に関
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する具体的方策

１９６．授業料納入、給与支給業 全学的委員会等において、業務 Ⅲ 財務戦略企画室において、事務の効率化・合理化及び経費削減の観
務等については、銀行等への業務 のアウトソーシングについて調 点から調査・検討し、必要な準備を行った。
委託を始め、学生寄宿舎、留学生 査・検討を進めるとともに、必
会館等の管理業務、駐車場・警備 要な準備等を行う。
・病院サプライ等のアウトソーシ
ングを積極的に図る。なお、アウ
トソーシングの導入に際しては、
大学の機能強化を前提に、費用対
効果の観点から総合的に考慮す
る。

１９７．教員の負担軽減の観点か 国際交流企画室等を中心に国際 Ⅲ 平成16年4月に国際交流部を設置するとともに、国際交流企画室に国
ら、国際交流関連事務業務等に関 交流関連事務業務等への専門職 際戦略本部構想ワーキンググループを設置し、文部科学省が公募し
して、必要な専門性を有する人材 員の配置、アウトソーシングに ている「大学国際戦略本部強化事業」への申請や専門職員の配置等
の配置を図るとともに、適切なア ついて調査・検討を進めるとと について検討を進めた。さらに、一部の国際交流関連事務業務につ
ウトソーシングに努める。 もに、必要な準備等を行う。 いて、人材派遣会社に委託し、３名が従事している。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項

① 執行部体制の確立 ⑨ 年俸制の導入
、 。 、法人化により大学運営に対する責任が増した総長が、戦略的トップマネジメントを推 外部資金によって採用する教員については 年俸制を導入した 先進医工学研究機構

進できるよう、６人の理事（中期計画、教育・学生支援、研究、社会貢献、人事、財務 環境科学研究科寄付講座、工学研究科寄付研究部門については、年俸制の教員を採用し
担当）及び大学評価、病院経営、キャンパス整備などの重要特定事項について担当する た （関連項目１７６）。
副学長あるいは総長特任補佐を、総長の判断によって設けることが可能な新たな補佐体

⑩ 特別手当の新設制を検討し、総長補佐体制を強化・整備した （関連項目１４６、１４７）。
特に顕著な貢献があると認める者に対するインセンティブ付与のため、外部資金によ

る特別手当を新設した （関連項目１７６）。
② 中央経費５％（約１３億円）の確保決定

⑪ 職員の能力向上策財務戦略企画室、人事戦略企画室及び財務・人事戦略企画会議を設置し、配分ルール
「 」、及び中央枠の確保について検討し、運営費交付金のうち約９億円を総長裁量経費として 技術専門職員の専門的知識修得などを目的とした 教室系技術職員研修(専門研修)

留保したほか、教員人件費の５％（約１３億円）を中央枠として確保することなどの基 技術職員の技術向上と相互交流を図ることを目的とした「総合技術研究会」を実施、ま
本方針を策定した （関連項目１５５） た、理学研究科、工学研究科、金属材料研究所、多元物質科学研究所では独自の研修等。

を実施した。また、教室系技術職員代表者連絡会等にて 年度教室系技術職員研修の17
ブラッシュアップを検討した。さらに、人事戦略企画室において、民間企業（ＪＲ東日③ 戦略スタッフ制度の創設

人事戦略企画室において 戦略スタッフ採用に関する基本方針を定めた これまでに 本仙台支社）や私学等における研修制度の実情を調査し階層別、目的別、専門別の体系、 。 、
人事担当の戦略スタッフ（人事担当）を採用、また、知的財産及び産学連携に関する有 的な研修に向けて必要な準備を行った （関連項目１８６、１８７）。
識者・専門家を民間から登用した （関連項目１５７）。

⑫ 全学生に適用できる電子認証システムの整備
、 、④ 監査機能の充実 中期計画推進室において 情報システムの全学的管理運用体制の構築について検討し

17 4会計検査院主催の「公会計監査フォーラム」など全国規模で開催された監査業務に関 学内情報システムの整備の一環として 学生認証システムの開発を完了し 平成 年、 、
する講演会や監査体制、監査手法等に関する説明会に職員を積極的に参加させ、また、 月からの稼動を可能とした。また、財務戦略企画室において、事務用業務システムの見
監査法人から監査業務に関する指導を受け、監査業務に従事する職員の専門性向上を図 直しを目的に、事務処理の効率的・合理的執行について検討を行った （関連項目１９。
った （関連項目１５９） ０、１９１、２１１）。

⑤ 戦略的なプロジェクト支援 ⑬ 調達事務の効率化等の推進
戦略的な学内資源配分の一環として 「文系の新しいプロジェクトの支援」として、 随意契約によることができる範囲を１６０万円から５００万円を超えないときまでに、

東北大学の「学問風土」の研究－知識移転のシステム構築－、東日本における方言研究 拡大し、調達事務の効率化を図った。また、清掃請負契約及び警備業務について複数年
・教育センターの構築に割り当てた （関連項目１６２） 契約を実施、近隣の宮城教育大学との間で協議を行い、調達物品 品目について、共同。 4

調達の契約を相互に実施し、調達事務の合理化を図った （関連項目１９２、１９４）。
⑥ テニュア制の導入

⑭ 業務運営の効率化人事戦略企画室において、本学におけるテニュア制度の基本方針について、検討し、
各部局での導入等に関する基本方針をまとめた。文学研究科等 部局において導入検 役員会、教育研究評議会、経営協議会、部局長連絡会議等の開催は、必要最小限の回10
討を開始した （関連項目１７４） 数となるように努めるとともに、電子メールを利用した議事要録の事前確認などによる。

諸手続きの簡素化・効率化等を行った。また、学内共同教育研究施設ごとに設置してい
た運営委員会を、教育基盤施設群運営委員会及び学術基盤施設群運営委員会に統一する⑦ 教員選考過程の透明性の確保

各研究科・研究所等は、学術領域の特性に配慮しつつ教員の選考過程の公表に関する 等の見直しを行うことで、関連事務業務などの効率化・合理化を図った （関連項目１。
検討を行い、その結果を踏まえて、教員の選考過程における透明性確保のための基本方 ９３）

16針 公募応募者からの情報開示請求等に対する対応策に必要な準備等を行った 平成、 。
年度は、理学研究科等８部局で教員選考過程の開示を行った （関連項目１７５）。

⑧ ユニバーシティプロフェッサー制度の創設
本学が世界的にトップレベルの研究及び教育を担う大学として、更なる発展的飛躍に

資するために世界中から第一線級の研究者を招聘し、部局の枠を超えた研究開発を行う
とともに高度な教育を実践するため、ユニバーシティプロフェッサー制度を創設した。
（関連項目１７６）

東北大学
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Ⅲ 財務内容の改善
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

・大学の頭脳を結集して新しい研究領域を生み出すための競争的資金確保に、全学的体制で取り組む。
・民間との共同研究推進等による外部資金確保に、積極的に取り組む。中

、 。・研究成果に基づく大学発のベンチャーの起業と大学への還元 技術移転機関の活用等を積極的に推進する
・卒業生や民間企業からの寄付、各種グッズ販売、出版会の業務の収益性増大等により収入増を図る。期
・独創的な教育研究分野で世界を先導するために、自己収入を積極的に確保することを目指して、各種の公
募型教育研究プログラム等に応募する教員を支援する全学的な体制の整備を図る。目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

、 、○科学研究費補助金 奨学寄附金
共同研究、受託研究等外部資金獲
得に関する具体的方策

１９８．研究推進室を中心に、戦 研究推進部等を中心に、各部局と Ⅳ 学内外からの、連絡・相談窓口を整備し、共同研究・受託研究の受
略的研究プログラムの企画・立案 連携・協力して共同研究、受託研 入れ等に係る各種要項等の制定、支援体制の整備を図り、これらの
を行う。 究の受入れ制度を整備し、産業界 制度、体制などをホームページに掲載し、産業界等への広報を積極

への広報活動を展開するととも 的に行っている。また、科学研究費補助金、科学技術振興調整費、
に、戦略的研究プログラムに関す 戦略的創造研究推進事業等の戦略的研究プログラムについて、調査
る調査・分析を行い、研究費の獲 ・分析を行い、申請の促進に努め、金額・件数の大幅な伸びにつな
得に必要な作業を行う。 がった 「資料編９参照」。

１９９．外部資金獲得増のため、 研究推進部等を中心に、プロジェ Ⅳ 研究推進部を中心に、プロジェクト研究等（２１ や科学研究COE
教員や研究グループのプロジェク クト研究の計画、公募の動きにつ 費等）の申請準備促進のため全学教職員に対し、事前説明会やヒア
ト研究申請に対する支援を行う。 いて調査して申請の早期準備を促 リングを実施し、国立大学法人が初の管理法人となるマッチングフ

すとともに、研究支援のための基 ァンド型研究プロジェクトを企画申請し、獲得した。また、産学連
本方針・具体的な施策を定め、必 携ポリシー、知的財産ポリシーを定めるとともに、研究推進支援体

。 、要な準備等を行う。 制を整備し研究契約の早期締結と早期研究開始を図った その結果
受託研究・共同研究の契約件数及び契約金額が対前年度と比較し大
幅な増加となった 「資料編１０参照」。

２００．得られた外部資金のオー 役員会を中心に、総長リーダーシ Ⅲ 外部資金のオーバーヘッド等を財源とした総長裁量経費から、重点
バーヘッドの一部を活用し、総長 ップ経費等の戦略的事項・重点基 基礎研究・若手研究者の萌芽研究等（特別教育研究経費申請準備経
のリーダーシップに基づいて、更 礎研究等への配分基準等について 費及びＣＯＥ等支援経費等）に支援し、また、更なる戦略的仕組み
なる戦略的な資金獲得、大学とし 基本方針を策定するとともに、可 について、財務・人事戦略企画会議で配分方針等を策定した。
ての重点基礎研究、若手研究者の 能な事案から速やかに実施する。
萌芽研究等の具体的な支援に活用
する。

、 、２０１．民間企業との共同研究、 研究推進部等を中心に、民間企業 Ⅳ 法人化に対応し 知的財産の大学帰属を基本とした柔軟な受託研究
受託研究等社会の要請する研究 との共同研究、受託研究等の社会 共同研究の受け入れシステムを整備し、実施した。新たな共同研究
を、公正なルールと契約に基づい 的役割について調査・分析すると モデルとして、研究者の人件費等を研究経費に盛り込んだ新構想を
て積極的に受け入れ、産業側のニ ともに、具体的な施策を定め、必 提案した。
ーズに的確に応えつつ外部資金確 要な準備等を行う。
保を進める。

○収入を伴う事業の実施に関する
具体的方策

２０２．本学の研究成果に基づく 研究推進・知的財産本部が特許を Ⅳ 知的財産部において、研究成果として創出される発明等の管理及び
特許収入、技術移転機関等を通し 管理し、企業に特許を実施させる 活用システムを構築し、㈱東北テクノアーチと技術移転に関する基

、 。「 」たベンチャー企業育成等による収 仕組みを整備するとともに、東北 本契約を締結し 発明等の積極的活用を図った 資料編１１参照
入増に努める。 テクノアーチとの連携によりベン

チャー企業育成を実施するために
必要な準備等を行う。

２０３．企業研究者等社会人を対 研究推進・知的財産本部を中心 Ⅳ 研究推進部において、企業研究者等社会人を対象とした専門分野の
MOST象とした専門分野の有料短期研修 に、有料短期研修セミナー等の開 有料短期研修セミナー等である東北大学先端研究セミナー、

東北大学
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セミナー開催等、収益源の多様化 催可能テーマ等について審議する （大学院工学研究科技術社会システム専攻）においてエクステンシ
を図る。 とともに、必要な準備等を行う。 ョンスクールを開講した 「資料編１２参照」。

２０４．病院事業に関しては、高 病院の経営戦略会議等において、 Ⅲ 経費節減策として、後発薬品の採用、医療材料採用品目の削減及び
度医療実施機関であると同時に教 経費削減及び収入増の方策につい 手術材料のキット化を図るとともに、省エネルギー推進委員会を設

。 、 、 、育研究機関であることを十分に考 て審議するとともに、可能な事案 置し節減策検討を開始した 一方 増収策として ＮＩＣＵの増床
慮した上で、収入と支出のバラン から速やかに実施する。 結石破砕装置の導入及びＣＴ、ＭＲＩの時間外稼働、包括医療の適
スの確保に努める。 正な収入を確保するために説明会の開催、マニュアルの作成及び包

括評価と従来の出来高払いの点数比較を行うシステムを開発するな
どして収入の確保に努めた。

２０５．大学で蓄積してきた独自 全学的委員会等において、サービ Ⅲ 財務戦略企画室において、社会へ提供可能なサービスについて検討
の技術・計測サービス機能等を集 ス業務の対象、社会に提供するサ するとともに、多元物質科学研究所等の特殊技術の有料提供等の試
約化した「テクニカルサポートセ ービス内容等について調査・検討 行を行った。
ンター（仮称 」を設け、そのサ を進めるとともに、必要な準備等）
ービスを社会に提供することなど を行う。
によって、事業収入の増加に努め
る。

２０６．入学検定料、入学金、授 標準額を参考に授業料等の学生納 Ⅲ 平成１６年度及び平成１７年度の入学検定料、入学金、授業料は標
業料等に関しては、国立大学の役 付金の額を検討し、設定する。 準額に設定した。ただし、平成１７年度設置の会計大学院（専門職
割を踏まえつつ適正な金額の設定 大学院）の授業料について検討の結果、標準額の１１０％に設定す
に努める。 ることとした。

○寄附収入の増大に関する具体的
方策

２０７．大学事業の公共性、公益 東北大学研究教育振興財団を通じ Ⅲ 東北大学研究教育振興財団を通して、例年通り、新入生の父母、同
性、母校の振興を通じた社会貢献 て、本学の研究・教育活動を、約 窓生（年毎に卒業年次を決めて依頼）及び企業を中心に募金活動を
等に期待する民間企業、卒業生等 １０万人の卒業生と１、０００社 行うとともに、平成１６年度は、平成１５年から開始した東北大学
からの寄附に対する受け入れシス の主要企業に知ってもらうための 創立 周年募金活動を積極的に行った。内訳は、学内教職員・元100
テムと窓口を整備し、継続的に寄 具体的な施策を検討する。また、 教職員･名誉教授・同窓生への個人募金約 万件及び企業募金約10
付を募り 大学基金の整備を図る 主旨を明確にし、直接寄附を受入 件である。、 。 1,500

れるシステムを整える。

ウェイト小計

東北大学
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Ⅲ 財務内容の改善
２ 経費の抑制に関する目標

・教育研究の機能強化を基本に、既存組織について見直しを行い、必要に応じて再編・集約化等を実現する
ことにより、管理的経費の削減を図る。中
・諸経費についてトータルミニマムの考え方により会議の数を大幅に廃止・削減するなどの合理化を図り、
節減する。期
・必要経費等の算定方式の見直しによりアウトソーシング等も含め、抑制に努める。

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

○管理的経費の抑制に関する具体
的方策

２０８．教育研究における大学の 全学的委員会等において、管理運 Ⅲ 事務文書の配付等の効率化を図る必要から、全学的文書管理システ
役割、社会に対する大学の使命等 営組織の再編・集約化等に関する ムの整備を目指し、法学研究科及び多元物質科学研究所において学
の視点から、既存組織の管理運営 調査・検討を進めるとともに、必 内モデルによる試行を実施した。また、財務戦略企画室において、
体制等について、必要に応じた再 要な準備等を行う。 経費節減及び事務の効率化・合理化について検討した。
編・集約化等により、管理的経費
の削減に努める。

２０９．管理経費の抑制を図るた 全学的委員会等において、会議の Ⅲ 平成 年度末までに設置されていた全学的委員会等の在り方を見15
め、会議を抜本的に見直し、真に 抜本的な見直しに関する調査・検 直し、新たに必要として設置した委員会等を加えても約１ ３の削/
必要な会議についても、合理的な 討を進めるとともに、可能な事案 減を行った。
開催方法の徹底に努める。 から速やかに実施することで、管

理的経費の抑制を図る。

２１０ 節水 廃棄物の発生抑制 環境保全委員会を中心に、各部局 Ⅲ 環境・安全委員会（平成１６年４月）を設置し、下部組織である環． 、 、
リサイクル、電力消費の抑制、省 と連携・協力して、廃棄物の発生 境保全専門委員会において省エネルギー・省資源に関する検討を開
エネルギー対策等を徹底し、実施 ・リサイクル、光熱水料の使用、 始するとともに、国立大学法人東北大学エネルギー管理に関する要
する。 エネルギー対策の実態等に関する 項（平成１６年５月）を策定し、エネルギー消費の低減に努めた。

調査・検討、具体的な施策を審議 また、財務戦略企画室において、資源ゴミ分別収集の徹底を図り、
するとともに、可能な事案から速 一般廃棄物処理費用の ％削減を達成した。研究・安全担当理事15
やかに実施する。 のもとに青葉山キャンパスエネルギー供給計画検討ワーキンググル

ープを設け、オンサイト型発電システムによるコジェネレーション
システム（自家発電機で電力と熱を供給するシステム）の導入によ

。「 」るエネルギーコスト削減が有効との結論を得た 資料編１３参照

全学的委員会等において、現行の Ⅲ 財務戦略企画室は中期計画推進室と連携し、事務用業務システムの
２１１．学内共通の全学統合情報 学内業務等の抜本的な見直しに関 見直しにあたり、経費節減及び事務の効率化・合理化が可能となる
管理システムを整備し、学務等の する調査・検討を進め、管理的経 事務処理のあり方について基本方針を策定した。また、学生サービ
窓口業務を含め学内業務に係る管 費の抑制に必要な準備を行うとと スの充実を図るため、教務情報システムなど学生が利用する既存の
理的経費の抑制を図る。 もに、学生サービス等の充実に必 システムの利便性を高めるため、学生認証システムを導入し、平成

要な情報管理システムの整備は、 １７年度稼動に向け必要な準備を行った。
費用対効果の視点から優先度の高
いものから実施する。

ウェイト小計
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Ⅲ 財務内容の改善
３ 資産の運用管理の改善に関する目標

・大学の資産である施設（土地及び建物等 ・設備を適切に確保しかつ有効に活用するため、戦略的かつ経）
営的視点に立って施設の整備、維持保全、管理運営を一体的に実施し、教育、研究環境の質的向上を図る。中
・大学の経営基盤である施設の長期利用を図るとともに、適切に維持管理するため、必要な財源を確保し、
資産の有効な運用を図る。期
・ソフトウェアや特許等の無形固定資産及び金融資産に関しては、外部の専門家の意見を取り入れながら、
国立大学法人の設置目的に対応した適切な運用とリスク管理を行う。目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

○資産の効率的・効果的運用を図
るための具体的方策

２１２．全学的な視点に立って資 担当理事を中心に、全学的視点に Ⅲ これまでの施設整備委員会を運用面も重視した施設整備・運用委員
産の運用管理に関連する委員会及 立つ施設マネジメントについて調 会に改組するとともに、事務体制を再編し、施設マネジメントの推
び事務体制を再構築し、施設マネ 査・検討を進め、具体的な施策を 進に対応すべく施設管理課を創設した。また、経営協議会及び役員
ジメントの導入等に対応する体制 定めるとともに、着手可能な事項 会で平成１７年度施設整備概算要求方針を定めた。
を整備する。 について速やかに施設マネジメン

トの導入を推進する。

２１３．部局単位のスペース配分 担当部署が、各部局と連携・協力 Ⅲ 共同利用スペース確保のための全学的定めをこれまでの「要綱」か
から全学的な統一基準による戦略 して施設のデータベース化を実施 ら「規程」に強化して整備面積の２０％以上を確保することを具体
的かつ効果的なスペース利用への するとともに、新営・改修施設の 的に規定し、共同利用スペースのレンタル制を導入するとともに、
転換を図るため、施設のデータベ 一定割合を有効利用規程に基づく 新営・改修施設の一定割合を共同利用スペースとして確保した。ま
ース化及び点検評価による弾力的 共同利用スペースとし、可能な事 た、全部局と連携して施設のデータベース作成に着手した 「資料。
なスペース配分システムを構築す 項から速やかに共同利用スペース 編１４参照」
る。また、レンタル制による共同 のレンタル制導入を推進する。
利用スペースの確保に努め、萌芽
的研究に対する支援を機動的に行
う。

２１４．大学の施設（会議室、講 担当部署が、各部局と連携・協力 Ⅲ 資産開放を前提とする施設活用を目標に全部局と連携して施設のデ
義室、駐車場等）を教育研究に支 して活用データベースを構築する ータベース作成に着手した。
障のない範囲で広く一般市民の利 とともに、資産開放における基本
用に供し、資産の効率的運用を図 方針を策定する。
る。

２１５．大型設備等の利用・整備 担当部署が、各部局と連携・協力 Ⅲ 大型・特殊装置を学内で共有し、効率的な維持管理を行うために東
については、全学的な視点による して共用可能な大型設備等の特 北大学高等研究教育基盤技術センター設置構想委員会を設置し、既
利用者負担制度・全学的支援制度 定、利用負担等の管理運営に関す 設設備の共有化・効率的維持管理・新規設備の整備に必要な検討を
を含む管理運営システムの構築を る実態調査を進めるとともに、負 行った。
図る。 担制度の基本方針を策定し、必要

な準備等を行う。

２１６．資産の有効な運用を図る 担当部署が、各部局と連携・協力 Ⅲ 施設部施設管理課において、施設維持保全に関する調査方針を決定
、 、 。ため施設の維持管理について、運 して本学所有施設の維持管理に必 し 平成１６年１０月 施設維持保全に関する全学調査に着手した

営費交付金及び各種の学内経費等 要な経費等の実態調査を進めると
の多様な財源等を活用して必要な ともに、効率的な配分システムの
経費を確保するとともに、効率的 構築に関する基本方針を策定し、
な配分システムを構築する。 必要な準備等を行う。

２１７．施設設備の機能保全・維 全学的委員会等において、施設整 Ⅲ 施設部施設管理課において、施設維持保全に関する調査方針を決定
持管理に関し、インフラ設備の更 備の維持管理・更新や改修に関す し、平成１６年１０月、施設維持保全に関する全学調査に着手する
新・改修等の整備計画を策定し、 る具体的な計画を策定するととも とともに、施設の更新・改修について各部局の実情を把握しつつ、
その実現に努める。 に、逐次計画の実現に努める。 概算要求などを通して対応することとした。
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２１８．ソフトウェアや特許等の 無形固定資産については研究推進 Ⅲ 知的財産部において、ソフトウエアや特許等の無形固定資産を一元
無形固定資産及び金融資産を一元 ・知的財産本部が一元管理し、金 管理することとした。また、主力銀行のファームバンキングの導入
管理する体制を確立する。 融資産については財務部に資金管 により寄附金を含めた資金の一元化管理を実施し保有資金の安全管

理課を設置し、一元管理する体制 理を図ると共に、物件費の支払いを集約することによって振込手数
とする。 料の節減を図った。さらに、資金管理委員会を設置しペイオフ対策

等の安全な資金管理を図るとともに、教育研究の円滑化を図るため
に一元化管理した資金により研究費の立替制度を実施した。

２１９．外部の専門家の意見を取 本部事務機構内に施設・安全管理 Ⅲ 施設・安全管理企画室を設置し、リスク管理等に関する調査方針を
り入れつつ、これらの資産の有効 企画室を設置し、リスク管理体制 決定し、平成１６年１０月土地及び建物リスクに関する全学調査に
活用を図るとともに適切なリスク を整備する。また、アドバイザー 着手した。一方、危機管理体制の整備のため危機管理委員会を設置

、 、管理体制を整備する。なお、管理 ・専門家の意見を取り入れ、適切 するとともに 財産保険など国大協の総合損害保険に加入したほか
等は 適切な民間企業等に委託し な保険に加入するとともに、金融 自動車保険及び医師賠償責任保険等に加入しリスク管理体制を整備、 、
適切かつ合理的な運営に努める。 資産については、メインバンクに した。

委託する。

、「 、 」２２０．図書館、総合学術博物館 担当部署が、関連部局と連携・協 Ⅲ 附属図書館においては 江戸の数学―いま 和算がおもしろいー
等の一般公開を拡大・促進すると 力して料金 時間帯 展示方法等 等の企画展を実施した。また、所蔵している文庫等のマイクロフィ、 、 、
ともに、図書館等で所蔵する貴重 利用しやすい仕組みを検討し、事 ルム複製版の頒布及びオンデマンド出版について企業とタイアップ

。 、 、な資料等の計画的な複製出版によ 業化の可能性について検討すると して行うための検討に着手した 一方 総合学術博物館においては
って、資産の効率的運用を図る。 ともに、必要な準備等を行う。 まだ専用の建物が整備されていないので、理学研究科・薬学研究科

、 、 。また、公開にふさわしい広報、閲 と共催で植物園において 企画展 一般向け公開講演会を開催した
覧、セキュリティシステム等の体 また、標本館の展示の入れ替え、小企画展や特別展の開催、ポスタ
制及び施設の整備に努める。 ーや広告、ホームページでの広報などに努めた。

ウェイト小計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅲ 財務内容の改善に関する特記事項

① 国立大学法人が初の管理法人となるマッチングファンド企画
研究推進部を中心に、プロジェクト研究等（２１ や科学研究費等）の申請準備COE

促進のため全学教職員に対し、事前説明会やヒアリングを実施した。また、国立大学法
人が初の管理法人となるマッチングファンド型研究プロジェクトを企画申請し、獲得し
た （関連項目１９９）。

② 各種委員会・各種会議等の大幅な削減
平成 年度末までに設置されていた全学的委員会等の在り方を見直し、新たに必要15

として設置した委員会等を加えても約１３の削減を行った。/
文学研究科等２２部局で副研究科長あるいは副所長等の部局長補佐体制を整備した。

一方、従来型の教授会の開催数を減少させた。
役員会、教育研究評議会、経営協議会、部局長連絡会議等を設置した。また、学内共

同教育研究施設ごとに設置していた運営委員会を、教育基盤施設群運営委員会及び学術
基盤施設群運営委員会に統一する等の見直しを行った （関連項目１５１、１９３、２。
０９）

③ 高等研究教育基盤技術センター等の設置構想
学内の教育研究環境を整備しつつ最大限の研究成果が得られるよう大型・特殊装置の

共有、効率的な維持管理を行う高等研究教育基盤技術センターを設置構想するため、同
、 、 。 、センター設置構想委員会を設置 同委員会を計４回開催し 設置構想を検討した 一方

、 、全学委員会である東北大学医工学将来構想検討委員会を設置 同委員会を計３回開催し
学内横断的な新たな教育研究組織として、大学院医工学研究科等の設置について検討し
た （関連項目１２０、２１５）。

④ 金融資産の一元管理体制の確立
主力銀行のファームバンキングの導入により寄附金を含めた資金の一元化管理を実施

し保有資金の安全管理を図ると共に、物件費の支払いを集約することによって振込手数
料の節減を図った。また、資金管理委員会を設置しペイオフ対策等の安全な資金管理を
図るとともに、教育研究の円滑化を図るために一元化管理した資金により研究費の立替
制度を実施した （関連項目２１８）。

東北大学
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Ⅳ 自己点検・評価及び情報提供
１ 評価の充実に関する目標

・一定期間ごとに自己点検評価を実施し、収集整理した情報を一般公開して説明責任を果たすとともに、外
部評価を定期的に実施し、そこで得られた学外の有識者等の意見・助言を積極的に受け止め、運営の改善・中
充実を図る。
・学術領域や研究対象等の多様性を基本とする総合大学として、各部局及び全学の評価の充実とその連携的期
活用を進めることによって、各部局の独自の活動・情報発信と、全学的な戦略との統一性を確保できるよう
にする。目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

○自己点検・評価の改善に関する
具体的方策

２２１．本学全体の教育研究・管 担当部署が、関連部局と連携・協 Ⅲ 文部科学大臣により選任された会計監査人と会計監査契約を締結
理運営等の充実に努め、学内外の 力して外部監査に関する規程等を し、会計監査人による全部局を対象とした法定監査を３回実施し、
有識者等の意見・助言等のみでな 策定するとともに、公認会計士等 会計処理に対しての指導・助言等を受けた。平成１６年度に係る財
く、公認会計士等による財務内容 による財務内容や管理運営に関す 務諸表等の監査終了後には監査報告書を公表（次年度）する。
や管理運営に関する外部監査を受 る外部監査を実施し、その結果を
け、その結果を公開する。 公表（次年度）する。

２２２．部局ごとの自己点検・評 評価分析室等を中心に、第三者機 Ⅲ 評価分析室内に「認証、中期目標・計画」作業班を設置し、各部局
価は、中期目標・中期計画期間内 関による外部評価の点検項目につ との連携を図り、大学認証評価等の関係機関評価に対応する評価基
に行われる関係機関等による全学 いて調査・分析し、各部局と連携 準項目の点検・検討と、自己点検評価との連動に関しての学内統一
や部局の外部評価等との整合性を ・協力して自己点検評価との整合 基準を策定した 「資料編１５参照」。
とって、効率的に実施する。 性を維持するための学内における

統一的基準を速やかに策定する。

２２３．教育研究に関する個人及 評価分析室等を中心に、各部局と Ⅲ 大学情報データベースを活用して、教育・研究に関する個人及び部
び部局の評価データ・情報の基準 連携・協力して、学内の統一的基 局の評価等に資するため、評価分析室内に設置した「認証、中期目
化・データベース化を図る。 準に基づく「東北大学評価データ 標・計画」作業班が各部局との連携を図り、評価項目の点検と学内

ベース」を作成する。 統一基準を策定した 「資料編２参照」。

、 、２２４．評価結果は、インターネ 評価分析室等を中心に、公開基準 Ⅲ 評価分析室に作業班を設置して 評価結果公開基準について検討し
ットで公開するとともに、継続的 に関する検討を行い、基本方針を 大学及び部局の自己点検・評価結果は原則として公開する方針とし
な改善に資するため自己点検評価 策定する。 て、部局毎の評価結果に関する公開基本方針や公開規定の策定を検
の過程で活用する。 討することとした。

○評価結果を大学運営の改善に活
用するための具体的方策

２２５．全学的に統一管理を実現 学内の統一的基準に基づいて各部 Ⅲ 中期目標・中期計画の達成度評価に必要なデータを収録する学内統
した個人及び部局の評価データベ 局が、中期目標・中期計画及び年 一基準に基づく大学情報データベースシステムを構築し、各教員に
ースについては、教員・部局ごと 度計画等に含まれる事項に関する よる入力を開始した。また、評価分析室に設置した「大学情報デー
に整理・集計を行い、その結果は 「東北大学評価データベース」を タベース運用」作業班を中心に、各部局のデータベース運用責任者
自己評価報告書として一般公開す 作成する また 各部局において との連携を基に、大学情報データベースから個人、部局がデータの。 、 、
る。中期目標・中期計画等につい 個人及び部局の評価データベース 抽出、帳票を行うためにツール構築に着手した。
ても、データベース化し、一般公 を自己評価報告書として一般公開
開する。 するための公開基準に関する検討

を行い、基本方針を策定する。

２２６．評価結果のフィードバッ 全学的な委員会・作業部会等を設 Ⅲ 財務・人事戦略企画室会議において、評価結果に基づき傾斜配分す
ク体制を充実し、教員への資金重 置して、評価結果のフィードバッ る経費とその評価の基本方針を策定した。また、一部の経費につい
点配分等のインセンティブ付与制 ク体制の整備、インセンティブ付 て、その趣旨に基づき傾斜配分を実施した。
度の確立を図る。 与基準等について審議し、基本方

針を策定するとともに、必要な準
備等を行う。

ウェイト小計
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Ⅳ 自己点検・評価及び情報提供
２ 情報公開等の推進に関する目標

・情報公開を一層推進することで、主たる財政基盤を国民に負う国立大学法人としての説明責任を果たし、
教育研究活動に対する理解が得られるように努める。中
・大学の教育研究の成果たる学術情報をデータベース化して、積極的に社会の利用に供する。
・図書館、総合学術博物館等の一般への公開を進める。期
・東北大学の優れた教育研究活動とその成果を広く社会に周知し、社会の幅広い理解と支援を得るために、
広報及びその企画に関する体制を整備し、教育研究活動等の広報の充実を図る。目
・教育研究機関としての個性とアイデンティティーを地域及び社会に対し、積極的に広報する。

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

○大学情報の積極的な公開・提供
及び広報に関する具体的方策

２２７．役員会、経営協議会、教 役員会、経営協議会、教育研究評 Ⅲ 役員会、経営協議会、教育研究評議会の議事要録をホームページに
育研究評議会等の議事要録につい 議会等の議事要録をホームページ 公開した。また，教職員及び学外の有識者によって構成される広報
ては、原則として一般公開し、大 等に公開する。 企画室を設置して、ＨＰ及び各種の広報誌を通じて大学の経営情報
学運営の透明性を確保する。 を社会に的確且つ迅速に伝達する体制を整備した。さらに、本学の

経営情報を社会に広報し、また、報道関係者から本学の経営のあり
方についての意見を聞くために、総長及び広報担当理事が、随時、
東京及び仙台で記者懇談会を実施した。

、 、２２８．本学の優れた教育研究活 広報企画室を中心に、ブランドイ Ⅲ 広報企画室における検討結果に基づいて ブランドイメージの作成
動とその成果をデータベース化し メージと広報コンセプト等につい 広報コンセプト等企画案作成のためコンサルタントを導入した。具

100て、社会が容易に認識できるよう て審議し、基本方針を策定すると 体的な施策の一環として国際的視点に立つ ロゴマーク の作成「 」 、
。 、にするため、地域社会及びマスメ ともに、国内外での戦略的広報活 周年記念事業実行委員会との合同による広報活動を実施した また

ディアの協力も得て、本学の「ブ 動に必要な準備等を行う。 本学の広報誌、パンフレット等の見直し、ロゴマーク活用等を目的
ランドイメージ」と広報コンセプ としたメディア企画調整委員会を設置した。
トを確立し、国内外で戦略的広報
活動を積極的に展開する。

２２９．大学の教育研究活動や学 広報企画室を中心に、関連部局と Ⅲ 広報企画室における検討結果に基づいて、本学が所有する文化的資
内の文化的資源の、一般市民への 連携・協力して公開施設、公開方 源を基に魯迅留学 周年記念特別展の実施、関連施設・資料の公100
公開を進める。 法等に関する具体的な施策を審議 開を実施した。

するとともに、可能な事案から速
やかに実施する。

２３０．本学の歴史を整理すると アドミッションセンター運営委員 Ⅳ アドミッションセンター運営専門委員会の下にオープンキャンパス
ともに、オープンキャンパスを積 会を中心に、各部局と連携・協力 実施委員会を設置し、前年度までの反省点を踏まえ、全体的な実施
極的に企画・実施し、一般市民へ してオープンキャンパスを積極的 内容を検討・企画した。それに基づいて、前年度参加部局に４独立
の公開を進める。 に企画・実施する。 研究科を加え、文学研究科等１６部局でオープンキャンパスを実施

（平 ～ ）した。また、オープンキャンパスとは別に、附16.7.29 30
置研究所等（５研究所、１センター）の一般公開（片平まつり平

～ ）を実施した。その結果、公開内容が多様化し、前回16.10.10 11
（平成１４年度開催）の約 ． 倍の入場者数を記録し、参加者か1 5
ら好評を博した 「資料編１６参照」。

２３１．英語等外国語による広報 広報企画室を中心に、外国語ホー Ⅲ 広報企画室を中心に、英文ホームページを作成し公開を行うととも
メディアを充実するとともに、国 ムページ及び国外での研究フォー に、ケンブリッジフォーラム(平成16年6月10日～11日)、国際大学
外での研究フォーラムや留学フェ ラムや留学フェアの充実について 交流セミナー（平成16年10月25日～11月5日 、魯迅先生東北大学）

（ ） 。 、ア等を開催し、本学の教育研究活 調査・検討し、必要な準備等を行 留学１００周年記念式典 平成16年10月23日 等を開催した また
動を国際的に紹介する。 う。 欧州各国等在日科学アタッシェによる大学訪問(平成16年10月25

日 、研究内容・施設等の説明を行った。）

２３２．受験生、保護者、高校、 広報企画室を中心に、各部局と連 Ⅲ 広報企画室及びメディア企画調整委員会は、大学、各部局で発行す
本学卒業生及び後援会等に対する 携・協力して作業部会を設置し、 る広報誌、パンフレット等のデザインの統一化を図る準備に着手し
大学情報の積極的な広報活動を推 実態の把握、統一基準の策定、広 た。また、百周年記念事業室等と協力し記念キャンペーン事業とし

東北大学
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東北大学

進する。 報範囲の拡大等について調査・検 てロゴマーク作成及びメールマガジン制作のための作業部会を設置
討し、必要な準備等を行う。 するとともに、各部局等との協力・連絡・調整網を整備し積極的な

広報活動を推進するための広報連絡会議を設置した。

ウェイト小計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅳ 自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項

① 評価基準、公開の基本方針等の整備
評価分析室内に「認証、中期目標・計画」作業班を設置し、各部局との連携を図り、

大学認証評価等の関係機関評価に対応する評価基準項目の点検・検討と、自己点検評価
との連動に関しての学内統一基準を策定した （関連項目２２２、２２３）。

② 監査機能の充実
文部科学大臣により選任された会計監査人と会計監査契約を締結し、会計監査人によ

る全部局を対象とした法定監査を３回実施し、会計処理に対しての指導・助言等を受け
。 （ ） 。た 平成１６年度に係る財務諸表等の監査終了後には監査報告書を公表 次年度 する

（関連項目２２１）

③ 学外有識者の採用
外部からの非常勤理事２名（１名はスタンフォード大学の 教授 、Richard B. Dasher ）

経営協議会における外部の有識者１３名を採用するとともに、経営協議会及び役員会の
開催を原則的に東京分室で行った。これによって、多数の外部有識者の経営協議会への
参加が実現し、法人に対する貴重な助言を受けることが出来た。なお、開催は、法人と
しての予算案決定、概算要求事項の決定などの前に設定し、経営協議会の議事録は、公
開した （関連項目２２７）。

④ オープンキャンパス等の実施
アドミッションセンター運営専門委員会の下にオープンキャンパス実施委員会を設置

し、前年度までの反省点を踏まえ、全体的な実施内容を検討・企画した。それに基づい
て、前年度参加部局に４独立研究科を加え、文学研究科等１６部局でオープンキャンパ
スを実施（平 ～ ）した。また、オープンキャンパスとは別に、附置研究所等16.7.29 30
（５研究所、１センター）の一般公開（片平まつり平 ～ ）を実施した。そ16.10.10 11
の結果、公開内容が多様化し、前回（平成１４年度開催）の約 ． 倍の入場者数を記1 5
録し、参加者から好評を博した。

東北大学
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Ⅴ その他の業務運営に関する重要事項
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標

・ 研究中心大学」及び「世界と地域に開かれた大学」として、機能性、快適性、歴史性、文化性、国際性「
を備えた知的創造活動や知的財産の継承の場にふさわしいキャンパス環境を創出する。中
・最先端の教育研究拠点として、国際的に遜色のない水準の教育研究環境の形成と維持のため、豊かな学生
生活を過ごす基盤となる施設の充実を図る。期
・先端的・独創的研究を推進するため、全学的な視点で重点的・戦略的なスペースの充実を図る。
・施設整備における財源の多様化及び新たな発想に基づく整備手法の導入に積極的に取組む。目
・環境に配慮したキャンパス創りの観点から、省エネルギー・省資源対策、リサイクル・廃棄物対策等を進
める。標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

○施設等の整備に関する具体的方
策

２３３．本学のキャンパス将来構 全学的委員会等において、キャン Ⅲ キャンパス将来計画委員会を設置し、理事（特命事項担当）を座長
想に基づき 教育研究機能の強化 パス将来構想に関する検討を行 とする「新キャンパス構想検討作業グループ」において、キャンパ、 、
将来的な発展、地域社会との連携 い、基本方針を策定する。 ス将来構想に関する基本方針の検討を行った。
に資するキャンパス計画に関する
基本的な考え方を策定する。

２３４．主要キャンパスを片平地 全学的委員会等において、キャン Ⅲ 理事（特命事項担当）を座長とする「新キャンパス構想検討作業グ
区、星陵地区、青葉山・川内地区 パスの移転・整備計画を策定する ループ」において、新キャンパス整備計画の検討を行うとともに、
の３ヵ所に再編するとともに、青 とともに、土地の取得等について 新キャンパスに係る環境アセスの事前調査等の必要な準備に着手
葉山キャンパスに隣接する新たな 関係機関との協議を行う。 し、新キャンパス用地の取得等について、宮城県等の関係機関と協
キャンパスを取得・整備するため 議を行った。
に、具体的なキャンパス整備計画
を策定し、その実現に努める。

２３５．学都仙台にふさわしい最 全学的委員会等において、キャン Ⅲ 理事（特命事項担当）を座長とする「新キャンパス構想検討作業グ
先端の教育研究拠点として、歴史 パスの移転・整備計画を策定する ループ」において、新キャンパス整備計画の検討を行うとともに、
的建築物や緑地保全にも配慮した とともに、関係機関との協議を行 仙台市等の関係機関と協議を行った。
地域連携型のキャンパスづくりを う。
進める。郊外に位置するキャンパ
スは、既存の自然環境に配慮した
「自然共生型」として位置付け、
市街地に位置するキャンパスは、
都市とのかかわりに配慮した「都

」 。市公園型 を基本として整備する

「 」 、２３６．施設整備に関する国のグ 施設整備計画に基づいて実施す Ⅲ 国立大学等施設緊急整備５ヵ年計画 に基づき工学系総合研究棟
ランドデザインに沿って施設整備 る。 材料・物性総合研究棟、病棟の整備を進めた。また、国際交流にも
を推進するとともに 産学官連携 関連する（三条）学生寄宿舎整備、並びに男女共同参画の推進の一、 、
研究者交流、国際交流等に必要な 環として川内地区に保育所を設置するために必要な準備等を行っ
施設の充実を図る。また、耐震補 た。
強、ユニバーサルデザインの導入
など今日的課題の対応に努める。

２３７．学生の教育研究活動を直 施設整備計画に基づいて実施す Ⅲ 福利厚生施設として青葉山キャンパスの食堂２ヶ所を改修増築し、
接的に促す施設の整備を図るとと る。 キャンパスライフの向上を図った。
もに、人間形成の場となる交流ス
ペース、福利厚生施設、屋外環境
施設等の充実に努める。

○施設設備の有効活用及び維持管
理に関する具体的措置

２３８．施設マネジメントを徹底 全学的委員会等において、全学的 Ⅲ 施設整備・運用委員会を設置し、施設マネジメントの調査・検討を

東北大学



- 53 -

し、民間手法も参考に施設整備と 視点に立つ施設マネジメントにつ 行った。また、共同利用スペース整備規程を制定し、これを踏まえ
PFI運営管理を一体的に行う。 いて調査・検討を進め、具体的な た各部局における共同利用スペース内規等を整備した。一方、

施策を審議するとともに、可能な 方式により（三条）学生寄宿舎の事業者を選定し約３７％のバリュ
事項から速やかに施設マネジメン ー・フォー・マネーを得た。
ト導入を推進する。

２３９．プロジェクト研究等に対 担当理事を中心に、共同利用スペ Ⅲ 共同利用スペース整備規程を制定し、これを踏まえた各部局におけ
応した共通利用スペースを整備 ースの獲得に努める。また、担当 る共同利用スペース内規等を整備した。また、共同利用スペースの
し、戦略的優先度を踏まえて利用 部署が関連部局と連携・協力して レンタル制を導入するとともに、新営・改修施設の一定割合を共同
に供するとともに、保有施設の弾 新営・改修施設の一定割合を有効 利用スペースとして約１５，０００㎡確保して、運用を開始した。
力的使用の拡大により教育研究ス 利用規程に基づく共同利用スペー
ペースの有効活用を促進する。 スとし、可能な事項から速やかに

共同利用スペースのレンタル制導
入を推進する。

２４０．競争的資金や寄附金等の 新たな整備手法の導入のための調 Ⅲ 三条地区における学生寄宿舎のＰＦＩ事業の具体的な手順、実施方
外部資金の活用、ＰＦＩ( 査・検討を進め、必要な準備等を 針を公表（平成１６年５月 、要求水準書（案）を公表（平成１６Private ）

)の採用など新た 行う。 年７月 、事業者の選定及び公表（平成１６年１２月 、協定の締Finance Initiative ） ）
な整備手法の導入に積極的に取り 結（平成１７年３月）を実施した。
組むこととし、具体には三条地区
の学生宿舎をＰＦＩ事業として確
実に推進する。

２４１．関係法令及び国等の施策 担当理事を中心に、関係委員会、 Ⅲ 財務戦略企画室において、省エネルギー・省資源対策、リサイクル
に則り、省エネルギー・省資源対 各部局と連携・協力して、廃棄物 ・廃棄物対策等に関する実態を調査し、資源ゴミ分別収集の徹底を
策、リサイクル・廃棄物対策等に の発生、リサイクル、光熱水料の 図り、一般廃棄物処理費用の軽減に努めた。また、省エネルギー法
関する実施計画を策定し実施する 使用、エネルギー対策の実態等に 対応として管理標準作成のための説明会を実施、国等による環境物
とともに、結果を的確に把握し学 関する調査・検討、具体的な施策 品等の調達に関する法律を踏まえた環境物品等の調達の推進を図る
内に周知する。 を審議するとともに、可能な事案 ための方針を策定し公表した。研究・安全担当理事のもとに青葉山

から速やかに実施する。 キャンパスエネルギー供給計画検討ワーキンググループを設け、オ
ンサイト型発電システムによるコジェネレーションシステム（自家
発電機で電力と熱を供給するシステム）の導入によるエネルギーコ
スト削減が有効との結論を得た 「資料編１３参照」。

ウェイト小計

東北大学
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Ⅴ その他の業務運営に関する重要事項
２ 安全管理に関する目標

・教育研究活動における安全と健康を確保するため、事故等に適切に対応した全学的体制の整備を図るとと
もに、関係法令等に則り、適切な対策を講ずる。中
・キャンパスにおける安全確保のため、適切な防災対策及び防犯対策を講ずる。
・大学の知的資源を最大限活用して、情報ネットワーク・知的財産等のセキュリティに対する全学的仕組み期
を充実する。

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

○労働安全衛生法等を踏まえた安
全管理・事故防止に関する具体的
方策

２４２．関係法令等の趣旨を踏ま 施設・安全管理企画室を中心に、 Ⅲ 全学的な安全衛生体制の充実を図るために細分化して事業場（２５
え、全学的な安全衛生管理体制を 各部局と連携・協力して作業環 事業場）を設置した。施設・安全管理企画室を設置し、安全衛生環
整えるとともに、安全衛生環境の 境、衛生環境の場所の確認・点検 境等の充実に努めるために実験室等の改善状況調査及び改善勧告を
充実に努める。 を実施するとともに、必要な準備 行った。また、学内作業環境測定（１５７件）を実施するとともに

等を行う。 工場等における機械等の安全措置を調査した。

２４３．総合的な安全衛生対策を 施設・安全管理企画室を中心に、 Ⅲ 施設・安全管理企画室を設置し、総合的な安全衛生対策等を行なう
推進するため、資格を有する安全 関係事務部と共同して、各部局へ ために２５事業場への資格を有する安全管理責任者の適正配置を行
管理責任者の適正配置、教職員等 の資格を有する安全管理責任者の った。また、全学の安全衛生管理指針を作成し、全学教職員に配布
に対する安全教育の徹底、並びに 適正配置、教職員等に対する安全 のうえ周知の徹底を行い、外部講師として、労働安全衛生コンサル
各種マニュアルの作成等を行う。 教育の実施、並びに各種マニュア タントより安全・衛生管理者に対する安全教育を実施した。

ルの作成等を実施するとともに、
必要な準備等を行う。

２４４．関係法令等に則り、化学 施設・安全管理企画室を中心に、 Ⅲ 施設・安全管理企画室を設置し、２５事業場と連携・協力して実験
物質及び放射性物質等の適切な管 各部局と連携・協力して指導改善 室等の安全標識掲示の徹底を図った。また、化学物質等の適切な管
理を行うとともに、廃棄物の適正 体制の整備、管理状況の調査、マ 理を行なうための危険物質総合管理システム整備計画を作成し、自
な処理を図る。 ニュアルの整備、一斉点検を実施 主検査が必要な特定機械の点検マニュアルの作成に着手した。

するとともに、必要な準備等を行
う。

２４５．情報の安全対策として、 情報基盤委員会を中心に、各部局 Ⅲ 東北大学情報ネットワークセキュリティ委員会を設置し、各部局と
情報ネットワークセキュリティ・ と連携・協力して情報ネットワー 連携して情報ネットワークセキュリティ・ポリシーの策定及びセキ
ポリシーを策定するとともに、セ クセキュリティ・ポリシーを策定 ュリティ確保に必要な措置に関し検討を行った。
キュリティ維持の専門家等を配置 するとともに、専門家の配置等に
して運用体制を整備する。 ついて検討し、必要な準備等を行

う。

○学生等の安全確保等に関する具
体的方策

２４６．学生に対する傷害保険の 施設・安全管理企画室を中心に、 Ⅲ 施設・安全管理企画室を設置し、学生に対して傷害保険の加入状況
加入、安全教育の徹底、安全意識 各部局と連携・協力して学生に対 の調査を行った（加入率、文系平均９１％、理系平均９３％ 。ま）
の向上、学生の安全確保のための する傷害保険の加入勧奨、安全教 た、２５事業場と連携して学生生活における安全の手引きを作成す
対応体制の強化、マニュアルの整 育の実施、安全意識の啓蒙、学生 るとともに、実験などの安全管理が必須である理系部局では、それ
備に努める。 の安全確保のための対応体制の強 ぞれ独自に学生・職員に対する安全教育を実施した。

化、マニュアルの作成等を実施す
、 。るとともに 必要な整備等を行う

２４７．学生及び教職員等の安全 施設・安全管理企画室を中心に、 Ⅲ 施設・安全管理企画室及び危機管理委員会を設置し、災害時の安全
確認、安全確保及び防災意識の向 各部局と連携・協力して安全管理 対策の徹底等、危機発生時の連絡体制を整備した。また、災害対策
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上のため、災害発生時における全 マニュアルの作成、災害時におけ マニュアルの手引きを作成し、全事業場と連携して防災訓練等を実
学的な安全対策マニュアルの作成 る避難訓練や防災訓練等を企画 施した。
や防災訓練等を実施する。 し、実施する。

２４８．必要な防犯設備の整備と 関係事務部を中心に、各部局と連 Ⅲ 防犯・警備体制の対応状況を調査し、全事業場について必要な整備
して、建物及び屋外環境における 携・協力して防犯・警備対応体制 を行った。
防犯・警備対応の体制を整備す を整備し、防犯設備の点検等を企
る。 画し、実施する。

ウェイト小計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅴ その他の業務運営に関する重要事項に関する特記事項

① 方式による事業の推進PFI
施設整備・運用委員会を設置し、施設マネジメントの調査・検討を行った。また、共

同利用スペース整備規程を制定し、これを踏まえた各部局における共同利用スペース内
規等を整備した。一方、 方式により（三条）学生寄宿舎の事業者を選定し約３７％PFI
のバリュー・フォー・マネーを得た。
「国立大学等施設緊急整備５ヵ年計画」に基づき工学系総合研究棟、材料・物性総合

研究棟、病棟の整備を進めた。また、国際交流にも関連する（三条）学生寄宿舎整備、
並びに男女共同参画の推進の一環として川内地区に保育所を設置するために必要な準備
等を行った （関連項目２３６、２３８）。

② 共同利用スペースの確保
共同利用スペース整備規程を制定し、これを踏まえた各部局における共同利用スペー

ス内規等を整備した。また、共同利用スペースのレンタル制を導入するとともに、新営
・改修施設の一定割合を共同利用スペースとして約１５，０００㎡確保して、運用を開
始した （関連項目２３９）。

③ 省エネルギー・省資源対策
財務戦略企画室において、省エネルギー・省資源対策、リサイクル・廃棄物対策等に

関する実態を調査し、資源ゴミ分別収集の徹底を図り、一般廃棄物処理費用の軽減に努
めた。また、省エネルギー法対応として管理標準作成のための説明会を実施、国等によ
る環境物品等の調達に関する法律を踏まえた環境物品等の調達推進を図るための方針を
策定し公表した。
環境・安全委員会（平成１６年４月）を設置し、下部組織である環境保全専門委員会

において省エネルギー・省資源に関する検討を開始するとともに、国立大学法人エネル
ギー管理に関する要項（平成１６年５月）を策定し、エネルギーの合理化を進め、エネ
ルギー消費原単位前年度比１％以上の低減に努めた。また、財務戦略企画室において、
資源ゴミ分別収集の徹底を図り、一般廃棄物処理費用の低減に努めた。
研究・安全担当理事のもとに青葉山キャンパスエネルギー供給計画検討ワーキンググ

ループを設け、オンサイト型発電システムによるコジェネレーションシステム（自家発
電機で電力と熱を供給するシステム）の導入によるエネルギーコスト削減が有効との結
論を得た （関連項目２１０、２４１）。

④ 学生等の安全確保
施設・安全管理企画室を設置し、学生に対して傷害保険の加入状況調査を行った（加

入率、文系平均９１％、理系平均９３％ 。また、２５事業場と連携して学生生活にお）
ける安全の手引きを作成した （関連項目２４６）。
施設・安全管理企画室及び危機管理委員会を設置し、災害時の安全対策徹底等をおこ

なうために、危機発生時の連絡体制を整備した。また、災害対策マニュアルの手引きを
作成し、全事業場と連携して防災訓練等を実施した （関連項目２４６、２４７）。

東北大学
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Ⅵ 予 算 （ 人 件 費 見 積 も り を 含 む 。 ） 、 収 支 計 画 及 び 資 金 計 画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅶ 短 期 借 入 金 の 限 度 額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

該当無し１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額
１３６億円 １３６億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延、及び事故の発生等により 運営費交付金の受入れ遅延、及び事故の発生等により

緊急に必要となる対策費として借り入れすることも想定 緊急に必要となる対策費として借り入れすることも想定
される。 される。

Ⅷ 重 要 財 産 を 譲 渡 し 、 又 は 担 保 に 供 す る 計 画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

病院改修及び基幹環境整備並びに臨床検査統合システ 病院改修及び基幹環境整備並びに臨床検査統合システ 病院改修及び基幹環境整備並びに臨床検査統合システ
ムに必要となる経費の長期借入に伴い、本学病院の敷地 ムに必要となる経費の長期借入に伴い、本学病院の敷地 ムに必要となる経費4,324百万円の長期借入に伴い、本
及び建物について担保に供する。 及び建物について担保に供する。 学病院の敷地61千㎡について（独）国立大学財務・経営

センターへ担保に供した。

Ⅸ 剰 余 金 の 使 途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質 決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質 該当無し
の向上及び組織運営の改善に充てる。 の向上及び組織運営の改善に充てる。

東北大学
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Ⅹ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 決定額（百万円） 財 源

青葉山1団地 総額 施設整備費補助金 青葉山1団地 総額 施設整備費補助金 青葉山1団地 総額 施設整備費補助金
総合研究棟新営 １７，３３８ （7,451） 総合研究棟新営 １１，３３１ （3,914） 総合研究棟新営 ７，８９６ （3,571）

船舶建造費補助金 船舶建造費補助金 船舶建造費補助金
片平団地 （ 0） 片平団地 （ 0） 片平団地 （ 0）
総合研究棟新営 長期借入金 総合研究棟新営 長期借入金 総合研究棟新営 長期借入金

（9,887） （7,417） （4,325）
病院 病棟新営 国立大学財務・経営セン 病院 病棟新営 国立大学財務・経営セン 病院 病棟新営 国立大学財務・経営セン

ター施設費交付金 ター施設費交付金 ター施設費交付金
病院 （ 0） 病院 （ 0） 病院 （ 0）
基幹・環境整備 基幹・環境整備 基幹・環境整備

小規模改修 小規模改修 小規模改修

臨床検査統合システ 臨床検査統合システ 臨床検査統合システ
ム ム ム

（注１）
(注２)

○ 計画の実施状況等

・青葉山１団地 総合研究棟新営
平成１６年度は軸Ⅱ（後）及び仕上（前）の事業を実施。継続事業である建築、電気設備、機械設備、エ
レベータ工事を行い当初の計画とおり平成１６年度相当分を順調に完了。平成１７年度竣功に向けて現在
進行中である。

・片平団地 総合研究棟
平成１６年度は国債事業の前年度相当分を実施。建築、電気設備、機械設備、エレベータ工事を行い、当
初の計画とおり平成１６年度相当分を順調に完了し、平成１７年度竣功に向けて現在進行中である。

・病院 病棟新営
平成１６年度は軸Ⅱ（後）及び仕上（前）の継続事業を実施。一部設計変更を実施したため諸官庁との協
議等に時間を要し、このことにより軸Ⅱを繰越。仕上には影響は全くなく平成１７年度竣功に向けて現在
進行中である。

・病院 基幹・環境整備
上記病棟が平成１４年度より工事中であり、その稼働に不可欠な基幹・環境整備を平成１６・１７・１８
年度の３か年で実施。当初の計画とおり平成１６年度分を完了。

・小規模改修
当初計画とおり小規模改修を実施、完了。

・臨床検査統合システム
当初計画とおり臨床検査統合システムを購入。導入額が計画額を下回り、計画していた借入額減。
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Ⅹ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

（１）方針
①教員の人事評価システムを構築し、教育・研究成果の適切な給与へ
の反映を実施し教育・研究の充実を図るものとする。

②任期制・公募制の更なる推進など教員の流動性向上を図り、教育・
研究の発展を図るものとする。

③研究実施体制の機動性確保のため、教職員ポストの戦略的配置の方
針を策定する。

④事務職員等については、研修制度の充実、人事交流等を基盤とした
計画的なキャリア養成を進め、教育研究支援職員としての専門性を
高めるとともに、大学運営の専門職能集団としての機能が発揮でき
るよう、様々なニーズに対応した人員の効果的な配置を行うものと
する。また、必要に応じて外部人材の登用を行い専門職の確保を図
る。

（２）人事の適正化に関する計画 （１）人事の適正化に関する計画 （１）
「 」①法人運営に不可欠な安全管理、情報システム管理等の業務を効率的 ①安全管理、情報システム管理等の業務を効率的・効果的に行うため ① Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置

・効果的に行うため、学外の有識者・専門家を必要に応じて積極的 の学外の有識者・専門家の積極的な登用のため、全学的な検討組織 P31.項目157参照
に常勤又は非常勤の職員として登用する。 を設置して、専門家を必要とする業務分野に関する調査・分析等を

行うとともに、可能な業務から速やかに実施する。

②教員が独創的な教育研究に従事できる仕組みの充実を図るため、学 ②教員が独創的な教育研究に従事できる仕組みの充実を図るため、特 ②「Ⅰ大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措
内共同教育研究施設を活用し、一定期間、特定のプログラムに専念 定のプログラム・施策を全学的にサポートできるような体制の整備 置」P19.項目96参照

「 」することを全学的にサポ ートできるよう体制整備に努める。 に努める。 Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置
P35.項目170参照

「 」③大学の機能強化に寄与すると判断できる客観的なインセンティブ付 ③大学の機能強化に寄与すると判断できる客観的な人事評価システム ③ Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置
与基準（競争的資金の交付状況、受賞歴等の客観的評価等）に基づ の確立のため、全学的な検討組織を設置して、インセンティブ付与 P35.項目168参照
き、教育・研究成果の適切な給与等への反映を推進する。 基準の対象となる事項等の抽出を行い、調査・検討するとと

もに、必要な準備等を行う。

「 」④教員の任期制等を適切に運営することによって、特に先端的・学際 ④教員の任期制等の適切な運用により人材の機動的採用を図るため、 ④ Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置
的領域や期限付きプロジェクト等にふさわしい人材の機動的採用を 先端的・学際的領域や期限付きプロジェクト等の任期制導入に関す P36.項目174,179参照
図る。 る調査・分析等を行うとともに、可能な事項から逐次実施する。

、 、 「 」⑤各部局等に配置可能な教職員の上限数 総人件費の運用枠を設定し ⑤適切な人件費の管理のため、各部局配置職員数・人件費総枠に関す ⑤ Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置
適切な人件費の管理に努める。 る基本方針の策定に努める。 P31.項目156参照

「 」⑥人件費の有効かつ適切な支出を行えるようにするため、教員の教育 ⑥人件費の有効かつ適切な支出のため、教員の教育負担・教育活動の ⑥ Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置
負担・教育活動を適切に評価し、それに応じた給与体系の構築を図 評価に応じた給与体系の基本方針の策定に着手する。 P38.項目189参照
る。

「 」⑦客観的で納得性のある事務系職員の評価システムを整備し、評価結 ⑦客観的で納得性のある事務系職員の評価システムの整備のため、事 ⑦ Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置
果を人事配置の適正化、適切な給与等への反映に供する。 務系職員の人事評価の対象となる事項等の抽出を行い、調査・検討 P35.項目169参照

するとともに、必要な準備等を行う。

、 、 「 」⑧人材育成の観点から、事務職員の計画的なキャリア養成を行い人的 ⑧人的基盤を確固たるものとするため 全学的な検討組織を設置して ⑧ Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置
基盤の確立を図る。 事務職員等のキャリア養成システムに関する調査・検討を進めると P32.項目160, P37.項目184,186参照

ともに、必要な準備等を行う。

（３）事務等の効率化・合理化に関する計画 （２）事務等の効率化・合理化に関する計画 （２）
「 」①全学統合情報管理システムを整備し、窓口業務の効率化、予算執行 ①窓口業務の効率化、予算執行の迅速化、学生サービスの向上を図る ① Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置

の迅速化、学生サービスの向上を図る。 ため、全学統合情報管理システムに関する具体的な施策を検討する P39.項目191参照
とともに、必要な準備等を行う。 「Ⅲ財務内容の改善に関する目標を達成するための措置」P44. 項目

208,211参照

②効率化・合理化を推進するため、特定の事務業務については、必要 ②効率化・合理化を推進するため、事務業務等の集約化・アウトソ ②「Ⅰ大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措
に応じて全学的に集約化あるいはアウトソーシングを行う。 ーシングについて調査・検討を進めるとともに、必要な準備等を 置」P27.項目141参照

「 」行う。 Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置
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P39.項目192参照

③授業料納入、給与支給業務等については、銀行等への業務委託を始
め、学生寄宿舎、留学生会館等の管理業務、駐車場・警備・病院サ
プライ等のアウトソーシングを積極的に図る。

（参考）中期目標期間中の人件費総額見込み ２７３，７５０百万円 （参考１）平成１６年度の常勤職員数 ４，４４３人
（退職手当は除く ） （役員及び任期付職員を除く ）。 。

また、任期付職員数の見込みを ５４４人とする。

（参考２）平成１６年度の人件費総額見込み ４６，６１８百万円

（参考）

平成１６年度

（１） 常勤職員数 4,326 人

（２） 任期付職員数 570 人

（３）① 人件費総額（退職手当を除く） 47,439 百万円

② 経常収益に対する人件費の割合 46.0 ％

③ 外部資金により手当した人件費を除い 45,438 百万円
た人件費

④ 外部資金を除いた経常収益に対する上 49.5 ％
記③の割合

⑤ 標準的な常勤職員の週あたりの勤務時間 ４０時間００分
として規定されている時間数

、 、 。注・常勤職員数 任期付職員数には 外部資金により雇用される職員を含む
・常勤職員数には、任期付職員を含まない。
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（ 、 ）○ 別表 学部の学科 研究科の専攻等

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
文学部 (名) (名） （％）
・人文社会学科 ８４０ ９８１ １１７

教育学部
・教育科学科 ２９０ ３２２ １１１

法学部
・法学科 ６９０ ７９５ １１５

経済学部
・経済学科 ５４０

１，２１０ １１２
・経営学科 ５４０

理学部
・数学科 １８０ ２０１ １１２
・物理学科 ３１２

５２１ １０９
・宇宙地球物理学科 １６４
・化学科 ２８０ ３２４ １１５
・地圏環境科学科 １２０

２１８ １０９
・地球物質科学科 ８０
・生物学科 １６０ １９８ １２４

医学部
・医学科 ６００ ６３４ １０６

(うち医師養成に
係る分野 名)600

・保健学科 １４４ １４２ ９９

歯学部 ３５０ ３３８ ９７
・歯学科 (うち歯科医師養

成 に 係 る 分 野
名)350

薬学部
・総合薬学科 ３２０ ３４２ １０７

工学部
・機械知能・航空工学科 ２３４ ２５３ １０８
・電気情報・物理工学科 ２４３ ２５３ １０４
・化学・バイオ工学科 １１３ １２２ １０８
・材料科学総合学科 １１３ １２０ １０６
・建築・社会環境工学科 １０７ １１１ １０４
・機械知能工学科 １６９
・機械電子工学科 ２００
・機械航空工学科 １７１ ８６７ １１５
・地球工学科 ９８
・量子エネルギー工学科 １１３
・電気工学科 １７３
・通信工学科 １３１
・電子工学科 １７３ ８８９ １２０
・情報工学科 １５０
・応用物理学科 １１６
・分子化学工学科 １５６

３９８ １１１
・生物化学工学科 ２０２
・金属工学科 ９８
・材料物性学科 １４４ ４０６ １１４
・材料加工学科 １１４
・土木工学科 １８７

３７４ １１３
・建築学科 １４５

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

農学部
・生物生産科学科 ３６０

６４７ １０８
・応用生物化学科 ２４０

文学研究科
・文化科学専攻 １１２ １７１ １５３

（うち前期課程） （ ６４） （ ７２） （１１３）
（うち後期課程） （ ４８） （ ９９） （２０６）

・言語科学専攻 ４９ ６９ １４１
（うち前期課程） （ ２８） （ ２５） （ ８９）
（うち後期課程） （ ２１） （ ４４） （２１０）

・歴史科学専攻 ７５ １１８ １５７
（うち前期課程） （ ４２） （ ５５） （１３１）
（うち後期課程） （ ３３） （ ６３） （１９１）

・人間科学専攻 ７７ ９６ １２５
（うち前期課程） （ ４４） （ ４５） （１０２）
（うち後期課程） （ ３３） （ ５１） （１５５）

教育学研究科
・総合教育科学専攻 １５６ １１０１４２

（うち前期課程） （ ８０） （ ７５） （ ９４）
（うち後期課程） （ ６２） （ ８１） （１３１）

法学研究科
・総合法制専攻 ５６ ７６ １３６

（うち前期課程） （ ２８） （ ４５） （１６１）
（うち後期課程） （ ２８） （ ３１） （１１１）

・公共法政策専攻 ２８ １５ ５４
（うち前期課程） （ １４） （ ９） （ ６４）
（うち後期課程） （ １４） （ ６） （ ４３）

・トランスナショナル法政策専攻 ８８ ４９ ５６
（うち前期課程） （ ４４） （ ２７） （ ６１）
（うち後期課程） （ ４４） （ ２２） （ ５０）

・総合法制専攻（法科大学院） １００ １００ １００
・公共法政策専攻（専門職大学院） ３０ ２９ ９７

経済学研究科
・経済学専攻 ８４ ８１ ９６

（うち前期課程） （ ４８） （ ４９） （１０２）
（うち後期課程） （ ３６） （ ３２） （ ８９）

・経営学専攻 ８４ ７０ ８３
（うち前期課程） （ ４８） （ ４２） （ ８８）
（うち後期課程） （ ３６） （ ２８） （ ７８）

・現代応用経済科学専攻 ６３ ８１ １２９
（うち前期課程） （ ３６） （ ５６） （１５６）
（うち後期課程） （ ２７） （ ２５） （ ９３）

理学研究科
・数学専攻 １３０ １００ ７７

（うち前期課程） （ ７６） （ ７０） （ ９２）
（うち後期課程） （ ５４） （ ３０） （ ５６）

・物理学専攻 ３２０ ２８２ ８８
（うち前期課程） （１８２） （１８３） （１０１）
（うち後期課程） （１３８） （ ９９） （ ７２）

・天文学専攻 ３０ ４０ １３３
（うち前期課程） （ １８） （ ２４） （１３３）
（うち後期課程） （ １２） （ １６） （１３３）

・地球物理学専攻 ９１ ９２ １０１
（うち前期課程） （ ５２） （ ６２） （１１９）
（うち後期課程） （ ３９） （ ３０） （ ７７）
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学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

・化学専攻 ２３１ ２２６ ９８
（うち前期課程） （１３２） （１３９） （１０５）
（うち後期課程） （ ９９） （ ８７） （ ８８）

・地学専攻 １１３ １１７ １０４
（うち前期課程） （ ６４） （ ６２） （ ９７）
（うち後期課程） （ ４９） （ ５５） （１１２）

医学系研究科
・医科学専攻 ６１６ ５８２ ９４

（うち修士課程） （ ４０） （ ２９） （ ７３）
（うち博士課程） （５７６） （５５３） （ ９６）

・障害科学専攻 ９２ ８６ ９３
（うち前期課程） （ ５６） （ ５１） （ ９１）
（うち後期課程） （ ３６） （ ３５） （ ９７）

歯学研究科
・歯科学専攻 １９０ １９３ １０２

（うち修士課程） （ ６） （ ６） （１００）
（うち博士課程） （１８４） （１８７） （１０２）

薬学研究科
・創薬化学専攻 ７４ ９１ １２３

（うち前期課程） （ ４４） （ ６２） （１４１）
（うち後期課程） （ ３０） （ ２９） （ ９７）

・医療薬科学専攻 ６５ ８７ １３４
（うち前期課程） （ ３８） （ ６４） （１６８）
（うち後期課程） （ ２７） （ ２３） （ ８５）

・生命薬学専攻 ５３ ６１ １１５
（うち前期課程） （ ３２） （ ４６） （１１４）
（うち後期課程） （ ２１） （ １５） （７１）

工学研究科
・機械システムデザイン工学専攻 １２３ １４２ １１５

（うち前期課程） （ ７０） （１００） （１４３）
（うち後期課程） （ ５３） （ ４２） （７９）

・ナノメカニクス専攻 ９６ １２１ １２６
（うち前期課程） （ ６５） （ ８４） （１２９）
（うち後期課程） （ ３１） （ ３７） （１１９）

・航空宇宙工学専攻 １１４ １３８ １２１
（うち前期課程） （ ７４） （１０１） （１３６）
（うち後期課程） （ ４０） （ ３７） （ ９３）

・地球工学専攻 １３ ９ ６９
（うち後期課程） （ １３） （ ９） （ ６９）

・量子エネルギー工学専攻 １１４ １２４ １０９
（うち前期課程） （ ６７） （ ７９） （１１８）
（うち後期課程） （ ４７） （ ４５） （ ９６）

・電気・通信工学専攻 １８３ ２２５ １２３
（うち前期課程） （１１４） （１７８） （１５６）
（うち後期課程） （ ６９） （ ４７） （ ６８）

・電子工学専攻 １４６ １９４ １３３
（うち前期課程） （ ８９） （１２０） （１３５）
（うち後期課程） （ ５７） （ ７４） （１３０）

・応用物理学専攻 ９６ ９４ ９８
（うち前期課程） （ ５８） （ ７０） （１２１）
（うち後期課程） （ ３８） （ ２４） （ ６３）

・応用化学専攻 ６４ ９３ １４５
（うち前期課程） （ ４０） （ ５５） （１３８）
（うち後期課程） （ ２４） （ ３８） （１５８）

・化学工学専攻 ８３ ８４ １０１
（うち前期課程） （ ５３） （ ６４） （１２１）
（うち後期課程） （ ３０） （ ２０） （ ６７）

・材料科学専攻 １０ １５ １５０
（うち後期課程） （ １０） （ １５） （１５０）

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

・バイオ工学専攻 ４６ ８３ １８０
（うち前期課程） （ ２８） （ ５４） （１９３）
（うち後期課程） （ １８） （ ２９） （１６１）

・金属フロンティア工学専攻 ７５ ６５ ８７
（うち前期課程） （ ４２） （ ４４） （１０５）
（うち後期課程） （ ３３） （ ２１） （ ６４）

・知能デバイス材料学専攻 １１７ １１９ １０２
（うち前期課程） （ ７１） （ ８０） （１１３）
（うち後期課程） （ ４６） （ ３９） （ ８５）

・材料システム工学専攻 ８２ ９１ １１１
（うち前期課程） （ ５０） （ ６６） （１３２）
（うち後期課程） （ ３２） （ ２５） （ ７８）

・土木工学専攻 １０７ １３１ １２２
（うち前期課程） （ ６７） （ ８４） （１２５）
（うち後期課程） （ ４０） （ ４７） （１１８）

・都市・建築学専攻 １０１ １３３ １３２
（うち前期課程） （ ６５） （ ９１） （１４０）
（うち後期課程） （ ３６） （ ４２） （１１７）

・技術社会システム専攻 ７３ １０３ １４１
（うち前期課程） （ ４２） （ ５５） （１３１）
（うち後期課程） （ ３１） （ ４８） （１５５）

・バイオロボティクス専攻 ９０ １０１ １１２
（うち前期課程） （ ６４） （ ８１） （１２７）
（うち後期課程） （ ２６） （ ２０） （ ７７）

農学研究科
・資源生物科学専攻 １０４ １０４ １００

（うち前期課程） （ ７０） （ ７３） （１０４）
（うち後期課程） （ ３４） （ ３１） （ ９１）

・応用生命科学専攻 １００ １３９ １３９
（うち前期課程） （ ６８） （ ９６） （１４１）
（うち後期課程） （ ３２） （ ４３） （１３４）

・生物産業創成科学専攻 ８２ １０９ １３３
（うち前期課程） （ ５６） （ ８８） （１５７）
（うち後期課程） （ ２６） （ ２１） （ ８１）

・ 資源生物科学専攻） １４ １７ １２１（
（うち後期課程） （ １４） （ １７） （１２１）

・ 応用生命科学専攻） １６ １９ １１９（
（うち後期課程） （ １６） （ １９） （１１９）

・ 資源環境経済学専攻） ４ ８ ２００（
（うち後期課程） （ ４） （ ８） （２００）

・ 環境修復生物工学専攻） １４ １６ １１４（
（うち後期課程） （ １４） （ １６） （１１４）

国際文化研究科
・国際地域文化論専攻 ６５ ６７ １０３

（うち前期課程） （ ３０） （ ３３） （１１０）
（うち後期課程） （ ３５） （ ３４） （ ９７）

・国際文化交流論専攻 ８８ １０５ １１９
（うち前期課程） （ ４０） （ ６１） （１５３）
（うち後期課程） （ ４８） （ ４４） （ ９２）

・国際文化言語論専攻 ４８ ５６ １１７
（うち前期課程） （ ２６） （ ３４） （１３１）
（うち後期課程） （ ２２） （ ２２） （１００）

情報科学研究科
・情報基礎科学専攻 １１０ １２９ １１７

（うち前期課程） （ ６２） （ ９１） （１４７）
（うち後期課程） （ ４８） （ ３８） （ ７９）

・システム情報科学専攻 ９７ １１４ １１８
（うち前期課程） （ ５６） （ ８４） （１５０）
（うち後期課程） （ ４１） （ ３０） （ ７３）

東北大学
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学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

・人間社会情報科学専攻 １０４ １０９ １０５
（うち前期課程） （ ６０） （ ５３） （ ８８）
（うち後期課程） （ ４４） （ ５６） （１２７）

・応用情報科学専攻 ８６ ８２ ９５
（うち前期課程） （ ５８） （ ６０） （１０３）
（うち後期課程） （ ２８） （ ２２） （ ７９）

生命科学研究科
・分子生命科学専攻 ９７ ９２ ９５

（うち前期課程） （ ５８） （ ６４） （１１０）
（うち後期課程） （ ３９） （ ２８） （ ７２）

・生命機能科学専攻 １２７ １１０ ８７
（うち前期課程） （ ７６） （ ７４） （ ９７）
（うち後期課程） （ ５１） （ ３６） （ ７１）

・生態システム生命科学専攻 １２９ １３２ １０２
（うち前期課程） （ ７８） （ ８１） （１０４）
（うち後期課程） （ ５１） （ ５１） （１００）

環境科学研究科
・環境科学専攻 ２６３ １３６１９４

（うち前期課程） （１３０） （１８０） （１３８）
（うち後期課程） （ ６４） （ ８３） （１３０）

教育情報学教育部
・教育情報学専攻 ３７ １２８２９

（うち前期課程） （ ２４） （ ３０） （１２５）
（うち後期課程） （ ５） （ ７） （１４０）

医療技術短期大学部
・看護学科 １６０ １６３ １０２
・診療放射線技術学科 ８０ ８１ １０１
・衛生技術学科 ８０ ８０ １００
・専攻科助産学特別専攻 ２０ ２０ １００

歯学部附属歯科技工士学校 ４０ ３９ ９８

○ 計画の実施状況等

定員充足率が±１５％を超えた理由（学部）

学部の学科 理 由

文学部（＋） 修業年限を超えた学生数を加算しており、収容数が
・人文社会学科 超過した。

理学部（＋） 入学辞退者数を見込み違いしたため、収容数が超過
・生物学科 した。

工学部（＋） 修業年限を超えた学生数を加算しており、収容数が
・電気工学科 超過した。
・通信工学科
・電子工学科
・情報工学科
・応用物理学科

定員充足率が±１５％を超えた理由（研究科）

学部の学科、研究科の専攻等名 理 由

文学研究科（＋） 標準修業年限を超えた学生数を加算しており、収容
・文化科学専攻（後期課程） 数が超過した。
・言語科学専攻（後期課程）
・歴史科学専攻
・人間科学専攻（後期課程）

教育学研究科（＋） 標準修業年限を超えた学生数を加算しており、収容
・総合教育科学専攻（後期課程） 数が超過した。

法学研究科（＋） 標準修業年限を超えた学生数を加算しており、収容
・総合法制専攻（前期課程） 数が超過した。

法学研究科（－） 平成 年度の収容定員を充足していないが、同年度16
・公共法政策専攻 に専門職大学院等の設置が予定されていたため、平

成 年度の大学院への進学希望者が受験を控えたこ15
とが理由として考えられる。なお、公共法政策専攻
、 （ ）は 平成 年度から専門職大学院 公共政策大学院16

に改組されている。

法学研究科（－） 平成 年度の収容定員を充足していないが、法曹志16
・トランスナショナル法政策専攻 望学生等が同年度に設置された法科大学院などの専

門職大学院に進学したため、研究大学院に進学しよ
うとする学生が減少したことが理由として考えられ

10る。現在、トランスナショナル法政策専攻では、
（ ） 、月入学を含む多様な入試 種類 を行っているが11

定員を充足するため、さらに入試制度等の見直しを
行っている。

経済学研究科（±） 一部合格者は入学半年後に専攻を決めること等もあ
・経済学専攻 り、専攻ごとの充足ではなく３専攻あわせた充足を
・経営学専攻 前提として選考しており、専攻ごとの調整はしてい
・現代応用経済科学専攻 ない（３専攻を合わせると１００％になる 。）

なお、以上の専攻別定員充足に係る課題は、平成１
７年度の組織変更（会計大学院の開設による既存専
攻再編）により解決済みである。

理学研究科（－） 近年の経済的低迷により、修士課程から博士課程へ
・数学専攻（後期課程） の進学率が低い状況が続いたため。
・物理学専攻（後期課程）
・地球物理学専攻（後期課程）

理学研究科（＋） 天文学の急速な進展により、学位論文を仕上げる時
・天文学専攻 間が次第に長くなっており、標準修学年限超過者が

増加した。
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、医学系研究科（－） 平成１６年度に新設した際に十分な周知を行ったが
・医科学専攻（修士課程） 志願者が少なかった。平成１７年度については、充

足率を満たしている。

薬学研究科（＋） 入学希望者が多いため、各分野で受入可能な範囲内
・創薬化学専攻（前期課程） で、合格点に達した者を合格者としているため。
・医療薬科学専攻（前期課程）
・生命薬学専攻（前期課程）

薬学研究科（－） 平成１４年度入学者が極端に少なかったため。平成
・生命薬学専攻（後期課程） １７年度には、定員充足率を満たしている。

工学研究科（＋） 標準修業年限を超えた学生数を加算しており、収容
・機械システムデザイン工学専攻（前期課程） 数が超過した。
・ナノメカニクス専攻
・航空宇宙工学専攻（前期課程）
・量子エネルギー工学専攻（前期課程）
・電気・通信工学専攻（前期課程）
・電子工学専攻
・応用物理学専攻（前期課程）
・応用化学専攻
・化学工学専攻（前期課程）
・材料科学専攻
・バイオ工学専攻
・材料システム工学専攻（前期課程）
・土木工学専攻
・都市・建築学専攻
・技術社会システム専攻
・バイオロボティクス専攻（前期課程）

工学研究科（－） 近年の経済的な事情等により、前期課程から後期課
・機械システムデザイン工学専攻（後期課程） 程への進学希望者数の減少傾向が続いており、社会
・電気・通信工学専攻（後期課程） 人を含む他大学からの進学希望者数も増加していな
・応用物理学専攻（後期課程） い。
・化学工学専攻（後期課程）
・金属フロンティア工学専攻（後期課程）
・材料システム工学専攻（後期課程）
・バイオロボティクス専攻（後期課程）

・地球工学専攻 平成１５年度に環境科学研究科が設立した際に多く
の学生が転科したため収容数が減少した。

農学研究科（＋） 志願者数が多く、可能な範囲で合格点に達した者を
・応用生命科学専攻 受け入れたため。
・生物産業創成科学専攻（前期課程）

・ 資源生物科学専攻） 標準修業年限を超えた学生数を加算しており、収容（
・ 応用生命科学専攻） 数が超過した。（
・ 資源環境経済学専攻）（

農学研究科（－） 近年の経済的な事情等により、前期課程から後期課
。 、・生物産業創成科学専攻（後期課程） 程への進学希望者数の減少傾向が続いたため また

平成１７年度から１０月入試を実施する。

国際文化研究科（＋） 標準修業年限を超えた学生数を加算しており、収容
・国際文化交流論専攻（前期課程） 数が超過した。
・国際文化言語論専攻（前期課程）

情報科学研究科（＋） 標準修業年限を超えた学生数を加算しており、収容
・情報基礎科学専攻（前期課程） 数が超過した。
・システム情報科学専攻（前期課程）
・人間社会情報科学専攻（後期課程）

情報科学研究科（－） 近年の経済的な事情等により、前期課程から後期課
・情報基礎科学専攻（後期課程） 程への進学希望者数の減少傾向が続いたため。
・システム情報科学専攻（後期課程）
・応用情報科学専攻（後期課程）

生命科学研究科（－） 近年の経済的な事情等により、前期課程から後期課
・分子生命科学専攻（後期課程） 程への進学希望者数の減少傾向が続いたため。
・生命機能科学専攻（後期課程）

環境科学研究科（＋）
・環境科学専攻 他研究科から多くの転科希望学生があったため。

教育情報学教育部（＋） 修業年限を超えた学生数を加算しており、収容数が
・教育情報学専攻 超過した。

年度計画に記載していない改組前の学科、研究科等に所属する者

学部の学科、研究科の専攻等名 収容数

文学部
・史学科 １

教育学部
・教育学科 ２

薬学部
・薬学科 １
・製薬化学科 １

文学研究科
・フランス文学フランス語学専攻（後期課程） １

教育学研究科
・教育学専攻（後期課程） ９
・教育心理学専攻（後期課程） ２

法学研究科
・私法学専攻（前期課程） １

理学研究科
・生物学専攻（前期課程） １
・生物学専攻（後期課程） ６

医学系研究科
・内科学系専攻（博士課程） ３
・外科学系専攻（博士課程） １

工学研究科
・材料科学専攻（前期課程） ３




